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平成２７年第４回豊能町議会定例会会議録（第３号） 

 

年 月 日 平成２７年９月３日（木） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １４名 

       １番 野村 剛志      ２番 管野英美子 

       ３番 永谷 幸弘      ４番 橋本 謙司 

       ５番 井川 佳子      ６番 高橋 充德 

       ７番 岩城 重義      ８番 小寺 正人 

       ９番 永並  啓     １０番 竹谷  勝 

      １１番 福岡 邦彬     １２番 高尾 靖子 

      １３番 西岡 義克     １４番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  田中 龍一      副 町 長  中井 勝次 

教 育 長  石塚 謙二      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  木田 正裕      建設環境部長  南  正好 

上下水道部長  高  秀雄      教 育 次 長  板倉  忠 

消 防 長  高田 龍二      会 計 管 理 者  今中 泰行 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  東浦  進      書 記  杉田 庄司 

書 記  増田  稔 
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議 事 日 程 

平成２７年９月３日（木）午前９時３２分開議 

日程第 １ 一般質問 

日程第 ２ 第３７号議案 豊能町行政手続における特定の個人を識別す 

             るための番号の利用等に関する法律に基づく 

             個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関 

             する条例制定の件 

      第３８号議案 豊能町個人情報保護条例改正の件 

      第３９号議案 豊能町手数料条例改正の件 

      第４０号議案 箕面市と豊能町との間における消防事務の委 

             託に関する規約の廃止に関する協義について 

      第４１号議案 豊能町と箕面市との間における消防事務の委 

             託に関する協議について 

      第４２号議案 平成２７年度豊能町一般会計補正予算の件 

      第４３号議案 平成２７年度豊能町国民健康保険特別会計事 

             業勘定補正予算の件 

      第４４号議案 平成２７年度豊能町介護保険特別会計事業勘 

             定補正予算の件 

      第 １号認定 平成２６年度豊能町一般会計歳入歳出決算の 

             認定について 

      第 ２号認定 平成２６年度豊能町国民健康保険特別会計事 

             業勘定歳入歳出決算の認定について 

      第 ３号認定 平成２６年度豊能町国民健康保険特別会計診 

             療所施設勘定歳入歳出決算の認定について 

      第 ４号認定 平成２６年度豊能町後期高齢者医療特別会計 

             歳入歳出決算の認定について 

      第 ５号認定 平成２６年度豊能町介護保険特別会計事業勘 

             定歳入歳出決算の認定について 

      第 ６号認定 平成２６年度豊能町下水道事業特別会計歳入 

             歳出決算の認定について 

      第 ７号認定 平成２６年度豊能町生活排水処理事業特別会 
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             計歳入歳出決算の認定について 

      第 ８号認定 平成２６年度豊能町水道事業会計決算の認定 

             について 
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開会 午前９時３２分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  先日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して、質問を

行ってください。 

  イノベーションとよのの一般質問を行い

ます。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

５０分とします。 

  岩城重義議員を指名をいたします。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  皆さん、おはようございます。 

  イノベーションとよのの７番・岩城でご

ざいます。御指名いただきましたので、一

般質問をさせていただきます。 

  ５点、お聞きしたいと通告しております

けども、順番に行きたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

  まず、個人情報保護についてであります。 

  この１０月から、俗に言うマイナンバー

制度が開始されるわけですけども、それに

対する対応について、どのようにされてい

るのか、する予定なのかお聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  マイナンバーの対応でございます。 

  マイナンバーにつきましては、昨日も御

質問がございまして、対応について、シス

テムの改修でございますとか条例の整備、

それから職員の研修などなどについて、準

備をしておるというようなことで、御答弁

を差し上げたところでございます。 

  議員のお尋ねは、個人情報保護について

ということでございます。 

  個人情報につきましては、流出を防ぐた

めの措置といたしまして、法律のほうで特

定個人情報の利用とか提供する際には、法

令とか条例で定められた事務にしか活用す

ることができないということで、それにつ

いては罰則規定も設けられているというよ

うなものでございまして、町がやりますの

は、この議会に提案しております条例でご

ざいますけども、その条例におきましては、

番号法のほうが地方公共団体に求めている

もの、目的外の利用とか外部提供の制限と

か開示、また訂正、利用の停止の請求等に

ついて規定をいたしまして、個人情報の保

護については万全を期してまいるというと

ころで、準備をしておるところでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  条例のことはわかっておるんですけども、

特に大事やと思うのはデメリット分であり

まして、セキュリティーに関しまして万全

な対応ができるのかどうか、お聞きいたし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  セキュリティーの面でございますが、こ

れは職員個々の意識が、意識を持ってやる

ということはもちろんでございますけども、

機械的な部分につきましては、機器の整備

が非常に大事であるというふうに思ってお
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りまして、これにつきましては、国の外郭

でございます地方公共団体情報システム機

構というところがシステムを開発しており

まして、本町におきましても、その国のシ

ステムを導入するということで、ハッキン

グ並びにサイバー攻撃等に対抗できるとい

うようなシステムとなっております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そのシステムですけども、これは外部に

つながっていくわけでしょうか、一般的な

インターネットの世界に。その辺をちょっ

とお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  インターネットにつなぐということでは

ございませんでして、利用機関内といいま

すか、国とかそういうところにはつなぐと

いうものでございまして、一般的に住民の

方々がそこに入ってこられるというもので

はございませんでして、先ほど申し上げた

ハッキングとかサイバー攻撃については、

防止をできるというシステムとなってござ

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  あと一つ大きな懸念が、情報が漏えいし

てまうということです。外部からない場合

は内部からということになりますけども、

その対応はどのようにされる予定ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  内部での情報流出の対応でございますけ

ども、これにつきましては、特に窓口担当

の職員などにはパスワードを与えておりま

して、そのパスワードなしにはアクセスで

きないということになってございます。ま

た、アクセスいたしました記録につきまし

ては全て残りますので、誰がどのような情

報を見たかということは、わかってしまう

というようなことでございます。このよう

な流出がないように、先ほども申し上げま

したとおり、職員研修を充実していくと。

窓口対応の担当の職員には、研修は済んで

おりますけども、今後とも全職員対象にし

た研修をやっていくなど、マイナンバーに

ついての意識を深めていくということはし

てまいりたいというふうに思っております。

それから、紙ベースで残るようなマイナン

バーの個人情報がございますけども、これ

については鍵のかかるロッカーでありまし

たり机でありましたり、そういうところに

保管をすると、外部には持ち出さないとい

うことも徹底をしてまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、専任の職員がつくとい

うことでよろしいでしょうか。全ての職員

が見られるわけやなしに、専属、専任です

か、その職員しか見れないということでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど申し上げましたように、パスワー

ドを持っておる職員しかアクセスできない

と。これはもう確かなものでございまして、

それ以外の者については、システム上マイ
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ナンバーにアクセスすることはできないと

いうことでございます。どのような者がア

クセスできるかというのは、窓口の職員で

ございますけども、情報セキュリティーの

基準というものをつくっておりまして、そ

の基準上は総括責任者は副町長ということ

になってございまして、セキュリティーの

責任者は各部長ということになってござい

ます。それから、各担当にもセキュリティ

ーの主任者というものを置きまして、それ

ぞれの部署においてセキュリティーの万全

を期していくということになっております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、ほぼもう完璧に対応で

きるということでよろしいでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  個人情報流出がないよう、万全を期して

まいります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  パスワードをかけるということですけど

も、この前もどこかの役所のほうで、パス

ワードが簡単過ぎてすぐに見破られたとい

う事件もあったんですけども、その辺やっ

ぱり、定期的にパスワードを変えていった

りするおつもりでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  申しわけございませんが、パスワードを

どの頻度で変えてるか、私、存じませんけ

ども、たしかすごく桁数の多い９桁とか１

０桁の乱数であったというふうに思います。

私もパスワード、実は持っていないので、

私自身がアクセスすることができないとい

う立場でございまして、存じません。申し

わけございません、また後ほど聞いておき

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、もし漏えいがあった場

合の責任者は、副町長ということをお聞き

しましたけども、副町長はちゃんとその心

づもりはというか、きっちり指示されてる

わけですね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  組織的に万全を期していくという中で、

私、そういう責任を持たせていただいてお

ります。マイナンバーにかかわらず、我々

の仕事は住民の皆さんの個人情報を多く預

からせていただくということですので、通

常的に、日常的に個人情報の取り扱いとい

うのは、全庁しっかりしていくということ

で取り組んでいきたいというふうに思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほどのパスワードの定期的な変更の件

でございますが、現在は行っていないとい

うことで、人事異動のたびに行っていると

いうことでございますので、今後、人事異

動がない場合の定期的な変更については、

検討してまいるということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  わかりました。ほぼ完璧に対応できると

いうことを確認いたしまして、次の問題に
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行かせていただきます。 

  第４次総合計画についてでありますけど

も、５年ぐらい前にできたと思うんです。

ちょうどことし、中間年になると思います

けども、どうもちょっと疑問がありまして、

その一つは、第２期実施計画は行ったのか

ということを、単純にお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  そのお尋ねは、実施計画を行ったのかと

いうことは、つくったのかということでよ

ろしいでしょうか。 

  この総合計画の実施計画につきましては、

第１期はつくったわけでございますけども、

その後に事業評価を試行的に導入し、こと

しからは本格的に導入しておるわけでござ

いますが、その事業評価におきましては実

施計画よりも、より具体的でかつ効果的な

事業評価を行うというようなことでやって

おりまして、試行的ではございますが、実

施計画のかわりにこの事業評価によりまし

て、総合計画の進捗管理を行ってまいると

いうところで、今、取り組んでいるところ

でございます。 

  したがいまして、実施計画そのものはご

ざいませんが、それにかわる事業評価を活

用していくということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  総合計画ができた当初に、毎年毎年、実

施計画をつくって、実施計画によって総合

計画をまとめていくという話であったと思

うんですけども、途中で変わったんでしょ

うか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  そのとおりでございまして、実施計画を

３年単位でつくりまして、３年単位ではあ

るけども、毎年度毎年度、ローリングをし

ていくということで進めてまいるというこ

とで、３年計画も、１年ずつ１年ずつ見直

すということで取り組んできたわけでござ

いますけども、先ほど申し上げた事業評価

を試行的にやってみようと、今年度から本

格的にやってみようということをしており

ますことから、同じ目的ということではご

ざいませんけども、より事業評価のほうが

効果的といいますか、具体的に評価できる

ということで、実施計画よりも事業評価を

それにかわるものとしてやってみるという

ことで、今は取り組んでいるということで

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  インターネットから、ちょっと拾って見

たんですけども、平成２５年度の評価は挙

がっておるんですけども、平成２６年度は

挙がってないということは、まだやってな

いということでよろしいんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  事業評価につきましては、昨年試行しま

して、ことし本格実施というような形でや

っておるんですけども、ことしにつきまし

ては平成２６年度決算が、今ちょうど上程

中でございますが、この平成２６年度決算

をもとに、事後評価という格好で評価をし

てまいるということで、現在取り組み中で

ございまして、公表には至っておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  普通は計画して評価するもんやと思うん

です、実施計画をやってから。これ、実施

計画をやらんと、評価だけで評価していく

というようなことは、どだい無理な話ちゃ

うかと思うんですけども、その辺どうお考

えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  説明がまずくて申しわけございませんで

した。 

  事業評価につきましては、前の年度であ

りますとか、受注の年度途中の評価をいた

しまして、それをもとに次の計画を練って

いくというシステムで、ＰＤＣＡを繰り返

していくというものでございますけども、

事業評価をすることによって、次の計画を

練るという仕組みとなっておりまして、実

施計画にかわることができるというような

考えでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  続いて総合計画の話ですけども、市街化

調整区域のあり方策定事業というのがあり

ましたけども、どうも１年で終わってるみ

たいな感じなんで、これはもう、１年きり

で完璧に仕上がったんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  市街化調整区域のあり方につきましては、

市街化調整区域の土地利用のあり方ガイド

ラインを作成いたしまして、平成２５年３

月には議会のほうにも説明させていただい

たところでございまして、今現在、第４次

総合計画や都市計画マスタープランでは、

それぞれ一定の条件がそろえば、開発が可

能になるというふうな制度になっておりま

して、ガイドライン自体はでき上がってお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  調整区域の開発が一番大事やと思うんで

す、豊能町の特に東地域は。それ、でき上

がってるのだったらもう公表して、これ民

間の方に公表するわけですわね。それをや

っておりますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  このガイドライン自体、普通には地区計

画ガイドラインと申しておりまして、地区

計画ガイドライン自体、公表しておりまし

て建設課の窓口にも置いておりますが、民

間の方からの提案、地主の方からの提案等、

お待ちはしておりますけれども、今のとこ

ろないということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  その地区計画ですが、町長が得意な分野

ですけども、それは役所のほうからアクシ

ョンを起こすということはできないんでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  地区計画ガイドラインですけれども、な

かなか行政だけでは進めていくのは難しく、

ニーズがやっぱり必要、そういうのをした
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いという方が必要ということになってくる

かと思います。 

  一方、そういう方がおられまして、もし

もそういう話があるようでしたら、行政と

しては積極的に支援して進めていきたいと

思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  いや、これ新名神のインターの開通に向

けて取り組まなあかん問題やと思うんです。

民間というても、地元の人はほとんど知り

ませんよね、これ。大手のディベロッパー

とか、そういう関心の強い人は、よう知っ

てはると思うんですけども、地元の人かて、

やっぱりそんなんやったらこうしたいがな

という人がおると思うんです。そこらをど

うも、受け身状態じゃないかと、役所のほ

うがね。そう思うんですけども、その辺い

かがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  市街化調整区域の話になるんですけれど

も、大阪府のほうが都市計画・地区計画マ

スタープランを策定しておりまして、今後、

市街化区域の拡大は行わないというのが、

大阪府のほうの一つの方針が出ております。

その中で、市街化調整区域の中の整備とか

開発につきまして、なかなか行政のほうが

積極的に進捗を図っていけるというような

性格のものではないと。やはり事業者、個

人の方、土地所有者の方から、提案をお待

ちしているというような状況でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ちょっと弱いと思うんですけども、そし

たら、沿道整備ゾーンがありますわね、東

地域に国道と府道をまたいだようなとこ。

そこはどうなってますか、今。その事業と

しては。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  沿道整備ゾーンにつきましては、無秩序

な開発を抑制するため、景観保全を第一と

したゾーン内における整備に関する、沿道

整備ゾーンガイドラインというものをつく

ると。それとまた、今さっき言いました地

区計画ガイドラインをつくるということで、

２段階による景観の保全をしていこうとい

うのが、総合計画の柱になっております。 

  ただ、大変申しわけございませんが、沿

道整備ゾーンのガイドラインにつきまして

は、まだ現在は策定ができていない状況で

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  冒頭に言いましたけども、もうちょうど

半分なんですね、１０年計画のうちの。そ

れで、これ仕上がっていくんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  沿道整備ゾーンのガイドラインにつきま

しては、確かにまだ、できておらなかった

ということでございますので、早急に策定

していきたいと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  これもう、５年たってますからね。早い

とこせんことにはあかんと思うんですけど

も、いつぐらいまでにそれをつくってスタ
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ートさせていくのか、ちょっとお聞きしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  今、例えば一月後につくりますとか、二

月後につくりますとかという約束はできま

せんけれども、今年度中に何らかの形をつ

くっていきたいと考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  やっぱりこれも、先ほど言いましたけど

も、第二名神のインターができたときの土

地が、土地利用に関して受け皿になると思

うんです、豊能町の産業、また雇用の。こ

れ、早目にしておかんと、インターが開通

してからでは手おくれになると思うんです

わ。物流倉庫もできる可能性もあるやろう

し。そしたら雇用もふえるし、いろんなプ

ラスはありますよね、マイナスもあるかも

わからんけど。これは、早目にしておかん

ことにはあかんと思うので、ぜひとも早く

していただいて、町長がいつも言うたはる、

雇用の促進とか確保とか、そういうふうに

していただきたい思いますんで、よろしく

お願いいたします。 

  次に、福祉の分野もいろいろあるんです

けども、障害者福祉の充実につきまして、

総合計画の中での進捗ぐあいをお聞きいた

します 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  障害者計画は３年計画ということで、総

合計画のもとに平成２４年３月第３期の豊

能町障害者計画、平成２７年３月には第４

期の豊能町障害福祉計画ということで策定

して、進めております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  策定で進めてるけど、最初の基本方針が

ありますわねいろいろ。基本方針にのっと

って、進んでるのかどうかをお聞きしてお

るわけです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  個別の計画のサービスのことをおっしゃ

っておられると思いますが、ニーズに対し

て適切に対応して、目標を達成していって

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、障害者福祉の充実の項

目の中の主要な取り組みの中に、障害のあ

る人の社会参加の促進という項目がありま

すけども、これを読み上げますと「障害の

ある人の社会参加を促進するため、移動支

援事業などの充実を図るとともに、道路交

通機関や公共施設などのバリアフリー化を

進めます。また、障害のある人の生きがい

づくりの観点から、関係機関、団体や大阪

府等とともに連携し、本町の特色を生かし

た仕組みづくりに努めます。」とこうなっ

ておるわけです。 

  バリアフリー化はできたんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  バリアフリー化につきましては、豊能町

だけで取り組むべき、また取り組める事項

もありましょうし、また大阪府下、また広
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域で取り組む事柄もあります。したがいま

して、大阪府にもそのような要望を、広域

で取り組む場合にはしておりますし、豊能

町のほうでも可能な限り、そのような努力

をしているというところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  きのうもこの問題になりました、ときわ

台の駅前の、ときわ台駅の中のバリアフリ

ーも、これまた、いつになるやわからんと

いうような答弁であったと思うんですけど

も、これ、木田部長のほうから何か言わな

いんですか、町長部局に対して。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  先ほど申し上げたように、総合計画のも

と、たくさんの計画がなされておって、そ

の一つとして、障害者計画があると。なの

で、全庁挙げてその計画の内容については

周知しておると、また、職員として知って

おかなければならないと。その上での判断、

総合的な判断がなされているものと、私は

考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  皆さんわかってて当たり前のことですけ

ども、担当部長として高齢者福祉の、なか

なかときわ台の駅も進んでないという現状

がありますわな。やっぱり、担当部局の部

長としまして、これ町長へ言うていくんで

すかな、そういうアクションは起こしてる

んでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○副町長（中井勝次君） 

  行政のそれぞれのセクションの中で、分

掌して仕事をしてるわけです。 

  おっしゃっていただいてますバリアフリ

ーの関係です。 

  これは、部長のほうからも答弁ありまし

たように、全庁挙げて取り組むことだとい

うふうに思います。ただ、その施策の多く

が、物理的な解消を伴うというところです。

もちろん、ソフト面のバリアフリーという

こともあろうかと思いますが、ハード面を

やはり、どうしていくのかということです。

ですから、いろんな計画もしくは財源的な

措置、その辺とあわせて取り組みをさせて

いただきたいと思います。もちろんこれは、

取り組むべき重要性というのは高いという

ふうには思いますが、諸所の状況を勘案し

ながら進めていきたいというふうに思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  私、道路の勾配を変えてとか言うておる

んとちゃうんですよ、何も。前から問題に

なっておりました、皆さんが要望してます、

ときわ台駅の中のバリアフリーぐらい、別

に道路勾配、光風台おりる駅の８％超える

道路を緩くせえなんか言うてないわけです

わ。これ、１０年で取り組むべき課題であ

りますので、もう半分たってもたと。本来

なら、すぐできる話ですわな、これ。能勢

電との兼ね合いもありますやろけどね。こ

れ、町長どない思われますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 
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  先日もお答えさせていただいたんですけ

れども、これにつきましては、まさに今お

っしゃっていただいたように、能勢電の施

設でもありますということ。またこれ、イ

ニシャルコストのみならず、将来これをつ

ければ、ランニングコスト等もかかってく

るということもございますし。今、申しま

したときわ台のエレベーター、これにつき

ましては、必要であるというふうな思いは

ございますけれども、なかなか今現在、費

用面等もございまして、能勢電の施設とい

うこともございまして、進んでいないとい

うのは現状でございます。ただ、進めてい

きたいという思いは持っているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  これは本来、総合計画いうもんですけど

も、これにのっとってやっていくことに決

めたわけですね、副町長。ほんなら、これ

はせなあかんいうことですわね。もう今、

半分たったわけです５年間、１０年計画の

うちの。これ、いっこも進んでないと思う

んです、今。あっちこっち頭に浮かべても。

その辺、副町長、これ責任は前の副町長は

座頭でやったやつです、座長で。今、副町

長、これどない思われますか、今後の取り

組みについて。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  もちろん、私がいただいている役割、責

任ということはございますが、やはり長き

にわたって町の進め方を決めた総合計画、

これはまさにまちづくりの中の一番骨幹、

憲法であるというふうには思います。それ

を、それぞれの状況に応じた進捗を、着実

に進めていくということが、各年度の予算

編成、施策方針ということになってこよう

かと思います。今、御指摘いただいたとこ

ろは、きのうも御答弁させていただいてい

るように、取り組みをずっと進めてきたけ

れども、いろんな要因から今、ぶち当たっ

ているという状況です。だからこれで終わ

るということではなくて、当初の予定どお

り、当初の計画どおり進めていく旨、これ

からも努力を重ねていきたいというふうに

は思っています。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  住民の皆さんも、これに期待してるわけ

です。このような豊能町になったらええな

という。また、このような豊能町にしたい

という計画ですわね。なら、住民の方々は、

なったらええな、なってほしいということ

ですわな。これをやっぱり大事に、これを

ベースに進めていかんとあかんと思うんで

す、全ての事業に対しまして。どうも、遅

いんじゃないかという思いをしております、

ずっと前から。これは町長、進めていきま

すねやな、ちょっとお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、進めてはまいり

たいと思っております。ただ、昨日もお話

ししましたとおり、諸所の問題が今ござい

ますということですので、引き続きは進め

てはまいりたいと思いますけれども、今、

そういった状況にあるということでござい

ます。 

  以上でございます。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ほんならもう、ほんまに期待するしかな

いんですけども。 

  次に行きまして、言いにくいことなんで

すけども、都市計画税の導入というような

ことは考えておられますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  都市計画税につきましては、都市計画法

の都市計画事業、それから土地区画整理法

に基づく土地区画整理事業、これに要する

費用として充てられる目的税ということで

ございまして、大阪府内においては４３市

町村中３６市町が、導入済みというような

ことでございます。 

  本町については、今、導入をしていない

わけでございますけども、今後、もしもと

いうことでございますが、都市計画事業と

か、先ほど申し上げた土地区画整理法に基

づくそういう事業、このようなものを行う

場合には、改めて導入について検討してい

くということが必要でございましょうが、

今は、導入についての考えはございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  このことは余り言いませんけども。 

（発言する者あり） 

  次に行きまして、東地域のデマンドタク

シーについてお聞きいたしますが、私の感

じですけども、ちょっと利用がまだしにく

いんちゃうかと思っております。これは今

後、どのような改善をしていくのか、お聞

きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  デマンドタクシーにつきましては、これ

までも使いにくいという御指摘をいただき

まして、今般、登録制を廃止しまして、そ

れから余野のバス停で、阪急バスと接続す

るようにダイヤも定時制を確保するという

ことで、１日１０往復２０便の運行という

ふうに、改善させていただいたところでご

ざいます。 

  ちなみに、今年度４月から７月、４カ月

間の利用者は３８人おられたということで

ございまして、昨年同期の４月から７月の

４カ月は６人でございまして、それから比

べると、６倍以上に利用者はふえていると

いうことで、利便性は高まったのではない

かというふうには感じておりますが、今後

も、この利用の状況とか運行の形態を見な

がら、あり方、改善等については検討して

まいるというところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  今、余野が出発点となってますわね。き

のうもいろいろ、リレー便の話が大分出ま

したけども、その余野発を中止々呂美発に

するということは無理なんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  デマンドタクシーについては、恐らく一

つの自治体内で完結するものではないかな

というふうに思っておりまして、箕面市域

まで出ていくということはできないのでは

ないかというふうに考えてございますが、

ちょっと調べてみないとわかりません。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そしたら、リレー便にも乗りやすなるわ

けです、東地域のほうから。特に、バスが

２時間に１本しかなくなった地域の住民の

皆さんには、すごい利用しやすいと思う。

ユーベルホールも行きやすなるし、西公民

館にも行きやすくなると、図書館にも行き

やすなると思うわけです。その辺、考えら

れる余地があるようでしたら、考えてもら

いたい。 

  それともう一つは、常駐できないかとい

うことです。予算はかかると思うんですけ

ども、常駐という案は考えられないでしょ

うか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃる常駐というのは、例え

ば役場に常駐とかそういう意味でございま

すか。 

  デマンドタクシーというのは、そもそも

の仕組みでございますけども、予約制とい

うのが基本でございます。ですから、普通

のタクシーのようにいつもいるということ

はないという方式でございまして、予約制

であるからこそ、空で走るとか、待ち時間

だけでお客さんがゼロとかいう無駄なコス

トが発生しないという、非常にコスト面で

有利な、町としての費用負担も少ないとい

うような制度でございまして、常駐という

ことは、デマンドタクシーの考え方の上で

はできないというものです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  予約のことですけども、今、１時間前に

予約せえということになっておると思うん

ですけども、これで間違いないでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  予約の時間については、ちょっと忘れま

した。申しわけございません。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  間違いございません、１時間でございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  １時間を３０分にしたら、もっと利便性

がようなると思うんです。例えば、池田発

で牧へ行く方が、池田から希望ケ丘行きの

バス、あれは１時間に１本出てますんでち

ょうど。希望ケ丘行きのバスに乗ってこら

れた方が余野でおりて、デマンドタクシー

を利用して、牧、寺田のほうへ行くと、帰

られるということです。１時間前はちょっ

となかなか人間、予測もできへんと。池田

でバスに乗る際に、予約入れたら３０分前

に。余野までは４０分かかりますかな。そ

うしたら、もっと楽になると思うんです。

利用者もふえるんじゃないかと思うんです

けども、それを考える余地はないんでしょ

うか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げたとおり、今後も、改

善とかあり方については検討してまいると

いうことでございまして、今、おっしゃっ



 

 3－15 

たことも含めて検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  東地域にとっては、ほんまに大事な足な

んです、これは。ほんまに、ええふうにし

ていただきますようにお願いをいたしまし

て、次へ行きますけども、４番目ですけど

も、単純にお聞きしますけども、エレベー

ターは設置しませんか。 

（発言する者あり） 

○７番（岩城重義君） 

  光風台駅前のバリアフリー化についてで

ございまして、エレベーターは設置しませ

んか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  光風台の駅の中には、既にエレベーター

がありまして、駅前につきましては、今の

ところは、先日もお話ししましたように、

エスカレーターの大規模修繕ということで

考えております。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  別に私、エスカレーターのこと聞いてお

るんちゃいますねん。エレベーターは設置

しませんかという単純な問いでございまし

て、単純にお答えいただいたらええと思い

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今のところは、設置は考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、先ほどの総合計画、第

４次総合計画に障害者福祉の充実に努める

となっておるわけですよね、木田部長の分

野ですけども。これに反することになりま

せんか、これ。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  合理的配慮という言葉が、以前にも御質

問があって、そのような配慮をしなければ

ならないという、市町村には義務があると。

その義務を踏まえた上で、前にもお答えい

たしましたが、町としては総合判断された

ものというふうにお答えしたところでござ

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  担当部長としまして、がんがん押してい

かなあかんのちゃいますの。町長にお願い

するとか、わからんけどね。それはやっぱ

り、障害者福祉の担当の部長ですから町長

に、してえなと言うべきもんやと思うんで

すけども、これは言えない状態なんでしょ

うか。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

  静粛に願います。 

○副町長（中井勝次君） 
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  それぞれの所管で、責任を持って業務の

遂行をしてもらっていると。その中で、今、

議員御指摘のようなことというのは、我々

のほうで受けとめる話かなというふうに思

っております。それは受けとめた上でです

が、いわゆる総合的な判断ということにな

ろうかと思います。そのことを、何も無視

をしている、そのことを視野に入れていな

いということではございませんが、先ほど

町長のほうから答弁いたしましたように、

今、目下のところはそういう方向にはない

ということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  私、去年に指摘したんですけども、俗に

言う障害者三法ですね、これにはもう抵触

しないということで行くわけですね、副町

長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  障害者三法、これの解釈と運用というこ

とになると思います。当然、議員が御指摘

のように、ここは法の趣旨にのっとって、

これから行政施策を進めていくと、これは

もう間違いのないところです。ところが、

先ほども申し上げましたように、大阪府の

ほうでもそういう見解を持っているかと思

いますけれども、やはり、物理的なところ

に関する解消方法というのは、そこを目指

しながらも、それぞれの自治体の中におか

れた状況の中で進めていくというふうにさ

れているところですので、間違いなく、目

指すところは議員御指摘のところだと思い

ます。それを、いつどのような形でやって

いくのかというのは、それぞれの状況に応

じて進めていくべきものかなというふうに

思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そんなに難しい話とちゃうんです。障害

者三法に違反してないということでよろし

いんでしょうか、豊能町は。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  どのようにお答えをすべきでしょうか。 

  法側に書かれていることと、合致してい

るかどうかというところだけを見ると、そ

れは適切な状況でないということが言える

のだと思います。ただ、法が目指すものと

いうところが、瞬時にして、それが可能に

ならしめるかというようなところまでは、

法の規定にはないと思います。ですから、

我々行政体として、そこを目指していくん

だというところで、すぐさま、今の状況が

違法な状況と、これも言えないのじゃない

かというふうに思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  町長もそういうお考えで、この障害者三

法には抵触しないというお考えでおられる

わけですか。豊能町の首長として、お聞き

いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  抵触はしないというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  確認がとれましたんで、次に行きますけ

ども、町長は最初、就任されたころに、職

員の評価基準を、日本一の評価基準をつく

るんやというお話しされてましたけども、

新たな評価基準はできたんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  豊能町の勤務評定制度につきましては、

平成１９年度に本格実施をいたしまして、

もう数年たっております。その間、数々改

善をしてまいりまして、最近では組織目標

というものを、平成２５年度から導入いた

しました。それからまた平成２６年度から

は、これは勤務評定とは関係ございません

けども、職員表彰制度を導入するなど、

年々改善をしてきたというところでござい

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それがもう、日本一ということでなって

るわけですね。町長ちょっと、日本一かど

うかお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  日本一という発言は、私はちょっと覚え

はないんですけれども、ただ、よりよいも

のはつくっていきたいという思いは、当然

ながら持っております。ただ、人事の評価、

こういうのは非常に難しいということも一

つでございますけれども、今、できるとこ

ろから少しずつやってまいってるというと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  時間の都合で、余り押していけないんで

すけども、次に行きますけども、町長が就

任当時、各課、各部署へ回って適正人員の

把握をするんやと、これは言うてはりまし

たんで、これはもう把握されて、適正人員

は何人かということをお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  一応、各課に回らせていただいて、確か

に当時、適正人員をということも把握でき

るのではないかなという思いも持ちながら、

回っておりましたけれども、なかなかやは

り、それぞれの職場でそれぞれ違う仕事も

されておられるということがありまして、

把握という点で言うと、満足にはちょっと

できなかったというのが正直なところでご

ざいます。ただ、要は人員につきましては、

財政健全化推進プランの中でお示ししてい

るような形で、今現在、進めているという

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  正直に言われたんで、これ以上言えませ

んので、私の質問はこれで終わらせていた

だきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、橋本謙司議員を指名いたします。 

  橋本謙司議員。 
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○４番（橋本謙司君） 

  ４番・イノベーションとよのの橋本です。 

  冷静に質問したいと思いますので、理事

者の皆さんには、はっきりとわかりやすい、

前向きな答弁をよろしくお願いしたいと思

います。 

  まず、一般質問の冒頭に当たりまして、

理事者の皆さんにお願いをしたいと思いま

す。 

  昨日、また先ほどの一般質問の答弁をお

聞きさせていただいて、情熱、創意工夫、

スピード感、全く感じません。残念と言う

よりもむなしいなと、議員個人としては感

じてます。やっぱり、一般質問をしのぐと

いうスタンスではなくて、町のためにしっ

かりと議論するというスタンスで、理事者

の皆さんにはぜひとも臨んでいただきたい

というふうに、お願いしたいと思います。 

  次に、町長にですけども、町長には重み

のある発言、しっかりとした説明というこ

とを、ぜひともお願いしたいなと思います。 

  至近でも、これはよかったことですけど

も、豊能郡内で処理をすると、マスコミに

発表もしてこられたダイオキシンの汚染物

の問題については、急転直下で外部処理に

なった。喜ばしいことですが、もう一つ何

かよくわからん、説明も乏しかったんでは

ないか。また、６月議会には白紙に戻すと

いうように説明されながらも、今回９月議

会には、更新に向けて予算を計上されてい

る、光風台駅前のエスカレーターの更新の

問題。また、ごみの減量化ができれば、有

料化しないと言いながらも、平成２８年度

から有料化の方針案を提示されてきた、家

庭用のごみ有料化の問題等々、本当に、こ

んなことでトップの発言でええんかという

ふうに感じてますし、信頼関係というのは

もうないなと、僕自身は感じてます。 

  やっぱり方針転換というのは、僕は否定

しません。朝令暮改というのもあって、い

いのかわかれへん。ただ、やっぱりそのと

きは、住民への説明はしっかりとせなあか

ん。今、現状は、それが著しく欠けてるよ

うに感じてます。これは、議会に対しても

同様だと思ってます。そのあたりしっかり

と、御自身の発言にはしっかりと責任を持

って、対応いただきたいということを申し

上げて、一般質問に移りたいと思います。 

  まずは、教育関係についてお聞きしたい

と思います。 

  先般、８月６日の小中一貫教育等充実検

討委員会の中で、今後の小中一貫教育に関

する方向性が示されました。これについて

の概要について、お聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  失礼します。 

  まず、平成２２年度にいただきました答

申をもとに、教育委員会で、平成２５年度

に今後、どのようにしていくべきかという

議論をされました。その教育委員会の出さ

れました方向性を、今回８月６日、保護者

代表の方も含めまして、学校関係者に説明

させていただいて、この教育委員会の方向

性について、どのように思われますかとい

う御意見をいただくために、委員会を開催

しました。その中で、課題として３点挙げ

ましたのが、児童生徒数の減少です。もう

１点が、それに伴う学校、特に小学校です

が小規模化です。３点目ですが、教育のよ

り充実のために、保幼小中の連携の重要性

という３点を、課題として挙げさせていた

だきました。その中で、教育委員会として

方向を出させていただいたのは、クラスが

えが可能な学校規模ということです。今、

小学校などで単学級、中学校は東地区で単
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学級という状況の中で、複数の学級で子供

たちの人間関係をよりよくできないか、い

ろんな経験をさせてあげたいという思いが

一つです。ただし、東と西という文化の違

いと、距離の離れてることがありますので、

それぞれに、中学校区を設置したいという

思いの方向です。もう１点が、先ほど言い

ました、保幼小中の連携というとこで、内

容面・カリキュラム面での統一感の連携を

進めるということの２点を、方向として出

させていただきました。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ありがとうございます。 

  この中で、東地区西地区には中学校区を

維持することが必要やというようなこと、

あと、幼児保育教育と学校教育の連携、一

貫したカリキュラムが必要であると。あと、

西地区においては、小学校の再編の検討が

必要であるというようなことが盛り込まれ

ていたと思います。その中で、東について

は１小１中なんで、特に問題ないかなと思

うんですが、西地区については、今、３小

１中ですので小学校の再編等々について、

どのようなスケジュール観で考えておられ

るのかお聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  現在、考えておりますところは、今年度

の小中一貫の委員会の御意見をいただきま

して、方向性を確たるものとした上で、経

過を考えたいと考えておりますが、もし、

再編ということになりますと、他市町の状

況を見ますと５年とか６年とかかかってお

りますので、スケジュール観としては、そ

ういうふうな他市町の状況はございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、言いたかったのは、スケジュール

観というのはやっぱり持っていただきたい。

子供の人口が減ってくるということも、今、

わかってる話やし。ただ、救いなんは、過

去の実績を見ても、例えば６年前に生まれ

た子が七、八十人だったのが、今、小学校

の人数を見ると、倍とは言わんけども近く

までなってる。それは、生まれた子以上に

入ってきてるということやと思うんです。

多分、その辺も加味しながら、きっと検討

はしていかなあかん。その辺はやっぱり、

しっかりと頭に入れた上で、やっていただ

きたいなと思ってます。そうなったときに、

小学校の再編、これはするかせんかという

ことも含めて、今後の方向性ということで

すけども、やっぱりするとなったときには、

跡地の利用というのも、これは視野に入れ

て検討せなあかんというふうに思いますけ

ども、そのあたりどのようにお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  教育委員会としましては、子供たちの教

育の充実、さらには生涯学習の充実という

点で、跡地の利用を検討したいと思ってお

りますが、町全体で見ますと、まちづくり

のビジョンというのが必要かなと思います

ので、教育委員会としての考えを、町部局

と検討しながら考えていきたいと思ってお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこの辺、まちづくりの一つ、ま
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た、町の活性化の一つでもあると思うので、

そのあたりも含めて、もし再編となったと

きには、あわせてしっかりと議論しながら

進めていただきたいなと思います。 

  今議会にも、吉川小学校の耐震の予算が

計上されてます。やっぱり子供の安全とい

うのは第一、これ言うことは当然なんやけ

ども、ただ、財政の視点というのもあるは

ずなんで、今、おっしゃっていただいたよ

うに、今年度方向性を出すのに、もう先に

耐震をするということがいいのかどうか。

これについては、また詳細は、私も常任委

員会の委員ですので、議論させていただき

たいというように思いますけども、１点、

先ほど申し上げた、この方向性が示されま

したけども、この中で、私自身も議員にな

ったときから、もともと言わせてもらって

ましたけど、やっぱり中学校の部活動とい

うのが、特に、東についてはもう今、野球

部もサッカー部もなくなったような状況に

なってて、団体スポーツができない。これ

は確かに、子供たちが減ってきてるから仕

方ないという考え方もあるし、逆に、子供

たちのニーズが少なくなってきたのかもわ

からん。ただ、これ東に１、西に１を継続

するという前提であれば、多分、東の子ら

は団体競技はできへんという前提の中で、

これは進んでいくと思うんですよね。そう

なったときに、うちも保護者と話ししたこ

とありますけど、多分、保護者が協力する

のか教育委員会が手を差し伸べるのか町が

差し伸べるかは別にして、東と西の合同ク

ラブみたいなことも、過疎地みたいなとこ

ではやってる例も多々あります。そういう

ようなことも、ほんまは検討していくべき

違うかなというようには思ってるんですけ

ども、そのあたりどうお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今回の設置しました委員会の中で、そう

いう御意見が、当然出るかなと考えており

ます。ですから、ハード面等についての工

夫だけではなくソフト面ですね、今、言わ

れたような合同でするとか、また新たな方

法を考えるなり、全国でいろんなことされ

ておりますので、そういうことを研究しな

がら、子供の教育が充実するようには考え

てまいりたいと思います。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこれ、子供たち、確かに勉強も

大事やと思います。北野に行くことも大事

かもわかれへん。それ以上に、社会に出て

役立つこととか大事なことって、そういう

団体競技、個人競技でもそう。やっぱり、

そういう文化活動に一生懸命取り組むとい

うことは、多分、若いうちしかできへん。

その中で培われることは、多分、多々ある

と思うんですよね。やっぱり、そういうよ

うなことを経験して社会に出て、活躍して

もらうというような観点を忘れてほしくな

いなと思うので、そのあたり、別に勉強が

できる子も大事やけど、それ以外のところ

も、やっぱりしっかりと養えるような、人

として通用するような人材育成、教育がで

きるようなことを、ぜひとも教育委員会と

しては力を入れていただきたいなと思いま

すので、よろしくお願いします。 

  そうしましたら、次の質問に移りたいと

思います。 

  次に、ユーべルホールについてお聞きし

ます。 

  ユーべルホールについては、設備の大規

模改修等を見送りながら、現在も継続して
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運営を続けていただいてます。その中で、

もともと、収支含めて事業性は相当厳しい

というふうに聞いてますけども、収益向上

に向けた事業運営等々、どのように取り組

まれてるのかお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今、言われました収支の面につきまして

は、赤字運営になっております。いわゆる

管理料が4,０００万円ほどかかりまして、

業費には６００万円程度ということで、4,

５００万円程度かけているんですけども、

収入につきましては1,０００万円程度とい

うことで、3,５００万円程度の赤字になっ

ております。その中で、館長を配置するな

どしまして、一昨年度から比べますと、昨

年度は自主事業が若干増加しました。使用

率につきましては、リハーサルホールの使

用等がふえている、また、ロビーホールの

実施が継続されている等のところで、全体

としては、事業数としてはふえてきている

かな、それから貸し館業務が、とても利用

が高いということがあります。ただ、財政

的なところでは、収支は赤字になっており

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  事業運営、事業性が乏しいということは、

十分、百も承知です。確かにその中で、そ

の文化活動等々、どう考えていくかという

こともあって、そこにどう投資するのか、

そこは町部局の考え方もあるのかもわかり

ません。ただ、きのうの管野議員が御提案

されてた件とかいうふうなこと、僕はあっ

たと思いますけども、今現状、町の姿勢が

受け身の姿勢なんではないかなと。これは

別に、教育委員会だけじゃなくて、きのう

からの答弁聞いてたら、ほとんどがそうか

なと思うんですけども。やっぱりそうじゃ

なくて、みずからが創意工夫しながら広報

なり営業、そういうような活動をしっかり

としていくということがないと、何ぼ館長

を置いたから、事業がちょっとふえたから

というても、なら集客がどうやねんという

ことになると思うので、やっぱりその辺、

せっかくやるんやったらもっともっと、今、

現状の体制では厳しいのかもわからへんけ

ども、やっぱりそういうような広報活動な

り営業活動というのは行き過ぎかもわから

んけども、ということがないとだめなんじ

ゃないかな。やっぱり、日本全国でも確か

に、このホール運営というのは難しいとい

うのは十分わかってますけど、やっぱり成

功してるとこなんかはそれこそもう、職員

一人一人がまちを出歩いて、チケット売っ

てるとかいうようなことを、この間、報道

でもやってましたよ。その辺の、僕は姿勢

にあるんじゃないかなと。体制もあるかも

わからへんけども、そのあたりどうお考え

ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  昨日の、管野議員の最後にありましたよ

うに、文化振興という責務も教育委員会と

して、どう考えてるんだということだと思

います。今後、今、いただきました御意見

をもとに、また振興が図れるように努めて

まいりたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  昨日もありましたけど、やっぱり入場者

数が少ないというような原因は、多分、広
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報不足なのか、そもそも興味がないんか、

どっちかやと思うんですよね。もう、人が

少ないからやめるという考えも、確かにあ

るのかもわからへんけども、これはそうい

う観点、伝統文化というか文化活動という

のは、そういうもんじゃないのかなという

気はしますけど、やっぱりその辺、特にユ

ーべルの存続については、相当な署名が集

まって、残してくれという要望もあった。

そういうようなことを踏まえても、やっぱ

りそこら辺もうちょっと、どこに要因があ

るのか、そもそも住民の意識に問題がある

のか、そもそも知らない方が多いのか。私

たちは、広報なりしてもうてるのは十分わ

かってますけど、やっぱりもうちょっと、

その辺のやり方等々を、工夫していかれる

ほうがいいのではないかというふうに思い

ますので、確かに今、人の少ない中ですの

でしんどいと思いますけども、その体制の

あり方一つとっても、やっぱりそこは逆に、

人がいないからできない、やったらその人

をどうつくるか集めるか、それは職員がい

いのか、住民に手伝ってもらうのがいいの

か等々も、やっぱりしっかりと考えながら、

体制をつくっていくべきやというふうに思

いますので、そのあたりについてはしっか

りと検討いただきたいと思います。 

  それと先般、６月議会に私から御提案さ

せていただきましたけども、ユーべルホー

ルの運営に対する寄附金制度みたいなこと

を創設してはどうかということで、御提案

させてもらいましたけども、その後の検討

状況はいかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  貴重な御提案いただきましたので、その

点につきましては、庁内の会議で提案させ

ていただきました。ただ、そのとき御提案

いただきましたユーべルホールの運営につ

いてということで、こちらもそれはいいな

ということで挙げさせていただいたんです

が、庁の中では、ほかの寄附金の項目とな

かなか合わないと、ほかの寄附金の項目が

大きな枠の中に、一つだけ細かいと。一つ

は、事業をイベントを特化して決めた方法

が一つあるのかなと。それは今後、そうい

う事業を企画したときには考えていきたい

のが一つと、もう一つは今、文化とかスポ

ーツとかという大きな枠にちょっと広げさ

せていただいて、ふるさと納税の枠の中に

入れられないかということで、今、実施に

向けて検討を進めているところでございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  確かに検討事項等々あるかもわからへん

けど、ただ、市町村を見ても、例えば地元

のプロバスケットチームを応援する寄附金

が、ふるさと納税の中に入ってたりとか、

例えば大阪市なんかでも、ああやって橋下

さんが助成を切ると言うたときに、そうい

うふうな伝統文化に対する寄附金を募った

りとかということもやってますよ。やっぱ

りそれって、多分ほかでもやってることな

んやから、多分できないことってないと思

うんですよね。 

（発言する者あり） 

○４番（橋本謙司君） 

  ああそうや、ええこと言うてくれた。そ

う、高山右近なんてすっとやらはったんで

すよ。そんなこと言うたら怒られるけど、

何で、高山右近ができてユーベルができな

いのかとかね。確かに、スポーツ、文化、

広げていただくのはそれはありがたいこと

ですよ。けど、今こと、特にユーべルホー
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ルは運営をしながら、もう設備改修すらも

ままならん状況でずっと来てるんですよ。

だからこそ、その費用をちょっとでも捻出

するために、あんだけの存続希望の署名が

集まったんだから、その方々たちもそれぐ

らいの、例えば年間１万円なのか5,０００

円なのかわからんけども、それぐらいの寄

附、何とかお願いできませんかと。何千人

と集まったら、それだけで何千万ですよ。

それだけで、何かが改修できたりとか、も

うちょっとそこに力入れられたりとか、体

制強化したりとかいうようにできると思い

ますけども、僕は、そこはやる気やと思う

んですけども。今、町部局含めて考えてい

ただいてるということですけども、そのあ

たり、いつごろまでに御検討いただけます

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ちょうど今、ふるさと寄附のリニューア

ルを考えておりまして、１０月ぐらいには

リニューアルをしたいなということで取り

組んでおりまして、先ほど、教育次長おっ

しゃったことも、そのうちの一つとして考

えているということでございます。ただ、

高山右近の没後４００年記念の石像にとい

うような寄附がございましたけども、あれ

は実行委員会もつくられて、本当に実行委

員会の方々が努力をなさって、みずから足

を運んで寄附を募っていかれたと。それを、

町が受け皿となったというようなことでご

ざいまして、このユーべルホールの枠を仮

につくって、それに単体でということにな

ると、そういうやっぱり呼びかけというの

が、非常に大事であろうなというふうに思

いますし、また、高山右近の石像について

は、特産品プレゼントなしで、何百万円も

集まったというようなことでございます。

基本的に、ふるさと寄附というのは、特産

品プレゼントありということでございまし

て、対象者は町外の方が非常に多ございま

して、町内の方の寄附はほとんどないとい

うのが実態でございまして、仮にユーべル

ホールに特化をしたところで、これは私の

個人的な意見ですが、ユーべルホールに特

化したところで、町外の方々が、ユーべル

ホールにということで寄附をなさるという

ことは、少ないのではないかというふうに

思っておりまして、先ほど言うたように、

文化、スポーツという、大きな枠のほうが

いいんではないかという検討をしていると

いうことでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱり、どれぐらいの労力かかるかと

いうのもあると思いますけども、そこは仮

に、あんまり、いやもう町外はないでとか、

これは僕ら住民たちの町内の施設やから、

町内の方が率先してやってもらえるような、

それこそ愛着も持ってもらってやっていか

なあかんと思うんですよ。そこは仮に、そ

れがどういう拡大をされるかわからへんけ

ども、ふえていっても多分一緒。その中で

やっぱりしっかりと、例えばその高山右近

の寄附金については、ふるさと納税のプレ

ゼントはなかった。別にこれ、なくてもい

いと思うんですよね、逆に言うたら。町の

団体を支援する場合は。そういうようなこ

とも含めて、いろんなことを考えていただ

かなあかん、それは行政のやることなんで

あるかもわからんけども、やっぱりそこは、

あんまり二の足を踏むんじゃなくて、どん

どんどんどん、できるもんをやっていくと

いうふうに、ぜひともやっていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

  次の質問に移りたいと思います。 
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  財政健全化推進プランで、当初の計画で

は平成２７年度より実施の予定であったも

のが、平成２８年度へ先送りした事業とい

うのが、多々あると思います。これについ

て、前回、私の質問では、しっかりとその

進捗管理も含めてやっていきたいというよ

うなことで、おっしゃっていただきました。

もう今、これ平成２７年度についても、も

う上期があとちょっとで終わろうとするよ

うなタイミングに来てますけども、残り半

年で、平成２８年度から実施すると言うて

いただいてるものについては、しっかりと

できるような進捗で進んでいるのか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  前回の議会で、おっしゃるとおりお叱り

も受けましたし、これからしっかりやって

いきますという答弁もさせていただきまし

た。全体の事業の進捗の管理計画、管理表

というものもつくりまして、今現在は、し

っかり進捗管理をしておりまして、１年先

送りになった分につきましても、今年度中

に形にしていくと、来年度には反映できる

というような進め方をしておるところでご

ざいます。ただ、その中でも、きのうも答

弁いたしましたが、駐車場の有料化と遊休

地の売却、この２点については当面見送り

ということで、来年度に１年先送りをいた

しましたが、今は、実施をしない方向でご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  しっかり進捗管理もしていただけるとい

うことなんで、そこは信用するしかありま

せんけども、やっぱりこれ、今、御報告あ

ったような、例えば駐車場の有料化、遊休

地の話。例えばきのうの一般質問で出た、

ときわ台の駅前開発の話。これ町の、ある

程度こういう方針を掲げられた。しかも、

ときわ台の駅前なんかは、あれ、わざわざ

おくらせて、ああいう立地適正化計画をつ

くって申請すると言うてたにもかかわらず、

それがあかんようになったというのが、一

般質問で初めてわかるみたいな状況という

のは、僕は、どうなんかなと思うんですよ

ね。例えば今の、健全化推進プランの駐車

場の有料化とか遊休地の話。これについて

も、一般質問で初めてわかった。これ聞か

んと出てこないのはどういうことなんと。

しかも、これ町が大々的に挙げたプランの

額なり効果というのは、僕は、全然こんな

ん意味ないなと思うやつも多々ありますけ

ど、挙げた以上はやり切るという覚悟でや

らなあかん。もし、それがあかんのやった

ら、そこはしっかりと説明して、こういう

ことになりましたということが、信頼関係

の僕は一つやと思うんですよね。冒頭、僕

が申し上げたように、信頼関係はもうない

と言いましたけども、それはそういうこと

の積み重ね、この３年間がずっとあったか

ら、そういうことになってしまったという

ふうに感じてますけども、そのあたりどう

いうようにお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  １年先送りになった分につきましては、

相手がある話もございましたし、一方では、

我々の内部での進捗管理が不十分であった

というようなさまざまな要因があって、先

延ばしになったというようなことでござい

ました。今、申し上げた、取りやめますと

いうことにつきましては、３月議会での議
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会の附帯決議を重く受けとめて、そのよう

な判断をしたものでございまして、またと

きわ台につきましては、質問があってから、

初めて申し上げたわけでございますけども、

まだ現在、能勢電との協議中であったこと

から、議会への御報告がおくれたという面

はあるかもわかりませんが、一般質問にお

いては、現状をそのまま御答弁申し上げる

ということで、昨日、申し上げたわけでご

ざいまして、その点は、御容赦を願いたい

というふうに思います。今後とも、議会に、

情報提供といいますか報告は、適時適時に

行ってまいりたいというふうに思っており

ます。よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  そういうような情報の提供、しっかりと

した説明、先ほども申し上げたけども、方

針転換はあかんと言いませんよ。昨今、こ

ういう社会情勢含めてどんどん変わってく

る時代、別に変わることに対してどうこう

言うつもりはありませんけど、そこは、変

わったら変わったで、しっかりと即座に報

告する。場合によったら、それは事前の相

談もいいと思いますよ。そういうようなこ

とが、今ないということ自体が異常やなと

思いますし、そこは逆に、いつも出てます

けど議会議員がなめられてるのかもわから

へん。そこはもう逆に、議員として、私一

個人はやっぱりしっかりとそこら辺は、肝

に銘じなあかんなというように思ってます

けども、そのあたり、町長はどうお考えで

すか。これずっといつも、全協や何やかん

やのたんびにこういうのが出ますけども、

それをどうお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ２点ほどあったのかなと。一つは方針が

変わってると。これにつきましては、私と

いたしましてはやはり、そのときそのとき

でベストなものを選んでいきたい。間違っ

てるとわかった時点では、これはすぐに、

やっぱり変えていくということは必要だと

いうことで、変えさせていただいたという

ことが１点ございます。それともう一つ、

報告の話でございます。こちらにつきまし

ても、いろいろ御指摘ございまして、これ

まで随時報告してきたつもりではおったん

ですけれども、まだまだ足りないというよ

うなお話でございますので、今後もそうい

ったことがないように努めてまいりたいと

いうように思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  僕が言ってるのは、方針を変えられたこ

とは別に否定はしません。それはそれでい

いじゃないですか。ただ、今、してきたつ

もりであったけどもと言いましたけど、揚

げ足取るわけちゃいますで。ただ、僕がさ

っき申し上げたような、きのうの議会で初

めて知ったような、例えば議会の意向を踏

んでくれたというのはありがたいですよ。

例えば駐車場の有料化のをやめるとか、遊

休地の売却をやめるとか、例えばときわ台

の駅前の開発がちょっとしんどくなってる

というふうなことは、本来もっと早く情報

提供すべきではなかったかと。それは、し

てきたつもりではなくて、例えばその３点

について、本来もっと早くすべきではなか

ったですか。それについてお聞きしたいと

思います。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  確かに、一般質問でいただいて、回答さ

せていただいたということはございました。

それと、能勢電につきましては、今、難し

い状況になってるという中でも、まだ能勢

電とも話してるというような状況の中で、

どういったタイミングでお話しするかとい

うことも苦慮してたということもありまし

て、今回、御質問いただいたからさせてい

ただいたということもございます。ですの

で、私どものちょっと認識が違ってたとい

う面もあったのかもしれないです。こうい

った議会ごとに、３カ月ごとに議会があり

まして、その中で、一般質問等でお答えし

ていくということも、一つの情報提供かと

いうふうにもちょっと、認識していたとこ

ろもございましたので、今後は、ちょっと

そのあたりについて、もう少し考え方を改

めて検討してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  というのが、これたまたま一般質問で出

たからいいけども、これ誰も質問してなか

ったら誰もわからへん。そこは議員の責任

かもわかりませんよ。議員が、もっともっ

と細かくチェックをしていくべきところが

あれば、そこは問題ない。たまたま今回も、

皆さんがしてくれはったから、それがわか

ったということやけども、そこは逆に聞か

なくても、そういうようなことの説明も、

やっぱりしてもらえるという細かな気遣い

ということは、忘れないでやっていただき

たいというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  財政健全化の観点からいうと、確かにこ

の推進プランを挙げてもうてますけど、や

っぱり効果額が１００万円とか２００万円

とか、そんなことが多々あります。自転車

の駐車場、俗に言う駐輪場については、無

料化はすぐにできるんちゃうかというふう

に思いますし、過去、行政のほうからも駐

車場の有料化の議案が出てきたときに、結

果は否決になりましたけど、その否決した

ときにもさまざまな意見があって、無料化

にしたらどうやというふうな御意見も、

多々あったと思うんですが、そのあたりに

ついて、今現状を、どのように進めておら

れるか。また、利用状況はということで通

告書を出してましたけども、これ決算書で

わかりました。延べ台数でいくと、年間３

カ所の駐車場で約１万1,５００台ぐらいな

のかなというように思うんですけど、これ、

実台数でいくと何台なのかというのをお聞

きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  駐輪場の実台数でございます。 

  定期と一時預かりとございますが、それ

ぞれ合計で申し上げますと、まずバイクは

光風台で1,０６０台、ときわ台で1,６７４

台、妙見口で1,５３８台ということでござ

います。 

（発言する者あり） 

○副町長（中井勝次君） 

  １年間です。 

  自転車のほうが合計で、光風台が1,１８

９台、ときわ台が1,３５４台、妙見口が４

０３台とこういう数字です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 
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  これ、決算書に載ってたやつでいくと、

全部足したら１万1,０００台ぐらいになっ

たんですよね。これ、延べですよきっと、

この台数は。単純に、例えば２００日で割

っても、１日あたり５０台ぐらいのはずな

んです。大体それぐらいに近い台数かなと。

例えば年間でこんだけの台数、延べではと

まってると思いますけど、実台数でいった

らこんなにないと思いますよ。光風台の駅

前の駐輪場を見ても、実質３０台もなかっ

たですけども。これが実台数なのか、もう

一遍ちょっと、答弁なり調査いただけませ

んか。きっと違うと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時５４分 休憩） 

（午前１０時５５分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  そしたら、駐車台数、実台数については

また後ほどということで。自転車駐車場の

管理運営費と収入についてお聞きしたいと

思いますけども、決算書で見ると、管理費

が約１４７万円、運営費が1,１７８万円、

計約1,３１５万円、収入は約１２４万円と

いうふうに思いますけども、間違いないか

だけ、まず、お聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  今、おっしゃったとおりでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、やっぱりそれで考えると、実際、

収入１２４万円しかないのに、支出は1,３

１５万円ある。それでいくと、約1,２００

万円弱ぐらいの赤字が、ずっとこのまま続

いていくというように思うんですよね。 

（発言する者あり） 

○４番（橋本謙司君） 

  済んません。約1,０００万円ぐらいの赤

字があるというようなことを考えると、も

ともと、例の有料化の提案をされたときに、

やっぱりこれは無料化すべきちゃうかと。

管理運営費も削って無料化すべきというふ

うな意見が多々あったと思いますし、やっ

ぱりそうすべきやというふうに思いますけ

ども、無料化されてはいかがですか。どの

ようにお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  今おっしゃっていただいたのは、サービ

ス券で無料化をするということやなくて、

無料化をするタイミングで、運営的な見直

しをあわせてするということでの御提案か

というふうに思います。それは、それぞれ

３カ所ございますが、３カ所の運営状況な

り形態に、少しの違いがございますので、

一律的に、こうしていきますということで

はないかなというふうに思います。特に、

以前からこれは御説明もしているところか

とは思いますけれども、それぞれの駐輪場

の箇所的な課題で、一番は、ときわ台の地

下の見守りですね、安全対策をどうするの

かというところで、なかなか無人化しにく

いということがございました。先ほど、御

指摘ありました、ときわ台のバリアフリー

化。駅前のトータルな整備というところの

中で、これは実は、位置づけてたわけです

けれども、そこが今、少し足踏みをしてお

りますので、その中であわせて考えていく

ことかなというふうに思います。それと、
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光風台に関しましては、今、あわせわざと

いうことで、エスカレーターの監視業務と

あわせております。ですので、これ、なか

なか切り離して考えにくいなというのが、

今の実情です。ですので、おっしゃってい

ただいてるのは、そのことを真剣に考えて

いかないといけないということと、あわせ

て、その周りの状況と総合的に検討させて

いただけたらというふうには思っておりま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、何で台数がと言うたかというと、

第２駐車場で補えないのかという話に持っ

ていこうと思ったんです。第２駐車場で補

えるんやったら、わざわざ地下の管理も要

らない。それなら、ときわ台はそれはクリ

アされる。例えば妙見はそのままでいける。

あと光風台、ここに持っていきたかったん

ですけどね。光風台は、さっき言うように、

エスカレーターの監視があるから、も含め

て、仮りにこれ、無人化はまずできない、

あそこは。無料化はできたとしても、結局

人を置かなあかん。ほんなんやったらみた

いなことになってへんのかなと。だから、

結局この駐車場の無料化というのは、その

エスカレーターに起因しているんじゃない

のと。こんなエスカレーターじゃなくて、

我々の提案してるエレベーターにしたら人

も要らんし、この費用も減る。それと、相

当な管理運営費というのも浮くと思うんで

すけど。これは、エスカレーターの管理と

自転車駐車場の無料化・無人化ということ

は、リンクしてるかしてないかについてお

聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  リンクしてないかということですが、こ

れは当然、リンクしていることです。先ほ

ども申し上げましたように、トータルで考

えていくことかというふうに思います。 

  それともう１点は、先ほどちょっと台数、

今、計算してますが、私が申し上げた延べ

の台数のほうでいきますと、実は、ときわ

台も妙見口もバイクは減少の傾向にあるん

ですが、自転車がかなりの率で増加してい

るという状況がございます。町の中で、や

っぱりよく見かけるのは、自転車の電動が

ございますが、あれがやはり、とまってる

台数がふえていると、そういう要因もござ

いますし、ときわ台が、その延べ台数でい

いますと、対前年度で１７４％というぐら

い大幅な伸びをしています。これも、正確

に調査ができてるわけではありませんが、

恐らく、森町から最寄り駅ということで電

動自転車で来られてる方も多くなったんじ

ゃないかと。そういうふうなことを、今後

の予測もしながら、無料化なり整備なりと

いうことは、ちょっと考えさせていただき

たいなというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりその辺、これ第２駐車場で補え

るかどうかということも含めて、以前、平

井元議員が現職のころは、よく質問されて

ました。その辺はやっぱり、しっかりと見

ながら、どうすべきかというのを考えてい

ただきたいと思うし、逆にそれを無人化、

仮に光風台でだけができへんのやったら、

それは仮に置いてたとしても、ときわ台が

どうか、仮に第２駐車場でいけるんやった

ら、例えば、それは電動自転車が多いから

雨ざらしはあかんよね、屋根つけようかと

か、そんなふうにしてなるんかもわかれへ
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んけども、やっぱりその辺も含めて、どう

すべきかというのは、もっともっと考えて

いただきたいし、これ自身も、もう４年、

５年前に出た話ですよ。それが、ずっと今

もまだなお、手つかずである、そんなこと

でいいのか。例えば光風台の駅前のあの駐

輪場であっても、あの足元見ると、大丈夫

なんかなと思うようなとこですよ。あんな

んも含めて、しっかりとその辺は検討はし

ていただきたいし、逆に財政再建、財政健

全化というのであれば、それこそこれ、今、

言うように年間で1,０００万円近く削減で

きるんだから、その辺は、確かにシルバー

の仕事の確保というのも大事かもわからん

けど、それとこれとは切り離して考えなあ

かんというふうに思うので、真剣に考えて

いただきたいと思います。 

  また、もしあれやったら、決算委員会の

ときに出てくるあれなんで、またあれやっ

たらそのときに、私の申し上げた質問とい

うのもあわせて御報告いただけたらなとい

うように思いますので、よろしくお願いし

ます。 

  あと、やっぱりこれ、きのうから答弁を

聞かせてもうてても、できない理由という

のはもういいと思うんですよ。でけへんの

やったらほんまにでけへんと。検討します、

それはいい言葉かもわからへんけど、そこ

ら辺については、例えば一般質問が終わっ

てこういうようなことを言われた、聞いた。

今はこれは、我々もこういう場で公式にこ

うやって言えるいいチャンスやと思ってま

すよ。それを聞いていただいて、それを行

政がどう受けとめて、どう施策なり行政の

ほうに反映されるかということがなされな

いと、我々も言ってるだけでは何の意味も

ないんで、それについてはどうやったらで

きるかというようなことを考えながら、ぜ

ひとも進めていただきたいなというふうに、

本当に感じてます。私も、もう議員になら

せてもらって６年になりますけど、このま

までほんまにええんかなというのは、常に

思ってますから、やっぱりその辺を含めて、

しっかりと御対応いただきたいなと思って

ます。 

  次の質問に移りたいと思いますけども、

光風台駅前のエスカレーターの更新につい

て。 

  これ、６月議会ではエスカレーター更新

については、もう白紙に戻すという趣旨の

発言を、町長はされました。けども、３か

月もたたないうちに、基礎工事の補強をす

れば何とかなるというふうな補正予算が計

上されてきた。これについては詳細は、今

後、委員会で審査されますけども、白紙に

戻すという意味はどういう意味か、御存じ

ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  あそこでお答えしたのは、あの当時、エ

スカレーターでするということは、技術的

に困難だというふうに判断しましたので、

ただ、利便性の維持向上については必要だ

ということで、あらゆる可能性も含めて、

検討していきたいという意味で、お話しさ

せていただいたところでございまして、そ

ういった意味合いで、させていただいたと

ころでございます。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  静粛に願います。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これはやっぱり町長、白紙に戻すという
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のは、当然やらない、ほかの手段も含めて

検討するということなんですよね。やっぱ

り、その辺を考えて、いや、たった３か月

間、多分これ質問には入れてますけど、何

を検討されてきたのか。多分、検討してな

いですよね、エスカレーターありきで進ん

でるから。これ、せっかくのええチャンス

やと思ったんですよ。もともと、廃止あり

きの状況で検討されてきた代替案検討会議

で出た結論を、重んじるんではなくて、も

う一遍、白紙に戻してほんまにじっくり検

討したらどうかな、ええ機会やなと思って

ましたけど、結果して、舌の根も乾かんう

ちに出てきたと。これは仕方ないですし、

これについては、また委員会で審査しても

らったらいいと思いますけども、ただ、こ

の３か月間どういう動きがあったのか。ま

た、棚ぼたかもわからんけども、まさかこ

れ、エスカレーター推進派の住民に言われ

て、この方向が判明したんではないですよ

ね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  ６月以降、この間ですけれども、やはり

一旦、白紙ということになったのはなった

んでございますけれども、エスカレーター

を、本当にすることができないのか、基礎

を何とか補強する方法はないのかというこ

とで、ゼネコンほか学識経験者等々も、い

ろいろと相談をさせていただいた。その結

果、全然、今まで考えていなかった、反対

側から補強する方法というのが出てきたも

ので、それについて、本当にできるのかど

うかということを、うちの技術や他団体の

そういう専門家の方たちにもお伺いして、

検証してきたということでございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  静かにしてください。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  今おっしゃった、南さんええこと言うて

ると思いましたよ。何とかエスカレーター

ができないのかということで検討してきま

した。その姿勢が大事なんです、行政は。

唯一、今、エスカレーターだけですよ、そ

んなことで動いてるのは。ほかは、議員か

ら言われても検討します、無理です。エス

カレーターでそんだけ一生懸命にやんねん

やったら、そうやってほかもやってくださ

いよ。もっと、ええ町になると思いますよ。

やっぱりそこら辺をもうちょっと、そうい

う姿勢でやってもらわなあかん。あえて高

い、また優しくないエスカレーターを選択

するために、そんだけの労力かけてやらは

る。やっぱりもっともっと、その辺はしっ

かりと、今、述べられたようなスタンスで、

ほかの事業も、ぜひともやってほしいと思

います。この件については、委員会でされ

るので特に言いませんけど、私個人は、今

あるから同じものをという気持ちは十分わ

かりますけど、やっぱり財政、将来展望、

弱者保護、どの観点を見てもエレベーター

に、僕はすべきやと思いますよ。まだこれ、

先が長いですよ、実際、予算つくまで。今

回、実施設計はつくかもわかれへんけども、

まだ先が長いんで、町長お得意の方針転換

をされることを、ぜひとも願ってますので、

住民に優しい対応を、ぜひともお願いした

いなと思ってます。 

  もう時間がありませんけども、最後に町

の活性化についてということで、戸知山の

有効活用。これについては、本当に木代地

区の皆さんには、ダイオキシンの処理の候

補地として、御迷惑を多々かけたと思いま

す。その中で、別にそれのバーターという
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ことでは全くありませんけども、戸知山の

有効活用というのはこれから、大きな町有

地ですし、やっぱりしっかりと考えていく

べきかなというふうに思いますけども、今

現在、どのように考えておられるか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  たしか以前、橋本議員からは防災公園と

かいう御提案もあったというふうに覚えて

おりますけども、あれ以降、さまざまなお

話をいただいたというようなところで、一

番、具体的に話が進んだのは、太陽光発電

のパネルでございました。これについては、

ほぼ実現するんではないかというところま

で話がまとまりましたけども、結局は、実

現できなかったというようなところでござ

います。現在も、戸知山については、草刈

り等の委託料が発生しておりまして、決し

てただで管理ができているという土地では

ございませんので、何とか有効活用したい

ということで検討を重ねておりますけども、

まだ、その結論には至っていないというこ

とでございます。ちょうどことしは、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略も考えてお

りますので、それも含めて考えてまいりた

いと、まだまだ結論には至っておりません

が、早期に結論を得ていきたいというふう

には思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、大きな土地でもあるし町有地なん

で、やっぱりその辺、例えばここ寒いです、

ただ夏は涼しい。そういうような利点も含

めながら、欠点もあるかもわからへんけど、

やっぱりその辺を生かしながら、どうした

ら他市町村の方がこちらに来てもらえるか。

それは別に、ここに住んでもらうという観

点だけじゃなくても、遊びにきてもらうと

いうことも含めて、何らかのその辺のアイ

デアを絞りながら、ぜひともやっていただ

きたいなというふうに思います。私自身も、

議員になったときにはサッカー場にして、

それこそ双葉保育所を簡易宿舎みたいにし

ながら、そういう合宿所的なところにした

らどうかというような提案はしたことがあ

ります。ただ、それもなかなか難しいなと

いうふうには感じてますけど、やっぱり何

らかのアイデアを絞りながら、逆に言うた

らそこに、住民の夢とか知恵を集結しなが

ら、この町をよりよく、住んでもらえなく

ても外から遊びにきてもらえるようなフィ

ールドとして、ぜひとも活用いただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

  最後にとよのんの活用です。 

  今、ゆるキャラグランプリが始まってま

すけど、投票をお願いする、これは大事な

ことかもわかりませんけど、去年のグラン

プリが終わってからこれまでの間、何をさ

れていたかと見てみると、とよのんのフェ

イスブックもありますけど、実際、見たら

更新は１年間で三十数回だったかな、ほと

んどされてないんですよね、月に二、三回

だけですわ。育児の日のイベントのことが

あったりとか、何回かの町外のイベントが

あったりとかというようなことがあるけど

も、もうちょっと、あの辺をしっかりと使

いながら、投票をお願いする、我々議員も、

選挙前しかけえへんとよう言われますけど、

選挙前の投票が始まった直後だけではなく

て、やっぱり投票が終わってから１年間、

どういうふうな広報、周知をしていくかと

いうことが、一番大事やと思うんです。や

っぱりその辺を、しっかりしていくべきや

というように思いますけども、最後にどう
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お考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  とよのんのフェイスブックにつきまして

は、見た目も大事ということで、よい写真

が撮れたときとか、そういうイベントごと

についてのみ、更新をしているということ

で、余り更新の回数は多ございませんけど

も、実際は、そのイベントでありますとか

着ぐるみの参加というようなことで、フェ

イスブック以外でも露出していくというこ

とでやっております。貸し出しも含めまし

て、平成２６年２７年の２年間では５６回、

そういう着ぐるみ等も貸し出しをしており

まして、なるべく外に出ていくということ

を、今後とも続けてまいりたいというふう

に思っておりますし、また商工会などとも

連携いたしまして、豊能町をＰＲしていき

たいと思っております。よろしくお願いし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、１１時２５分といたします。 

（午前１１時１３分 休憩） 

（午前１１時２５分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ９番・イノベーションとよのの永並啓で

す。 

  それでは、質問させていただきます。 

  まず最初に、今回から１０分、質問時間

を長くしていただきまして、皆様には感謝

しております。これまでの質問を見ている

と、全ての議員が５０分フルに使うという

ことなんで、項目も広く、深い議論ができ

てるのかなというふうに感じているところ

であります。 

  それでは、質問に入りたいと思います。 

  まず、教育問題から質問させていただき

ます。 

  まず、学校の再配置ですけども、これは

もう橋本議員が、先ほど質問しております

が、私が一つ聞きたいのは、ぜひとも教育

委員会には周りのこと、いかに子供たちの

ための再配置になるか、子供たちにはどう

いった形がいいかという視点で、再配置を

検討していただけたらなと思います。これ

まで、幼稚園の統廃合等をされてきました

けども、そのときに一番残念だったのは、

説明者が保護者説明会で、答申が出たから

統廃合しますということを言われたことで

す。やはり、何か責任を、そっちの答申が

出たからというところに振ってるような印

象がするんですね。やはり、豊能町の教育

は、学識経験者よりも誰よりも、豊能町の

教育委員会が一番わかってるんだと、一番

子供たちのことを考えてるんだという姿勢

で、これからの再配置を検討していただき

たいと思いますが、その決意だけお伺いし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  議員のおっしゃるとおりだと思ってます。 

  教育委員会は、何よりも幼稚園、保育所

の子供たちも含めて、シームレスにきちん

とした質の高い教育をどう提供するのか、

社会経験も含めてですけども、それが一番

の責務でありますので、その観点から教育

論として、やはりどういう形がいいのか、

どういう内容がいいのかということについ

て、検討してまいりました。それを今回、

委員会において検証等していただきまして、
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その結果を経て、教育委員会としてはこう

いう形がいいのではないだろうかというよ

うなことをまとめていきたいなと思ってい

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それで、大体どこの地域でも統廃合、再

配置を考える際にネックになるのが、なく

なったところの跡地利用なんですね。どう

しても、学校というのは地域の中心にある

んで、なくなってそのままだと何かどうし

ても地域が寂れてしまうんじゃないか、そ

ういう印象が、住まわれている地域の住民

の方には多くあるんです。だからこそ、教

育委員会が学校の再配置を検討するという

のであれば、同時にまちづくり課のほうで

も跡地利用、どういうふうにしたら豊能町

が活性化するのか、今後、こういった校舎

がどういうふうに活用できるのかというの

を、今のうちから検討する必要があると思

うんですが、それについていかがお考えで

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  学校の再編が、仮に具体的に話が進むと

いうことになりますと、当然、議員のおっ

しゃったとおり町全体で、学校の跡地をど

う活用するかということは同時に検討を開

始するべきものであると考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それは、ぜひとも期待したいと思います。 

  それでは続きまして、ユーベルでのイベ

ントのＰＲ方法なんですけど、これは、こ

れまでも何回か言ってきましたけども、ま

ず、今まで私が提案してきたＰＲ方法です

が、視察にも行きました。お金がかからな

いＰＲ方法として、まず豊能町に呼ぶ人は

どうしても予算の都合上、あんまり知られ

ていない方が多いと。であれば、そういっ

た方たちがどういった演奏をするのか、そ

ういったことを、まず知ってもらうことが

重要だと。要は、ただイベントを単発的に、

がんと実施しても、人は来ないわけです。

やはり、テレビでも映画でも、ちまたの情

報発信の仕方を見ると、何か映画をすると

なれば、それの旧作がテレビで放映される

わけです。やはり盛り上げていって、どか

んとイベントの日を迎えるわけです。そう

いったことからも、事前に、シートスなり

公民館なり、小中学校の昼の放送のときで

あり、いろんなところで、その呼ぶ人の内

容の音楽とかをかけるというのは簡単なこ

とだと思うんですが、その点に関して、し

たかどうかをお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  前々回の議会で御提案いただいたときに、

ホームページ上での音楽の配信等、ＰＲに

なる行いをということで検討しましたとこ

ろ、なかなか音楽というのは著作権が難し

いという状況で、費用がかかるというとこ

ろで今、とまっているところです。ただ、

いろいろと調べていきますと、もしかした

ら、著作権のかからない出し方もあるので

はないかということを少し耳にしましたの

で、その辺についても、今後、検討してま

いりましてＰＲの充実に努めたいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 
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  今の答弁、前も言われたんですよ。同じ

ことを言われてるんです、著作権絡みで。

でもそれは、勝手に無断使用してＰＲする

わけじゃなくて、その呼ぶ人のものを流す

わけですね。そしたら当然、そこの人と交

渉すればそんなにかからなくても、自分の

公演を見にきてくれる人をふやすために、

してもらうために流すことは可能ですかと

いうことであれば、いろんな権利絡みも変

わってくると思いますんで、そこは、しゃ

くし定規に著作権というような、前と同じ

ような答弁するのは、ちょっと控えていた

だきたいかなと思います。 

  それで一つ、提案なんですけど、やはり

ユーベルの自主事業はどうやったって赤字

なんです。そしたら、子供たちに企画とか

そういったものをしてもらって、子供たち

のお願いやったらと、よくあるじゃないで

すか、安くてもこんな人が来てくれたとか。

そういうふうに、企画から携わる。今、職

場体験されてますよね。でも、職場体験と

いうのはアルバイトのちょっとした延長ぐ

らいで、なかなか企画とか中心に入ってい

く職場体験というのはないんですよね。そ

したら、豊能町ではそういった企画の段階

から、子供たちに入ってもらう。そしてい

ろんなとこと、外部と交渉してもらう。そ

して、自分たちの呼びたい人を呼ぶ、そう

いうことで来たというんであれば、とりあ

えず子供たちにはすごい関心を持ってもら

えるんじゃないかとも思いますんで、そう

いったことも検討していただけたらなと思

いますけどいかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今、御提案いただいた点については、今

まで検討したということは、多分ないであ

ろうと思いますので、一度、学校教育との

連携という部分について、また、より考え

ていきたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  チケットの販売方法、管野議員も橋本議

員も言われてましたけど、やっぱり、何が

何でも満席にするんだと。満席にせずその

努力なくして、何かいろいろ文化的にどう

だこうだと言われても、やっぱり説得力な

いですよ。やっぱり、一生懸命に汗かいて、

できることは全てやってる。チケットだっ

て別にどこで売ったっていいじゃないです

か、広く来てほしいんだから。今の現状で、

もう満席で人が入らないよと、これ以上来

られてもユーベルの席状、無理ですよとい

うのならわかります。でも、そうじゃない

ですよね。事業とは実施して成功じゃない

んですよ。実施して来てくれて成功なんで

すよ。やっぱり、そういうぐらいの思いで

動いていただきたい。チケットなんていう

のは、もういろんなところで売るような、

できる限り売るというような方向で動いて

いただきたいと思います。 

  あと、橋本議員の質問でもありましたけ

ど、寄附金制度。ふるさと納税で、大枠で

やってると。大枠でやると、その人たちは

明らかに物目当てですよ。でも、いろんな

ところで細かい具体的なとこにするとしま

すよね、高山右近しかり大阪の御堂筋パレ

ードしかり。いろんなとこで細かい事業に

すると、物じゃなくて、この企画を応援し

てやろうと、お金じゃなくて、こういう企

画を応援してやろうという人が寄附してく

るんですよ。そのかわり、その企画に対し

てはシビアな責任が伴ってきますよ。でも、

それぐらいの覚悟でしないといけないと思

います。先ほど、次長はだんだんに言われ
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て、それだけ細かいのはどうか、やっぱり

広くしたらと言いますけど、やはり細かく

することによって責任は伴いますけど、そ

れを応援したいという、本当の応援者とい

うのが出てくるはずなんで、ぜひとも前向

きに検討していただきたいと思いますけど

どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  ふるさと納税の項目については、特化し

たですかね、今回、ユーベルということで

お話いただいたんですけども、例えばイベ

ントで、今、言われた特化した期間を設け

たという納税の仕方というか、はあるかな

と思っております。それについては、イベ

ントを企画するときにそういうことができ

るようなイベントであれば、そういう項目

も検討したいなと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  総務部長、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御提案のことも含めて、検討はしてまい

ります。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  続きまして、シートスの指定管理につい

てです。 

  指定管理して長いんですけど、前回は情

けないことに、今までの東京ドームさんが

うまく運営してるからということで、随意

契約で進んだんですね。僕、それは指定管

理の中でやってはいけないことかなと。幾

ら現状で問題がなかったとしても、それ以

上にいいサービスはないのか、これで限界

なのか、もっと住民の皆さんが満たされる

サービスはないのかというのを模索する、

それができてないというのが、僕は非常に

残念なんです。それが、意識改革ができて

ないというところかなと思います。町長に

聞かないですけど、町長は頭にはとめてお

いてくださいね。そういうことですよ、意

識改革とは。それがおのずとできる。だか

ら、今度の指定管理については、間違って

も随意契約で、今と同じところを契約する

ことはないですよね。その確認だけ。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  平成２８年度で指定管理は今回切れます。

ですから、それについては公募で実施した

いと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  もう１個、指定管理の問題点としまして、

どうしても行政の体質として、指定管理を

したらそれで終わりみたいな、コスト安く

なったね、終わりですというような印象が

あるんです。でも、指定管理の目的とはコ

ストだけじゃなくて、民間のノウハウを生

かして、うまく運営してくれたらというこ

とがありますよね、内田部長、指定管理の

目的として。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございまして、コス
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トと同時に、その施設の活性化とか民間活

力の導入、これが目的でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それなら、もう何年も運営したんであれ

ばノウハウを吸収して、また町営に変えて

もいいんですよ。別に正規じゃなくても、

非常勤の方にやってもらうとか、住民の皆

さんに運営してもらうとか。でもそのかわ

り、ノウハウは町がため込んでますと。詳

しい専門家がいるんで、その指導のもとに

スタッフとかは、住民の方でもいいんです

よ。指定管理で逆に取り返したなんてとこ

ろないですよ。やはりそこが、僕は意識改

革のできてないとこかなと。別に、それを

一度指定管理に出した、ノウハウを得た、

そしたら今度は、またそれを生かして町行

政に反映しようという姿勢が大事だと思い

ます。ぜひとも、指定管理をした、もうこ

れまでたってるからそのときの、今まで従

来やってたことのメリット、デメリット、

よかった点、なぜ指定管理にしたらこんだ

けコストダウンできたのかというところを、

そのときに再度検証していただきたいと思

いますが、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  来年度、その公募というか審査会を開く

中では、そういう点も検証しながら今後、

そういう方向もまた考えていけたらと思っ

ております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

教育長（石塚謙二君） 

  シートスの指定管理については、選定委

員会という組織がありまして、その選定委

員会の結果によって、町が動くということ

になります。ですから、これは公表を期し

てきちっとやるということから、専門の方

が入って、どういうやり方でやるか含めて

ということであります。ですので、その選

定委員会の決定ということを、私たちは重

視する必要があると思いますので、今の議

員のおっしゃったことについても、当然、

選定委員会の中では議論されるものと考え

ておりますので、そのことも含めて対応し

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それでは次に、町政全般についてです。 

  昨今話題のプレミアム商品券、もうすぐ

発売ですけど、豊能町の特徴は具体的に何

でしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  プレミアムつき商品券の特徴。どういう

ことを豊能町の特徴と言えばいいのかとい

うのは、一つあるんですけれども、一応、

豊能町内にあります朝市等でも使えるよう

にしておりますし、何かイベント、例えば

１１月に開催される農業祭等の場でも使え

るようなことをしていきたいというふうに

は考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  かなり、後から実施するんですよね、豊

能町は。町長は６月のとき、何とも、失敗

しないために遅くしたみたいな情けない答

弁ありましたけども、やっぱりおくらせた
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ら、それまでにほかのとこと比較できるん

ですから、もっと僕は、そこは比較しても

らいたかった。例えば、箕面市や猪名川町、

近隣ですよ全部。若い世代、子育て応援世

代に１万円のところを8,０００円とか9,０

００円にして販売する。猪名川町はリフォ

ーム代金を補助するために、それに関して

は上限１０万円にするとか。それで、昨今

見てたら、すごい並びますよね。宝塚で、

並んでちょっと混乱が起きたのを見て、川

西なんかは急遽抽せんにしたとか。すごく

並ぶ、そしたら高齢者の方が多い豊能町は、

なかなか大変ですよ。下手したら何時間待

ちになるケースも出てる。そしたら、三田

市なんかは、それぞれ住民に引きかえ券を

渡して、住んでる人は、とりあえず最低限

の枚数は買えるようにしたりとか、いろん

なことをやってますよ。そういった対応が

できなかったのは何でですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  まず、販売方法等ですけれども、うちは

やはり遅くなったので、他市町の状況とい

うのはわかりました。その中で、本町のよ

うな店舗数も少ないし規模も小さいような

ところでは、余り、並ばれて混乱を起こし

ていないというような状況がわかったので、

抽せん販売というような形はとらないとい

うことにしたわけでございます。あと、ほ

かのいろんな町が、子育て世代に対して割

引をされたとかそういうことは当然、私ど

もも承知はしておったんですけれども、豊

能町としてはそのような施策は打たなかっ

たということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  町長、それはなぜでしょうか。ほかはい

ろいろしてますよね。絶好のＰＲする機会

だと思いますよ。いろんなとこがやってる。

やってないのにやってなかったら、豊能町

は、そんなに子育て応援してないんだなと

いう印象もありますよ。僕、プレミアム商

品券が発行される前から、地域通貨という

形でいろんなところに、ここではそんなに

使うとこがないでしょうと、そしたらもっ

といろんな工夫をして使えるように回せる

ような、一介の実験材料として使ってみた

らどうやと、国のお金で実験できるんです

から、そういうことも提案しましたよ。そ

したら、なぜそういう同じような似たり寄

ったりのことしかできなかったのか、町長、

お聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  いろいろ検討はしたところでございまし

て、先ほど、部長からもお話ありましたよ

うに、当町では朝市、そういったことでも

使えるようにしてあるとか、農業祭でも使

えるようにしたとか、そういったところで

の工夫は、させていただいたというところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それが工夫なら、地方創生、確実に豊能

町は負け組になりますよ。何度も言ってま

すけど、豊能町は人口減少が深刻にもかか

わらず、これまで何もしなかったのに、日

本全国で一気に同じことを補助金つきです

るからやりますと言われて、ようやく人口

ビジョンを立てるんですよね。僕は、町長
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のやる気を疑ってしまうんですよ。何とか

して、豊能町の人口をふやしたいという気

持ちが、本当に伝わってこないんです。そ

の地方創生の事業は、数値目標をつくりま

すよね。町長は、私に言われても、以前、

委員会で野村議員でしたかね、医療費の無

料化をするときにどれぐらいの人口増にな

るかとか聞かれましたよね。でもそれは、

なじまないということで言われませんでし

た。そしたら、この国がなぜ数値目標を設

定すると思われますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  一つの効果の検証というように思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  違いますよ、あなたは今までなじまない

と言っていたのに、国はしろと言っている。

それは、何でですかということを聞いてる

んです。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩。 

（午前１１時４７分 休憩） 

（午前１１時４８分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  では、再開いたします。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  これが、かみ合っていない理由なんです

よ。日本語で会話してるんで、多分ほかの

方には理解していただいてると思いますよ。

そうじゃなかったら、僕の質問が悪いとい

うことなんで、反省せなあかんのですけど。 

  国が、数値目標を設定しろというのは、

税金だからですよ。民間企業では当然のよ

うにやるからですよ。やはり、税金を使う

んだから、漠然とふやしますじゃあかんの

ですよ。それに伴う結果、結果を伴わない

といけないから、目標をつけるんですよ。

それで、一つ気になるのが、数値目標をこ

れまで、常に逃げてきたんです。なじまな

い、なじまない、定住化にはなじまないと

いうことで。それで、どうやって具体的に

数値目標が設定できるのか、ちょっとお聞

かせいただきたいんです。間違っても数値

目標を、とよのんの投票率１００％みたい

に、関係ない目標を挙げるのが、数値目標

の設定じゃないですからね。目標を設定す

るに当たっては、それなりに調査して、こ

れくらいの事業をしたらこれくらいふえる

だろうと、そういうのを積み重ねて目標を

設定するんですよ。それが、本当にできる

のかどうか、そこだけお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略におい

ては、議員のおっしゃるとおり、数値目標

が必要でございます。これは、効果の検証

を後からするという意味においても、必ず

必要であるということで、それがなければ、

国の交付金も認められないというものでご

ざいます。必ず、数値目標を設定すると。

その設定の仕方については、もうまさしく

今、議員のおっしゃったとおりで、この事

業をするとこれがこうなると、こうなるで

あろうという仮定のもとでやるわけでござ

いますけども、それが達成できたかできな

かったかについても、数値で確認ができる

という意味から、必ず数値目標は、議員の
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おっしゃったような方法も含めて、設定を

していくということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  希望的に、机上でつくったらだめですか

らね。このくらいふえるやろうじゃなくて、

それなりに事業をしたら、調査したらこう

だから。そうじゃないと、精度が上がって

いきませんからね。むやみやたらに、こん

だけふえたらいいと大風呂敷広げて、全然、

達成できませんでしたなんていうことにな

りますから。それで、逆に目標を下げてい

ったらいいなんていう安易な発想じゃ困り

ますんで、数値目標を設定する際にはいろ

いろ、本当にそれに合った情報収集をして

調査をして、我々に見せても納得するよう

な、目標の設定の仕方をしていただきたい

と思いますが、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略は、今

年度中に策定をする予定でございまして、

当然、策定後は議会にお示しをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  次に、ダイオキシン問題について質問し

たいと思います。 

  引き受けてくださった事業者様、大牟田

市さんには、本当にありがとうございます、

最後までよろしくお願いしますと言いたい

あれなんですけど、この事業者に対して、

町長は管理者として具体的にどういったこ

とをされたのか、ちょっとお聞かせくださ

い。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  局長以下、指示を出してこれを進めてま

いったということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  いや、だから例えば、最初は断られたけ

ども、何度もアポイントをとって行って、

何とかこじあけて交渉に取りつけたとか。

それとも、ただ向こうから、ぽろっと言っ

てきてうまいこといったとか、そこら辺の

過程を、町長が具体的にどういう行動をと

られたかを聞いてるんです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  局長に指示を出して、進めてきたという

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  いろいろありますけど。 

  このダイオキシン問題について聞きたい

のは、僕は、中身や町長の組織運営につい

て聞きたいんですよ。というのが、７月７

日の施設組合の議会で、６億円で処理する

議案を提案してます。採決が延期されなけ

れば、もともとの６億円の内容で進めてい

たと思われるからですね、考えてみると、

いろいろ過去に打診があったにもかかわら

ず、そのときは放置して、７月に入ってか

らどたどたどたっと、急転直下に変わった
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わけですね。１点聞きたいのは、もし７日

に採決されてた場合、それでも後からいい

案が出てきたら、こっちに変えてたと思い

ますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  そのときそのときの状況で判断しますの

で、今、その仮定ということではお答えで

きません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

（午前１１時４８分 休憩） 

（午前１１時４９分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  会議を再開します。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  僕は、多分、放置したのかなと、もし議

決されてたら。だから僕は、功労者という

のは、そのときの７月７日に延期を決めて

くれた施設組合議員の方々かなというふう

に感じてるわけです。何でこれが、組織運

営のことを聞きたいかというと、最近日本

ではオリンピック関連で、国立競技場が白

紙になった、エンブレムも白紙になったと

いう問題がありますよ。でもこれは、それ

ぞれに問題があったからなんですね。国立

競技場の予算が想定より高くなった、エン

ブレムにちょっと盗作疑惑がいろいろ出て

きて、創作者の信用がちょっと減った。問

題があったから変更した。でも、このダイ

オキシンに関しては、６億円でするという

ことの内容については、何ら問題がなかっ

たわけですね。 

（発言する者あり） 

○９番（永並 啓君） 

  中身のことは別にして。 

○議長（竹谷 勝君） 

  静粛に願います。 

○９番（永並 啓君） 

  そういった中で、これを変更したという

ことは、豊能町は議案に出してても最後ま

でどうなるかわからんやろというように、

周りからの信用という意味では、ちょっと

どうなのかなという印象を受けるんですけ

ど、町長、それはどうお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  先ほども申しましたように、やはりその

ときに、私はベストなことを選んでいきた

いというように思っておりますので、そう

いったことから、今回、判断させていただ

いて、外部での処理ということで踏み切っ

たことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やっぱり、組織として議案まで出された

んやったら、僕は、それなりの覚悟を持っ

て出すべきやと思う。それでもし、いろん

なところから打診があったというなら、そ

っちは片づけた上で出してこないと、出し

たはいいが、もし採決が延期されなかった

らと考えると、とても怖いんですよ。この

まま６億円でいってたのかなと考えると、

すごい怖い。一つ聞きたいのは、採決が延

期された理由というのは、地元同意なんで

すよね。延期されてる間に、地元に入って

いろいろ調整してるのかなと思いきや、

早々に諦めてほかの案を探してるというの
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は、僕、それは地域の方をすごいばかにし

てるような感じに受けるんですよ。これに

関してはいかがですか、地域に関してはど

う思われますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  こちらにつきましては、当初、豊能町内

部で処理するということで、そのときはそ

れしか手がないということで、真剣に、地

域の方にはお願いに上がっていたというこ

とでございます。ただ、地域の方にとって

も処理ということは、やはりなかなか、い

ろいろ御心配とかおかけしたという面もご

ざいまして、これにつきましては非常に申

しわけないとは思っております。ただ、今

回、外部で処理ができたということにとっ

ては、地域の方に、ある面では心労はおか

けすることは減ったのではないかというこ

とも、一方で思っておりますが、ただ、こ

れまで内部で進めるということで、地域の

皆様には進めておったことが、このたび変

更になったということにつきましては、施

設組合の議会でもお話ししましたし、自治

会長等にもおわびを申し上げましたけれど

も、この場でもおわび申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  延期されてる間に、物は言いようだなと

思うんですけど、直前で地域の集まりをキ

ャンセルされました。施設組合の答弁を聞

いてると、何の結果も持たずに行くのは逆

に失礼だと。すごい、物は言いようだなと

思うわけですけども、結果、どうなりまし

たかね。地域の方の信用は保たれましたか。

そこだけ、そこのキャンセルした後の地域

の感情というものを把握してたら、ちょっ

とお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

  できる範囲で発言してください。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  ただこれ、私は施設組合の議会での話だ

と思っておりますので、これ以上のことに

つきましては、答弁は控えさせていただき

たいと思ってます。ただ、地域の皆様には

大変御苦労もおかけして、御迷惑もおかけ

したということについては、改めておわび

申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  施設組合の議論ですけど、私が聞いてる

のは、町長の組織運営についてです。議会

問わず、いろんなところで町長の行動され

てる運営の仕方に、僕は疑問を呈してるん

で、そのことに関してなんで、ぜひとも。

施設組合ではこういうことを答弁されてま

すよ、結果がなくて行くのは失礼だという

ことで。その結果、地元ではどうでしたか

と聞いてもらってますよ。福岡議員、野村

議員とか、自治会長さんに会って聞いても

らってますよ。やはり、信用をなくしては

りますよ。それを僕は、これからのダイオ

キシンに限らず、ほかの問題についても、

やはり町長という立場の人は、行って行っ

て行き倒して、コミュニケーションとって、

ちょっとでも前向きに進めるということが

仕事やと思っておるんですよ。これまでの、

国崎の話でも一緒ですよ。地元にも入られ

たことありませんよね。基本的に、正式に

オファーも出してないし、川西の市長さん

と多分、話をされて、あかんと２回ぐらい
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断られたら、結構すぐに諦めはるんですよ。

何が何でもということで、何回も、何とか

そこでしたいというんだったら、いろんな

とこ使っていく。それが、僕はトップの役

割やと思います。それを職員に任せても、

それは絶対進まないんでね。だから、その

姿勢というものを、僕は町長に持ってもら

いたい。延期されてる間、僕、多くの議員

に聞きましたよ、どうですかと、どう思い

ますかと。そしたら、やっぱり地元に入っ

てもらいたいと、町長には、もっと行って

もらいたいというのが、多くの意見でした

よ。多分、あのまま行ったらだめでしたよ。

それぐらい、町長の行動というものをみん

な、そういう町長自身が先頭を切って交渉

に当たる、そこに入っていく。泥臭いかも

しれないけど、それが求められてるんです。

それがないから、どうしても何をしても、

何か他人ごとのような感じで、熱意が伝わ

ってこないんです。だから、ぜひともこれ

から何かするときは、穏やかなとこに行く

のはいいですよ。でも、どんなところでも

何とかそれをなし遂げる、なし遂げること

が町のためになるんだという思いを持って

いくということを、心がけてほしいと思い

ますが、どうでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  私は常に、町のためにと思ってこれまで

行動してきておりますので。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  済みません、お昼ですけどちょっとだけ、

まだ時間があるんで続けさせていただきた

いと思います。 

  ときわ台のバリアフリーについても一緒

なんですよ。結局、だめと言われてできま

せんじゃなくて、もともとは、そちらが交

通特別委員会で決まったことを、何とか補

助金を使いたいからと、２年延ばしたわけ

ですよ。それがあかんかったら、当初の計

画に戻るのが普通ですよ。そしたら、何と

かここでやっていきたいという声が聞きた

いのに、やっぱりまた検討なんですよね。

そういった姿勢をぜひとも、先ほどの答弁

の同じような感じだとは思いますけども、

町のために働いていただけたらなと思いま

す。そう言われるんであれば、タウンミー

ティングを、タウンミーティング書いてる

かと思いますけど、それもやっぱり行って

もらいたい。僕は、住民の方からも、多分、

ダイオキシンの裁判の和解については、タ

ウンミーティング、説明会をしてくれみた

いなことを言われてますよね。でも、町長

はその回答で、広報にも出してる、ホーム

ページも出してる、議会で説明してるから

要らないというような回答をされてます。

でもこれは、タウンミーティングを否定さ

れることなんです。タウンミーティングと

は、今まで政治家との距離が遠かったと。

でもそれを、生の声を直接聞く政治対話集

会ですよ。やはりそれは、住民から要望が

あったら、積極的に行くということをしな

いと。そうしないと、要望してくれてる人

らは町政に関心がある人ですよ。その人た

ちを、もしずっと突っぱねてたら、どんど

ん無関心になっていきますよ。地方議会の

一番の問題とは、町長、何かおわかりです

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

  通告にはないけども。 

○町長（田中龍一君） 
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  地方議会の問題ですか。 

  当然、議会も通じて住民の意見を町政に

も反映させていくというようなことが、重

要ではないかというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  一番の問題は、住民の無関心なんですよ。

財政難、高齢化さまざまなことに対応する

には、これから住民の力というのはすごい

重要になるわけですよ。だから行政の方も、

答弁では協働協働と言われますよね。でも、

行政の方が考えてる協働は、とりあえず労

力としか考えてないじゃないですか。こん

なことをしてもらおうと、決まったことを

任す、これが協働と思われてるんですね。

協働と言うんであれば、もうちょっと、考

える段階から一緒に入ってもらって、こう

いったことなら協力できるよというところ

をつくり上げていく、それが僕は協働だと

思います。住民の無関心が一番問題だから、

議会でも基本条例をつくって、参加者はと

ても少ないですけども、報告会を実施した

り、こうやってネット中継をして、ちょっ

とでも関心を持ってもらおうと。それが、

関心を持ってもらわなかったら、地方議会

はどんどん寂れていくような感じになるん

です。だから、ぜひともタウンミーティン

グを、住民の方から要請があれば、ぜひと

も行っていただきたいと思いますが、いか

がですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  昨年一昨年と、テーマ、また内容を限っ

た形でタウンミーティング等、やってまい

りました。これについて、今、要請があれ

ばという話でございますけれども、内容等、

その辺は勘案させていただいて、できるこ

とであれば、やってまいりたいというふう

に思っております。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩。 

（午後０時０５分 休憩） 

（午後０時０６分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  静粛に。 

  会議を再開いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

  追加答弁をお願いします。 

○町長（田中龍一君） 

  追加答弁。 

  私が申しましたのは、昨年一昨年とやり

ました地区福祉委員会、またボランティア

連絡会、またＰＴＡの役員、こういったこ

とをやったということについて、お答えし

ました。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  多分、それはタウンミーティングと言わ

ないんですよ。特定の団体とじゃなくて。

それ、日本で言うてくださいよ。多分、笑

い物になりますよ。タウンミーティングと

は、場を設けて、タウンミーティングしま

すからと、いろんな意見交換が、直接対話

集会ですから、いろんなことがそこで話し

合えるんですよ、貴重な場ですよ。それを

求めてくる、何てすばらしい住民なんです

か。そんなまれな人、少ないですよ。こう
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いった人をつかんで、広げていかなかった

ら、地域住民の行政に対する無関心はどん

どん広がっていきますよ。再度、言います。

ぜひとも、要請があれば定期的に。池田町

長も、何かぼろくそに言われてましたけど

やってましたよ。僕、そこだけはすごいな

と、この人たくましいなとは思いましたよ。

やはり、町長は政党の支持を受けずに、住

民の皆さんの協力で当選されたんだから、

ぜひとも住民に対し、言われたらするとい

う覚悟は持っていただきたいと思いますけ

ど、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  要請等ございましたら、内容もスケジュ

ールもありますので、そういったことを勘

案しながら検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ぜひとも、やっていただくことを期待し

たいと思います。 

  それでは最後になると思いますけど、こ

れは人口増加策ですね。ここから、保育時

間なり、エレベーターの問題に入っていき

たいと思います。 

  まず町長、豊能町の魅力とは何だと思い

ますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  一つは、自然に恵まれているといったこ

とは、大きな魅力ではないかと思っており

ます。それと、これは都心からもそういう

意味からでも非常に近い、通勤圏内である

ということも魅力ではないかと。また、非

常に治安がいいということも、非常に魅力

ではないかというふうに思っております。

そのほか、今回はグリーンロード等、新名

神もこれから通るということで、さらに利

便性も高まっていってるということも魅力

ではございますし、また観光の資源として

も、妙見山へ登れる妙見口がある。また、

キリシタン大名である、高山右近の生誕の

地であると、そういったことも一つの魅力

ではないかというふうに思っている次第で

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  自然に囲まれている、これ、よく言うん

ですよ。でも、都心から近い、四、五十分

はかかりますけどね。これって、今の交通

事情を考えてください。北に行ったら、５

０分かけたらどこまで行くか。大津を越え

て草津まで行けます。南へ行ったら堺を越

えて関空まで行けます。東へいったら奈良

まで行けます、西へいったら明石を越えて

加古川まで行くんですよ。これだけの広い

範囲の中で自然豊かな町、腐るほどありま

すよ。そんな中で、豊能町に来てもらうと

いったら、よほど特徴的な魅力ある施策と

いうものを実施していかないといけないわ

けですよ。今みたいな感じの魅力で、やっ

ていけるとお思いですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  今ある魅力を最大限に生かして、ＰＲし
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ていきたいというふうに思っている次第で

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ＰＲするんであれば、最低限ここで住め

る環境というのを整備しないといけない。

一つに保育時間があります。豊能町の保育

時間は７時から７時なんですね。近隣を見

てみると、大阪市は７時から８時であった

り８時半であったり、豊中市は７時から６

時です。箕面市は７時から７時、吹田市は

７時から７時、宝塚市は７時から８時。今、

言った中で、豊能町より遠いところはどこ

ですかね。ないですよね。全部、豊能町よ

り３０分近く、近いところなんです。つま

り豊能町は、豊能町に若い人が住んでくだ

さいという割に、豊能町に住むには、すご

いハードルがあるんですよ。まず、共働き

で子育てしてる世代は、物理的に住むこと

ができない。だからこそ僕は、保育時間を

せめて、都会から帰ってくる時間を加えた

ぐらいにするべきだと思いますけど、そこ

はいかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  子育ての支援の充実というのは、とても

大切と思っておりまして、この７月から一

時預かりということをしました。それは、

保育所に通っていない方への子育て支援策

ということです。今、言われてる保育所に

通っている、お仕事をお持ちの方への支援

策ということでいきますと、本町では７時

から７時ということをしているんですけど

も、それ以後とか保育所のあいていない日

曜日などについては、ファミリーサポート

センターというのを充実させておりまして、

そこでの利用をお願いしているところでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ここからは、これはお金のかかることで

すから、子育てというのもありますけど、

やはり僕は、町長部局の判断になると思い

ますよ。そうしないと、僕は若い人に来て

くださいというのは、非常に無責任な発信

だと思ってしまいますんでね。ＰＲして、

豊能町はこういうとこがあるんだ。でもふ

たをあけてみると、いやいや住めないよと

いうことになりかねませんので。それで１

点、ファミリーサポートですけど、ホーム

ページを見ると、その事業の説明がないん

ですよ。ただ単に、申込用紙がひな形で出

てるだけなんで、やはりそういったところ

も、担当者というのは、常に目を配って見

ていただきたいと思います。それでもう１

点、豊能町は人を選ぶ町ですよ。エスカレ

ーターがある。エレベーターがないことに

より、若い世代、ベビーカー世代は来れな

いんですよ。このことというのは、地価の

下落にもつながるということは理解できま

すか、町長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  一つの要因であるかもしれませんけれど

も、全部ではないかというように思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 
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  そのとおりです。近隣は、いろんなオリ

ンピックのこともあったり、東京に押し上

げられてもあったり、下げどまりもしくは

上がっているところもあるけど、豊能町あ

たりはずっと下げ続けてると。豊能町、当

然のことながら、不動産も需要と供給のバ

ランスですから、買う人がいなかったらど

んどん下がります。先ほど言ったように、

来れない。いろいろ近隣の駅を見てきまし

たけど、ないんですよ、光風台とかときわ

台みたいに、駅に。ときわ台はもう、若干

論外的ですけど、駅にバリアフリーができ

てないとか。光風台は駅はできてるけど、

そこからベビーカーを押せないとか。もう、

いろんなとこを見てください。ないんです

よ。やはり、そういった面では僕は、ぜひ

ともエレベータというのは必要だと思うわ

けです。そして、何をお願いしたいかとい

うと、当時より条件は変わってるんですよ。

今のように、不動産の価格がどうこうとい

うことも、多分そのときにアンケートに参

加された方は知りませんでした。光風台の

方は、とられてませんけどね。それで、エ

スカレーターをつくればエレベーターをつ

くらないということも、その後におっしゃ

った。先ほど、町長、今のところはとおっ

しゃいましたから、その今のところは訂正

してくださいね、ちゃんと話を合わせて。

どちらかですということを、過去に言われ

てますからね。そういったように、前提が

変わってるわけですから、やはりそれを示

した上で、億という予算を使うわけですか

ら、再度、住民の皆さんにアンケートなり

意向調査なりは、僕は聞くべきだと思いま

すけども、そういったことはされる予定は

ないですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  今、おっしゃられてるのは、光風台駅前

のエスカレーターのお話ですね。 

  これにつきましては、代替案検討会議の

中で、一定の議論はされているというふう

に、私は認識しておりますし、私自身はあ

そこにエレベーターをという話を、住民の

方から聞いたことはございません。エスカ

レーターをつくってほしいという話は聞い

たことは、何度もございますけれども。で

すので、一定の検討会議の中で、私はもう、

その議論は尽くされているというふうに判

断している次第でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  一応、結構聞くんですよ。下りがないの

は怖いと、高齢者の方ね。自治会の集める

情報はそれでいいですよ。でも、行政とし

てある程度の、それが正しいか、ほかにそ

ういった声はないのか、今みたいに町長の

おっしゃるように、聞いたことがありませ

んということは、トップとしてはあり得な

いと思いますよ。そういう声はありますか

らね、現に。実際そういったことは、もし

お金を使うんであれば、それぐらいの把握

はされるべきだと思いますけど、いかがで

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  こちらについては、答弁の繰り返しにな

りますけれども、検討会議の中でも一定の

議論をされてる、またその後も、両自治会

からも要望いただいておりますし、あそこ
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にはエスカレーターが必要だというふうな

認識をしている次第でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  一応、確認ですけど、エスカレーターを

つくったら、先ほど橋本議員の質問で、今

のところと言われましたけど、後々つくる

んですか。それとも、豊能町の財政を考え

ると、どっちかなんですか。そこだけは、

はっきりさせておいてくださいね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  エスカレーターをつくった後は、今は、

私は予定はないです。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  僕は町長に、常にビジョンをつくってく

ださいと言うてるんですよ。先ほど、その

ときそのときでベストな選択をするとおっ

しゃられました。でもそれは、言い方かえ

たら、行き当たりばったりということなん

ですよ。ビジョンがないがために、消費税

増税のとき不動産の購入がふえたんですが、

そのときも何の対策も打てなかった。それ

で、アベノミクスのときに大きな補助金が

出たにもかかわらず、ビジョンがないがた

めにほとんど取れていない。やっぱり、ビ

ジョンというものは、まちづくり、町のト

ップにいる人は、こんな町にしたいという

ものは示すべき、有権者、住民に対しては

示すべきだと思いますんで、ぜひともそこ

ら辺を考えて、その場その場でベストと言

わず、長期的に住民の皆さんがこの町に住

んでよかったと思えるようなものをつくっ

ていただきたいということをお願いして、

私の質問を終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、イノベーションとよのの一般質

問を終わります。 

  この際、暫時休憩といたします。 

  再開は、１３時ジャストといたします。 

（午後０時１８分 休憩） 

（午後１時０２分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、緑豊クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

００分といたします。 

  西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ただいま、議長より許可をいただきまし

た西岡でございます。 

  これより、一般質問をいたしたいと思い

ます。 

  ちょっと声が出ておりませんので、ゆっ

くりとしゃべらせていただきます。 

  町長、副町長並びに各担当部長は、的確

な答弁をお願いいたします。 

  さて、ことしもまた８月１５日がやって

まいりました。本年は、戦没者を追悼し、

平和を祈念する日の７０年という節目の年

であります。正午の時報を期して、全国で

多くの国民が、英霊に黙禱をささげました。

しかし、あの終戦の詔書に目を通した人が、

果たして何人いたでしょうか。また、終戦

の詔勅に込められた、国民への期待と激励

と痛恨の思いを、どれだけの国民が理解し

ているだろうか、大いに疑問に思うところ

であります。あの詔書の中で、日本は無条

件降伏にもかかわらず、連合国を相手に凛

として、万世のために太平を開かんと欲す、
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つまり、日本は世界に向かって、日本は敗

戦ではなく万世に太平を開くためにこの戦

争をやめるのであると、堂々と宣言をした

のであります。また、総力を将来の建設に

傾け、道義をあつくし、志操をかたくし、

誓って国体の精華を発揮し、世界の進軍に

おくれざらんことを期すべしと、国民に訴

えております。確かに、この詔書の意に沿

って、戦後、世界の中の経済大国に向け、

先人のたゆみない努力はなされてきました

が、一方、道義をあつくし、志操をかたく

して、誓って国体の精華を発揮しという部

分を捨て去り、日本人の精神構造の高揚は、

凋落の一途をたどっている気がいたします。

国体を国民体育大会、精華を優勝の成果な

どとうそぶく前に、一度、終戦の詔勅に目

を通しても、遜色なきものと思うわけであ

ります。物で栄えて心で滅ぶ、そんな国に

変貌すれば、耐えがたきを耐え、忍びがた

きを忍び、義命に倒れし戦没者は浮かばれ

ず、その遺族の悔恨の念、いかばかりかと

推察しがたきものがあります。私が議長の

ときに、豊能町自衛隊協力会の挨拶で、日

本の国の敵は、アメリカでもソ連でも中国

でも北朝鮮でもない、日本の敵は日本人で

あると挨拶したのを、今でも覚えておりま

す。さきの大戦においても、連合国は日本

を脅威としたのは、日本の軍事力ではなく、

日本人の精神力であります。精神力の衰退

に関しては、詔書の唯一の汚点である、時

運の赴くところの文言に関係しております。

つまり創案者、我が師と仰ぐ安岡正篤をし

て、生前一生の悔恨と言わしめた、文言の

改ざんにあります。それは、内閣の閣議に

おいて、義命の存するところから、時運の

赴くところに変えられたからであります。

そのことで、道徳の至上命令ということか

ら、成り行き任せということになり、結果、

終戦が成り行き任せ、風の吹き回しでどう

にでもなるという意味合いになり、日本の

将来に、禍根を残すこととなったのであり

ます。義命の欠落した国において、今、戦

争放棄の名のもとに、自虐思想、戦争反対

の呪縛から脱却できない日本人、自信と誇

りと民族の独立心をなくした日本人、日本

の精神構想を捨て去った日本人等々が、悲

しいかな、あまたはびこっております。ま

た巷間、前代未聞の極悪非道な事件が頻発

し、いじめ、おどし、詐欺、薬物、果ては

殺人と数えたら、いとまがない状況にあり

ます。日本文化の凋落そのものであります。 

  今、国においては国民を守るため、安全

保障法案が審議されております。日本は、

世界平和の均衡に寄与する一国たれ、そし

て国民の生命を守るため、与野党挙げて安

全保障法案を、早急に成立させるべきであ

ります。そのために、今、百年の大計を見

据えた、真の政治家である経世家の台頭が

切望されておるところであります。 

  一方、地方自治体においては、着眼大局

着手小局の理念のもと、深沈剛柔なる第一

等のトップが期待されるところであります。

トップ以上の町はできないのであります。 

  そこでまず、町のトップである町長に、

豊能町まち・ひと・しごと創生総合戦略の

策定における人口施策について聞きたいと

ころでございますが、これまでの質疑応答

を聞いていますと、またぞろかわりばえの

しない議会になっている状況に、無念の感

ひとしおであります。たび重なる、議会運

営委員会の委員長としての進言は、一体何

だったのかなと情けなくなる次第でござい

ます。主体性がない、甚だしいばかりの事

象でございます。いっとき、ああ言えばこ

う言う上祐というのが、はやったことがあ

りますが、場当たり的な答弁に終始するば

かりか、一貫した全体像、長期ビジョンが

全く見えない質疑応答であります。 
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  しかしながら、議運の委員長という立場

上、みずからを鼓舞して質疑に入りたいと

思います。トータル的に質問してまいりま

すので通告順にはなりませんが、議長のよ

ろしき御配慮をお願いいたします。 

  それではまず、ときわ台バリアフリー化

の問題ですが、きのう、豊能町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の中に組み込んで

いくという答弁でございましたが、取り組

むのなら、短期であれば交通施策としての

バリアフリー計画であり、長期としては人

口施策としての、駅前開発の中のバリアフ

リーであります。特に、ときわ台バリアフ

リー化は短期施策として喫緊の課題であり、

即、実行すべき緊急施策ではないですか。

町長に、お答え願いたいと思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ときわ台バリアフリー化、議員おっしゃ

っていただいたように、私のほうも、これ

は早急に進めてまいりたいというような形

で、このたび進めてまいったところでござ

いますけれども、前回と諸所の理由により、

なかなか難しい状況となってまいりまして、

引き続き進めてはまいりますけれども、当

初の予定どおりというわけにはいかないと

ころにつきましては、御理解いただきたい

と思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  いや、具体的に理由を言うてもらわんと、

諸所の理由じゃわかりません。もう一度、

お願いします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、このときわ台バリアフリー化、こ

ちらにつきましては、当然ながら、施設は

能勢電の中にあるということでございまし

て、能勢電鉄とも一緒に、協議を進めてま

いったというところでございます。その中

で、一つは立地適正化計画を適用しながら、

まちの活性化も含めて、ときわ台周辺の活

性化も含めて進めてまいろうということで、

進めてまいったところでございますけれど

も、一つは立地適正化計画、こちらにつき

まして、あの区域が土砂災害の区域に入っ

ているということもございましたのと、も

う一つは立地適正化計画、これにつきまし

て、周辺の都市との協調というようなこと

ということもございまして、ただ、あの箇

所だけでやるということについては、なか

なかそぐわないというようなこともござい

ました。そんなこともありまして、難しい

と。 

  それとまた、能勢電鉄におかれましても、

もっと人口をふやすような施策、こういっ

たことが必要かということもございまして、

それに、ついてもなかなか具体的に、そう

いったこともございまして、このたび、立

地適正化計画の適用もなかなか難しいとい

うこともございました。そういったことか

らも、今回、能勢電としても、今このバリ

アフリー化ということについて、なかなか、

今の状況では難しいということもございま

して、現在に至ってるというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 
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  私が質問してるのは、バリアフリー化は

短期の施策として、緊急施策としてできる

んじゃないかということを聞いておるわけ

でありまして、ですから能勢電との協力体

制ももちろんですけども、短期のバリアフ

リーだけでも、緊急にやらなければならな

いのじゃないかということを聞いてるんで

す。どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  バリアフリー化だけでも、早急に進めな

ければいけないのではないかという御質問

だったと思うんですけれども、確かに、こ

れにつきましては、イニシャルコストもか

かる、またランニングコストもかかる。こ

れは、能勢電鉄の敷地内にある施設である

ということもございまして、当然ながら、

能勢電鉄と一緒に進めていくということも

必要でございます。ですので、そんな形か

らもイニシャル、ランニング費用もかかっ

てくるということで、これだけを取り出し

て進めるということは、なかなか難しいと

いうふうに思っておりまして、要は、周辺

の駅開発と一緒に進めてまいりたいと思っ

ておったんですけれども、それについても

困難ということで、今現在は、これだけを

抜き出して進めるということについては、

非常に困難であるというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私は、最初の挨拶の中で言いましたけど

も、着眼大局着手小局ということを言って

るんです。物事の見方は大局に立ちなさい

と。しかし、やることは足元からですよと

いう意味です。だから、将来これをやるん

であれば、できるところからやったらいい

んじゃないかと。問題は、今、話を聞けば

コスト、財源の問題だけじゃないですか、

どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  財源の問題は、確かに大きな問題でござ

います。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、町長が答弁したとおりではございま

すけども、能勢電につきましてはやっぱり、

バリアフリー化にかかるコスト、要するに

エレベーターの設置にかかるイニシャルと

ランニングのコスト、これの回収といいま

すか、それを大変気になさってるというの

が現実でございます。そのためには、人口

増加策を具体的に示してほしいというのが、

能勢電の御意見でございまして、それを具

体的に示せば、阪急グループを含む能勢電

社内で具体的に検討をすることができる条

件が整うというようなことでございます。

きのうも答弁いたしましたけども、現在の

駅舎のまま、エレベーターだけを設置する

という案はどうですかということも提案い

たしましたけども、それについてもだめで

あるというようなことでございまして、駅

舎を建てかえての整備も、現駅舎のままの

整備も、町は駅前のロータリーの整備とか

駐輪場の整備をやりますと、それは頑張っ
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てやりますからどうですかというようなこ

とも、能勢電に申し上げておりますけども、

それでもやっぱり、人口増加策がなければ

だめだというようなことが、能勢電さんの

御意見でございまして、そこのところはこ

れからつくります、ちょうど今、議員がテ

ーマにしていただいております、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略、この中で見せて

いくというようなことも必要ではないかと

いうことで、現在、その取り組みもあわせ

て行っているというところでございます。

コストだけが原因ということは、能勢電さ

んにしてみたら、コストの回収が理由であ

るということでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  だから、財源の問題やったら、それをや

れへんかったら、もっと人口施策なんかお

くれますやん。だから、できるところから

やると。今みたいに、その場しのぎの場当

たり的な行政は、橋本議員もよく言ってま

したけど、その場当たり、場当たり的なそ

ういう試行錯誤的な完結がない、平気でこ

の間から白紙撤回だの復活だの二転三転、

果てはうろたえて。そういう施策じゃなく

て、職員はトップのかがみやからね、そう

いうことを認識してやらなあかんのに、町

長の教育の問題もあるんですけども。要す

るに財源の問題やったら、財源を探したら

どうですか、探せばあるでしょう。私は、

これは煎じ詰めれば、行政マンの使命感の

問題に尽きると思うんです。先ほどの中に

あったでしょう。義命の存するところ、何

が何でもやるんだという使命感。 

  そこで、ちょっと順番が変わりましたけ

ど、２番目の財政改革の臨財債についてち

ょっとお聞きしたいんですけども。 

  実は、この財源のヒントが茨木にあった

んですよ。町長は、茨木市の職員の対応を

ちょっと見習うべきですわ。 

  先般、６月２１日の４時ごろ、地方創生

先行型交付金の情報提供をお願いしたとこ

ろ、翌日２２日の１０時にアポをとってく

ださいまして、茨木市の木本市長、秋元企

画財政課長、小西企画財政政策課長が対応

してくれました。唐突な申し入れなので、

私は意見交換のみかと思っておりましたら、

「地方への多様な支援と切れ目のない施策

の展開」という資料を持ってきてくれまし

て、国のビジョンと地方の対応について、

懇切丁寧な説明をいただきました。その上、

交通施策に関し、先行型上乗せ予算がある

ことまで説明していただきました。このこ

とを、私は早速、町長に情報提供しました。

町長、こんなんあるよと。町長、どない言

いましたか。職員に言ったら、それは無理

ですと言われました。その電話１本で終わ

りですわ。この親にしてこの子ありかなと

いう気はしたんですけども。実は、そのと

きついでに、臨財債のこともお聞きしたわ

けであります。臨財債に関しては、臨時財

政対策債は貯金志向にありますという、懇

切丁寧な説明がありました。つまり、臨時

財政債は完全な借金です。これはもう借金

です。内田部長は、借金かなというような

ことを言ってましたけども、完全な借金で

す。借金は返すのが当然ですと。そのため

に、問題は貯蓄をしているか、その臨財債

を貯蓄してるかどうかです。多くの自治体

は、最悪の事態を想定して、財政調整基金

にためていますと。また別に、関大の茨木

支部の総会がありまして、食事会の中で茨

木の楚和副市長にも会って、たまたま飲ん

でおりまして聞きました。楚和副市長も両

課長同様、借金ですと認識を共有していま

した。これは借金なんですよ。町長の認識

はどうですか。 
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○副議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後１時２２分 休憩） 

（午後１時２３分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、ときわ台バリアフリー化の財源を

探してでもやるべき、財源があるのではな

いかということでございます。 

  これにつきましては、鉄道に関する交付

金、道路に関する交付金、駐輪場に対する

交付金とか、立地適正化計画を策定しなく

てももらえる交付金はございます。それは、

能勢電が事業主体になる場合は鉄道に関す

るものでありましょうし、例えば、福岡議

員がおっしゃってたように、消防団跡地に

町が設置するという方法、これはないこと

はないです。これを、道路の施設としてや

るということは可能でございますけども、

その場合は光風台駅前のエスカレーターと

同じように町が設置して、町がランニング

コストも持っていくというような方法にな

ってしまうというようなことで、町長が、

たびたび答弁しておりますとおり、能勢電

車に設置をしてもらうということを、我々

は目指しておるということでございまして、

能勢電につきましても、鉄道に対する交付

金があるのでそれを活用してということは

申しておりまして、能勢電はそれを御存じ

の上で、コストの回収を心配なさっている

というところでございます。 

  それから、地方創生の交付金の上乗せ分

のことにつきましてでございますけども、

その上乗せ分について、たしか私の記憶で

は、希望ケ丘のバス、北大阪ネオポリス線

について、上乗せ分が使えるのではないか

というようなことだったと思うんです。そ

のことについて、阪急バスは社会実験では

なくて・・・。 

○１３番（西岡義克君） 

  議長、違います。質問してることが違う。

町長に、その認識があるかということを聞

いたわけです。町長にと言ったんです。 

○副議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後１時２４分 休憩） 

（午後１時２５分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  臨時財政対策債のことについて、借金で

はないかというお話ですけれども、おっし

ゃるように性格としては借金というふうに

考えてもいいかと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  やっぱり、茨木と豊能町の差は物すごい

あります。向こうはもう、これは借金です

と言い切ってるわけや。豊能町は、そうい

う感じですなという感じです。全然、意識

が違うわけや。私が言いたいのは、財源が

どこにあるかということについては、私は、

臨財債を貯蓄として各自治体がやってると

いうことを聞いたわけです。私も、今回の

平成２６年度の決算ベースで調べてみまし

た。そしたら、やっぱり財政健全化という

ことを認識してるのか、財政危機を認識し

てるのかどうか知りませんけども、結果的

に豊能町もためてます。調べてみました。 

  これ一つは財政調整基金が今２０億2,０

９３万6,０００円積み立ててます。これは

年間予算の約３０％あります、すごい金で
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すよ。６０億の年間予算の中で２０億ある

んですよ。もう一つは退職引当金の基金。

ここにも６億1,３７３万7,０００円。年間、

決算ベースで１０％あるんです。１０年前

から比べるとすごい割合で貯蓄できている

んです。 

  臨財債の原点は、御存じのように平成１

３年度の断行内閣と言われました小泉さん

の国債発行３０兆円以内ということと、当

時の塩川財務大臣の地方交付税１兆円削減

から来たわけです。でも今、国の国債発行

額が1,０８０兆円超えている中、地方交付

税の削減が予測されておりますが、私はこ

の今ためているここからできるんちゃうか

と思うんです。 

  茨木の課長がいわく、これはもうとにか

く大蔵省に既に財政調整基金をためとると

いうことを目をつけられてるというふうに

言うておられました。だから地方交付税の

削減、臨財債の取り上げも含めて視野に入

ってるんとちゃうかと。だから東大きって

のエリート集団の大蔵官僚をなめたらあき

まへんよと、豊能町なんて赤子の手を縛る

ようなたやすいことですと。だから財源は

基金にありますと。だから財源を繰り出し

てバリアフリーの施設として実行したらど

うですか、いけるでしょう、どうです。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かに、財政調整基金を含め基金につき

ましては、平成２１年度末で１４億4,５０

０万円程度でございましたが、平成２６年

度末では２８億3,１００万円程度というこ

とで、ほぼ倍増をしてきております。これ

は財政調整基金だけではなくて、積み立て

型基金の全ての合計でございますが、そう

いう額で推移してきております。 

  お金はあるわけでございますけども、こ

れをどの事業につぎ込んでいくかというの

はこれからの検討の課題であろうと思いま

す。 

  それから臨財債のことでございますけど

も、臨財債はためていくべきものであると

いう議員の御指摘でございましたが、この

臨財債につきましては、団体によりまして

償還の仕方が違います。満期一括償還方式

といいまして、償還期限の満了日に一括し

て元金を返すという方法と、豊能町のよう

に半年賦式といいまして、年に２回年賦の

半分で半年賦ということでございますけど

も、そういう形で返していくという方法が

ございます。議員のおっしゃっている臨財

債のほうはためていくべきであるというの

は、恐らく満期一括償還方式の場合のこと

をおっしゃってるんではないかなと思って

いるわけでございますけども、豊能町の場

合は半年賦式ということで、臨財債もため

ることなく年度年度の財源として使ってい

るということでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  だから、今まちづくりで人口施策が一番

肝心なんでしょう。この間から皆さん言う

てますやん、何でときわ台のバリアフリー

化ができへんねんと。それもほかの案を持

ってきて延ばして結局あかんかったとか、

自分らでやっぱり長期的な案をつくってき

ちっとやることはやっていくと。大阪から

予算があったからこれやりまんねんとかそ

ういう形やのうて、やっぱり信念を持って

きちっと計画を立ててやらないかん。今確

かなことは、バリアフリー化をすることに

よって乗る人が間違いなくふえるでしょう。

そしたら能勢電に対しても物言えるでしょ

う、協力体制も。だから何で私はこれだけ
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の基金を置いておくんかなと。これ終いに

さっき言うた話やないけど大蔵省が来て、

あれ頭がええ人ばっかりの集まりですわ、

東大のエリート集団の大蔵官僚ですわ、な

めたらあきません。お金吸い上げるの何ぼ

でも方法ありますわ。そうなったときは遅

いから、今こういう案があって、豊能町の

将来の人口施策の一環となるんやったら、

ここで使わなどこで使うんですか。それを

財源もないもへったくれもない、探してな

いんですよ。だから町長、さっき茨木の職

員の対応を教育せなあかん言うてるのはそ

こですわ。さっき橋本議員も言うてました

けども、職員からあれやこれやのうてどな

いしましょうか言うことはあらへん。我々

が行ったら、いやそれはこうですと、こう

言うたらああ言う。そうじゃなくて職員と

議員との間には協力体制、いわゆる協働体

制がないわけですよ。だから一緒になって

やっていかなあかんわけでしょう。財源あ

りますやんて言うてるわけです。あっちこ

っち使えるって今ここで使うんちゃいます

かと。皆さんがこれからやっぱり人口施策、

この町税金で食うとるんでしょう。人口ふ

えへんかったら税収もないでしょう。税収

もなかったら需要額もふえませんやん。人

口ベースでいくんやから国から来る交付税

も少ななりまんねやで。この原点ですやん、

それにほかにも予算があるからって。大半

の議員さんからときわ台のバリアフリー化

どないすんねんと、これ喫緊のあれや言う

てはるんですよ。 

  それと平成２３年度の交通会議の分科会

で会長がいみじくも意見具申として言うて

ますわ。豊能町のときわ台の利用はバリア

フリー化を考えなあかんなと。２３年に豊

能町の意思として出してるんですよ、行政

は継続でっしゃろ。自分らでつくった案を

自分らででけへんのやったらだめですよ。

どうですか、もう一回答弁してください。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ときわ台のバリアフリー化については大

事な話やというふうには十分認識しており

ます。ただ、これは先ほど来申しておりま

すように、当然能勢電の中の施設でもござ

いますし、これはイニシャルだけでなくて

ランニングもこれからかかってくるという

こともございます。 

  確かに、今おっしゃっているように財源

は基金というところであるものもあります

けれども、町全体で考えたときに、どこで

どのお金を使っていくかというのは全体の

中でまた考えていく話だとも思っておりま

すし、これにつきましてはやはり能勢電の

了解のもと進めていくべき話だと思ってお

りますので、現在ではそういった意味から

もちょっと難しいのではないかと思ってお

ります。ただ、しないというわけではなく

て、これについては引き続き検討は続けて

まいります。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  何言うてまんねんな。ときわ台の活性化

に向けた駅前開発は、バリアフリー化廃止

のための隠れみのやったんですか、やる気

最初からなかったんでっか。私が言うてる

のは、予算があったら能勢電に対する物の

言い方も進め方もちゃいまっしゃろ、それ

を言うてんですよ。進める気あるのかどう

かということですよ。頭からそんなに金が

ないから言うて能勢電と交渉できまへんと

か、そんな話ちゃいまっしゃろ。町として、
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人口施策としてバリアフリー化をやるかや

らへんか。やる方法としてこの金があるよ

と、能勢電に言えますがな。今それも考え

なかったんでしょう。能勢電は金がないか

らあきまへんでと、そうじゃのうて、それ

じゃ交渉にならん。だから前向きにやって

いかなあかんでしょう。そのために財源は

あるよと僕は言うてるわけです、財源あっ

たですやん。この財源どこに使うかいうの

はまだわかりまへんって言うて、皆さん言

うてるやん、これ使えって。財源ない言う

から皆黙ってもうたわけです。あるやん、

探せばあるんです。皆さんそういうことを

公表して、これはありますけどって言いま

せんでしたやろ。何でも隠して、今こんな

んあるけどこれはここで使いまんねん言う

んだったらわかるけど、財源ありませんね

ん、そういうことを言うてるわけで、一緒

に協力してやっていかなできませんよ、そ

んなもん。わかります、そういうことを言

うてるんですよ。やる気があるのかどうか

もう一回答えてください。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  今、財源の話で言っていただいておりま

すが、確かに財源の話、非常に大事な話で

す。能勢電との話の中で、もちろんどこが

どう費用負担をするのかというところは、

かなり詰めて話をしているんですが、先ほ

ど部長のほうからも答弁いたしましたよう

に、能勢電には仮に町が全て持ってでもや

るかと。財源とか今議員おっしゃっている

ようなそういうレベルではなくて、仮に能

勢電に負担をかけない、町が全て持ちます、

能勢電に負担をかけませんと、それでもど

うですかというところまでの話はしている

んです。 

  今おっしゃったように、我々も望むとこ

ろは駅の利便性を上げることが町の活性化

につながり、ひいては能勢電の乗客の増加

につながるということで、能勢電にも乗っ

ていただける話だと思っているんですが、

そのことを含めても能勢電はまだそこに至

らない、こういうことです。 

  ですから、今お金の話よりもむしろ、人

の財産をさわりにいくことになります。も

ちろん我々が政策としてバリアフリー化と

いうことをうたっておるんですが、能勢電

の駅施設をさわりにいくこと、それに対す

る費用をどうするのか。その費用の中でも

イニシャルはおっしゃるように財源があれ

ばどうにでもなる話ということではあるん

ですが、ランニングをどうしていくのか、

これをよその資産に関する経費を他のもの

が持つ、それはできないスキームではあり

ませんが、通常のスキームではないと我々

も思ってますが、そういうふうなところで

今能勢電がおっしゃっていることは、お金

の話でとめられているわけではない。我々

もお金の話でもって能勢電と交渉している

というレベルでもない。ただトータルな話

で能勢電側の今回のバリアフリー、もしく

は駅周辺部トータルのところをうんと言え

る状況ではないと、こういうふうなことな

んです。 

  状況はそういうことですので、ただ単に

財源だけの話ではないということは御理解

いただきたいと思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  財源だけの話じゃないんやったら、もっ

とトータル的に考えていかなあかんのちゃ

うかな。 

  例えば、平成２３年度の皆さん方がやっ

た豊能町の地域公共交通会議第６回分科会
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で、ときわ台へのアクセスを残すのであれ

ば東西バスも残さなければならないという

ことを会長が進言してるんです。そうする

と、電車だけじゃなくてバスも一緒になっ

てやっていく施策にせなあかんわけです。

バリアフリーだけの話ちゃいますよ。ほん

なら今のリレー便の話も出てきますやん。

そうすると能勢電だけの問題ではなくなっ

てくるでしょう。だから交通会議の中でや

りましょうっちゅうて豊能町の意思出して

ますやん、それを言うてるわけですよ。そ

れを今ごろ、いや金の問題だけとちゃいま

すねん。それやったら全体像で初めから話

せなあかんですやん。でしょう、そんなこ

と言いだしたら。できることからやれと。

だから早いものからやっていくいうことも

この２３年度の豊能町の地域公共交通の中

で言うてるんですわ。だからその辺も踏ま

えて、全体構想でやっていかなあかんのち

ゃいますか。そういうことでやっていって

ください。 

  前に副町長は交通施策はＸ施策と言うた

けど、私はＨやって言いましたな。ちょっ

とはＨになりやと。だからたてに能勢電、

４２３にバス、それをつなぐリレー便、こ

れでＨですわ。Ｈ構想するんやったら、能

勢電だけやのうて阪急バスも関係するわけ

でしょう。ほんならその中でやっていかな

あかんわけです。能勢電だけにわんわん言

うたってしゃあない。 

  やっぱり東ときわ台を活性化してお客さ

ん乗ってもらおう思ったら、バスが電車に

客を持っていかんと活性化しませんやん。

だからあの分科会の中に行政も一緒になっ

て電車もバスも入ってると思いますわ、そ

ういうことでしょう。だから、もちろん今

おっしゃったように金だけの問題やないや

ろうと。でも金がない言うからありまっせ

という話をしただけで、だから今後トータ

ル的にやってほしいと思います。 

  今のバリアフリーは積極的、前向きにや

ってほしいということを言うときます。金

だけやったらいけるいうことですな、後は

能勢電のあれやと。だから能勢電と阪急バ

スも一緒になって交通会議の中で緊急に進

めてほしい。これ要望しておきます。 

  次に希望ケ丘の交通網の充実の問題です

けども、前回戦略特化については６月議会

の認識が私はちょっと誤ってました。これ

はさっきの話で、豊能町のまち・ひと・し

ごと創生総合戦略の策定事業の中で取り組

むということできのう答弁いただいており

ますけども、どうも私はリップサービスの

ような気がするんです。さっきの話やない

けど時運の赴くまま、後は風任せ、バス任

せというような感じで、主体性がないよう

に私は感じてるんです。バスが主導型ちゃ

うかと私は感じてるんです。だから今、こ

の前の答弁では部長は進めてるんやと、だ

から３年後、５年後じゃないと。もう既に

阪急バスとは返事をもらうようなとこまで

きてるというような答弁ぐあいやったけど

も、どこまで具体的にやってるのか、まず

お聞かせ願います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  昨日からも答弁しておりますけども、北

大阪ネオポリス線のトンネル便につきまし

ては、昨年度から町のほうから具体的な案

を示して阪急バスに提示し、また箕面市に

もお示しをしてきたと。今年度に入りまし

てからは、阪急バスに会社としての独自の

ダイヤ案を考えていただくということにな

っておりまして、このたびそのダイヤ案の

提示もいただきました。いただいた中で、

後は箕面市、茨木市への調整とか残ってお
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るわけでございますけども、それがクリア

できますと早い段階で実現できるものと思

っておりまして、そういうところまで来て

いるということで、本当に具体的なダイヤ

の案までこぎつけているというところでご

ざいます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  その金銭的な面の交渉はどこまでいって

るんですか。例えば、補助金を何ぼ出すと

かそういう話はあるんですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お金の話につきましてはまだ協議中でご

ざいまして、この場で申し上げられること

はないんですけども、阪急バスとしては経

営の合理化をもって何とかやってきたとい

うような意識の表明はしていただいており

ます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  無理でしょう。西地区でも今走ってるバ

スに1,０００万入れてるんですよ。東の人

口考えてみなさい。僕はもう既に茨木から

箕面行くバス乗ってますよ。大体朝と夕方

の便だけですけど、三十四、五人弱ですわ。

だけど、あのバスは山間やから座らな行か

れへんからあれで満席ですわ。それがほん

なら４２３通ったときに、私はもっと乗る

と思うんです。子供さんは間に合わんから

箕面森町まで送ってる親御さんたくさんお

ります。それと、地元から山の中通る側、

希望ケ丘まで朝子供さん送ってきてる車も

あるんですよ。そんな人が皆こっち乗るわ

けです。だから私は今阪急さんの努力もあ

ります。バスは下請の会社みたいなもんで

すから、協力して頑張ってくれてるから何

とか採算ベースに乗ってくるんちゃうかな

と私は思ってます。 

  でも箕面と豊能と考えてみてください。

一般的に言えば、公共交通というのは民間

でやってもらうもんですよ。でも、そこま

でいかない町はそこをいくようにやっぱり

やらなあかんわけでしょう。箕面の発想は

公共交通は補助金なしの採算ベースで行け。

豊能町は言うたら標準人口不足自治体です

わ。その自治体が補助金というのは発想的

に必須条件になるわけですよ。それをやっ

て、いろんな施策を打って補助金なしにす

るようにやらなあかんわけです。その前段

を早いことせな、だんだんだんだん人が出

ていってそれもできんようになります。こ

れも緊急事態ですよ、喫緊の課題ですよ、

もう昔から言うてるわけですよ。 

  あそこトンネルできたん、もう七、八年

前でしょう。そやのにこっち走ってるわけ

ですよ。言うて悪いですけど、たとえ２便

でもこっちに早いこと走っとったら人口ふ

えてますよ。私は朝信号のとこに立ってま

すけど、何人高校になって出ていったか全

部知ってますよ。そんな人はね、はっきり

言うたら全部とどまってるんですよ。 

  我々ではなくて、我々の次の代の人が残

るような施策は基本的には交通施策でしょ

う、人口増はそれしかないですよ。それを

公共交通は民間に任せて補助金出すべきで

はない、そんな考えしとったらこの町つぶ

れますよ。だから補助金の話もきちっとし

ながら進めてほしい。どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本日そのお金の話を申し上げる段階では
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ないということでございますけども、議員

御指摘のとおりそういう金の話は今後出て

まいります。それも含めまして、何とか話

をつけたいと思っておりまして、残るは先

ほど申し上げました箕面、茨木との調整、

国の機関であります近畿運輸局との調整だ

けが残っておるということになろうかと思

っておりまして、我々の思いとしては年内

は無理でも年度内に何とか実現をしていき

たい、合意に至りたいというような思いを

持っております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ありがとうございます。首はつながりそ

うです。 

  やっぱりイニシアチブとるのは豊能町で

す。いわゆる職員はまちづくりの仕掛け人

て今まで私言うてますやん。戦後７０年を

期して財源がなければ国の地方創生予算を

死ぬ気になって取ってきなはれや。特攻隊

でも組んで予科練やないけど分捕ってきて

くださいや。それがでけへんのやったら、

創生予算の中で中央からの人材の招致もで

きるんですよ。そんなこと恥ずかしい。だ

から、ほんまに命をかけてやるぐらいのこ

とでやらんと、この町はつぶれまっせ。は

っきり言うてだんだん人が、そういうやっ

ぱり危機感を持ってもらいたいと思います。 

  中井副町長が交通施策はまちづくりの大

動脈や、我々が望むドリームプランをつく

ると。美辞麗句はよろしいんや、リップサ

ービスもよろしい、やることですわ。だか

ら一丸となって頑張ってほしいと思います。 

  それにしても今のバスに関しては、２３

年度の交通会議の前までは豊能町割と裕福

な感じで東西に循環バスを走らせておった

と。だけどなかなか厳しい状況になったん

で、２３年度にそれを見直そうということ

で交通会議をやりまして、そのときに結局

今のリレー便の話も出てます。 

  私この間リレー便の話しましたけども、

リレー便に対してどうも部長との認識がち

ゃうんです。部長はリレー便は１日３０人

乗ってるという話ですけど、ちょっと認識

が違うなと。ちょっと認識を一つにせんと

これは質問できへんなと思いますんで、そ

の認識を一つにするために質問したいと思

うんですけども、リレー便は短期計画の暫

定処理であり、幹線バス池田線の乗り継ぎ

と東西移動の代替手段であると言うてます

けど、部長これ合うてますか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  その次に中止々呂美を起点にして、池田

にも千里中央にも東地区にも西地区にも行

ける将来の幹線をつなぐものであると。こ

れどうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  地域公共交通基本構想におけます将来形

は今議員がおっしゃったとおりでございま

して、幹線の要するに箕面森町線の延伸の

ことでございますが、箕面森町線の延伸が

実現するまでの短期計画として、今リレー

便を運行しているということでございまし

て、議員のおっしゃるとおりでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 
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  私ほんなら勘違いしてまんな。私はさっ

き言ったように、リレー便ていうのはいわ

ゆるＨ構想の真ん中の線やなと思ってます

んで、能勢電、４２３のバスをつなぐのが

リレー便や思ってました。今の話やったら、

ときわ台から箕面森町に入れるバスをリレ

ー便というふうに聞こえたんですが、そう

ですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  地域公共交通基本構想におきます将来形

は、千里中央と能勢電を結ぶ直通便の実現。

これが実現すれば、リレー便はやめるとい

うことでございまして、そうすると中止々

呂美で全てのバス便の乗りかえは可能とい

うことでございますので、東西連絡もでき

るというような構想を持っておるというこ

とでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  交通会議の中で言ってるのは、ただ東西

のバスはどうするのかなと。先ほどときわ

台の件もありましたように、ときわ台を活

性化させるには東西便も要るなという話が

ありました。これは何を言わんとするかと

いいますと、東地区には文化施設が少ない

んです。２３年度の交通会議の中では、や

っぱり東西の交流ということを言っとった

わけです。それにかわる代替便が今回ない

んです。 

  リレー便は違いますよ。あれは私に言わ

したら箕面森町強化便ですわ。それは証拠

に部長乗ったことないでしょう。私は２回

乗りました。要するに、東ときわ台から中

止々呂美でおりる人が何人おるか。朝３人

しかおりません、帰りも３人ですわ。じゃ

東の人は来るわけないでしょう。まして中

止々呂美にとめたことで、一般のバスとの

競合があるんで値段が上がってますやん。

じゃ1,５９０万払って何でそんな無駄なこ

とすんねやと。今箕面森町に入ってるバス

が既にあるわけでしょう。じゃそれを強化

する前に、４２３には千里中央へ行くのに

走ってない今言うたもう一つの幹線がある

でしょう。その便が走ってないわけですよ。

幹線があって初めてリレー便が有効になる

わけです。はっきり言うたら今の便はとき

わ台の強化便ですわ。中止々呂美でおりる

人は３人しかおりません。そのうちの２人

は東地区行ってます。それやったらそんな

便何の意味もないわけです。それやったら

東西便置いとったほうがずっと有効やし、

高い金払うて時間かけて人減ってますよ。

部長が言うてる三十何人乗ってるいうのは

箕面森町行ってる客ですやん。そんなん走

らさんでも今までもそんだけ乗ってるんで

すよ。ふえてないですよ、多分減ってるは

ずですわ。だからそれやったらまだときわ

台のバリアフリーのほうに金かけてやるほ

うがずっとましですわ。 

  それよりもきのう質問してくれはったけ

ど、東地区の買い物できない人、年寄りの

足の悪い人、今ややこしなって病院ないで

しょう。交通会議の中では箕面病院がある

からという話はちらっと出てます。でも西

地区にはたくさん病院がありますやん。だ

からそういう無駄なことをせんと、やっぱ

り町が主導的にプランをつくってやらんと、

阪急主導型じゃだめですよ。金出すのは出

さなあかんけど、言うことは言わなあかん。

だから誰のためにやってんのかな。だから

順序を間違うてバスを走らせたら何の意味

もない。だから私はこの前、無駄の骨頂と

言いましたな。だから、ちゃんと有効なバ

スを走らせてほしいと思うわけですけども。
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幹線が整備してないのに何で支線であるリ

レー便が先走んねんと。普通、幹線に支線

がつながるんでしょう。何のためにあれ走

らせましたんや、誰のためですか、誰も喜

んでないですよ、あれ。 

  東地区の人は２０分で希望ケ丘まで来て

２００円です。今、希望ケ丘来るのに２回

乗りかえなあかんのですよ。２回乗りかえ

て料金的にこれ書いてんのうそですわ。こ

こに書いてある案内の料金は違います。中

止々呂美から希望ケ丘４丁目、大人３６０

円。こんな便ないですよ。朝の１便はある

か知らん。それは朝、池田行きに乗れいう

ことですわ。だけどそれ以外ないんですよ、

６９０円かかるんです。こんなうそ書いた

らいかん。乗りかえ便ないんですよ、中

止々呂美から余野行ったって。これを阪急

に言うたら、いや町さんがって言うた。そ

んなうそ書いたらいかん、ないですよこん

な便。だからやっぱり実際に足で乗って、

住民さんのために足で稼いで、きちっと自

分らで計画立てなあかんのですよ、あなた

任せにやっとったらあかんのですよ。 

  だから、今言うあのリレー便は東西バス

の代替案にはなってないですよ。代替便が

ないいうことですよ。だから、いみじくも

２３年度の交通会議の中で東西バスは置い

とかなあかんなという意見が出てるんです

よ。それは知ってる人が言うてるんです。

部長は東のことは知らんでしょう。３回乗

りかえなあかんのですよ。病院行くんやっ

たら、今の箕面森町線乗って１回乗りかえ

るだけでしょう。希望ヶ丘は２回乗りかえ

な。２回目の便がない、料金が全然ちゃう。

だからこんなこと書いたらいけませんよ。 

  そういうことで、今後トータル的なこと

を考えるのであれば、今私が言うてるＨ構

想に副町長の言ってるＸ構想ですか、だか

ら私はＸをフォローするＨ構想ということ

で、両方を全体に見てやってもらわんと、

単に一部分をつかまえてやったって、今の

無駄の骨頂になりますんで、その辺を考え

ていただきたいと思います。 

  今後、今言う東西便、朝１便しかないで

しょう。だから縦の線２本つないで横の便

をということ。だから、復活しまへん言う

けど今の東西便は復活せなだめですよ。じ

ゃ復活せんのやったら新しい便つくってく

ださいよ。何の意味もないあの1,５９０万、

無駄ですよ、あれ。あんなもん走らさんで

も十分行けます、箕面森町。一回乗ってみ

てください、どうですか。やり方みてくだ

さい。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  東西バスでございますけども、これはも

う議員もよく御存じのとおり、最初は公共

施設巡回バスという格好で始まりまして、

それが東西バスでありますとか、東地区巡

回バスでありますとか、西地区巡回バスと

いうふうにだんだん拡大をしていって、東

地区巡回がなくなり、西地区巡回がなくな

りというようなことで、最後は東西バスも

なくなったというようなことでございます。 

  これにつきましては、社会実験という格

好でやっておりまして、利用がある一定の

数を下回れば廃止しましょうということを

決めた上で社会実験をしておったと私認識

しておりまして、それについては地域公共

交通会議の中でもその確認の上で廃止と決

めたものでございました。ただ、廃止をし

ました折には東西間の移動がなくなるとい

う意味で、リレー便という格好で東西間の

移動を確保しようとしたものでございます。 

  東西バスにつきましても、リレー便につ

きましても、車両１台で運転手が１人でと
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いうようなことをやっておりますことから、

東西間の移動は距離が長いので便数が少の

うございましたが、リレー便にいたしまし

てからは便数がふえておりますので、乗り

継ぎは必要ではございますけども、東西間

の移動ができる便についてはかえってふえ

ているという認識をしております。 

  東西バスについては、今のところ復活す

る考えはございませんけども、引き続き箕

面森町線の延伸をもって、地域基本構想の

最終形に持っていきたいと考えております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  部長、あんた知らんからそんな言うてん

ねん。さっき言いましたやろ、２３年度ま

では巡回バスによる潤沢予算による交通施

策兼福祉施策で走らせたバスですわ。西地

区も東地区もいろんなお店、施設を回りま

しょうと。西も走ってました、東も走って

ました。ところが、財政が厳しなってきた。

それで２３年に交通会議の分科会ができて、

交通施策兼福祉施策の見直しの検討に入っ

た。それで２６年から交通施策兼福祉施策

から財政施策への転換ではなく転嫁に変身

したんですわ。 

  これ転換したんやったら福祉施策がない

んですよ。あれ福祉バスに近いもんですわ。

西の人は巡回バスなくなっても何とかいろ

んな施設行けますやん。東から歩いて行け

ますか。あれは二重構造の豊能町の体制が

あって、西にも東にも両方に施設がつくれ

ない、そんな予算ないと。だから東地区の

人は申しわけないけどバスに乗って西の施

設を使うてくださいと、これが最初のあれ

ですわ。その部分がこれあらへんねん。こ

れをあのリレー便はカバーできないんです。 

  乗ってないですやん、はっきり言うて。

乗ってる人言いましょうか。１人はここの

アルバイトに来てる職員ですわ、あの子１

人。もう１人、希望ケ丘のコープにアルバ

イトに行ってる人。もう１人はお年寄りの

方、わかりませんでしたけども向こうわた

って東のほうに行きました。３人です。そ

の人らも本来なら２００円で２０分で行け

たんです。それが乗りかえて時間かけて５

９０円も払うて乗ってるわけですよ。本当

はもっと乗るはずです。 

  前も言いましたやろ、私が１回目リレー

便乗ったときにバスの運転手さんとマンツ

ーマンで和気あいあいと乗ってました。運

転手さんが言いました。何でこんなバスや

めますねんと。あのバスはお年寄りの足の

悪い方もお年寄りが楽しんで買い物に行っ

とったバスですよと。何でこんなんやめま

すんやと。同じ1,５９０万払うんやったら、

さっきの話、今言いましたやろ、運転手さ

ん１人雇うのにもったいないから走らせて

るみたいな、その半分こっちに回したらよ

ろしいがな。何でこっちばっかり回すんや。

交互に走ってますやん。始めは箕面病院や、

その次は箕面森町や、交互に走ってますね

ん。聞いたら運転手さんの時間がもったい

ないから。ほんなら何でその半分の便を希

望ケ丘のほうに行くかしませんねや。それ

がほんまの代替便でっしゃろ。あの箕面便

は誰も喜んでないんですよ。何でそんな便

走らせてるんですか、おかしいでしょう。

交通会議で決まった、決めたん誰ですか、

案をつくったん誰ですか、分科会でしょう。

その責任は分科会にあるんですよ。ほんな

ら、いや代表者も入っとった、それは交通

会議の中へ入っとる、分科会に入ってない

でしょう。その責任は大きいですよ。 

  だから私は再開できへんねやったら、今

言う半分の箕面病院行ってるやつを東に走

らせなさい。ほんならそれで両方喜びます

やん。少ななったけど、それでも２００円
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で行けたら結構なことですやん。中止々呂

美にとまったために料金が上がったんです

やん。あんなとこ誰もおりたくないわけで

すやん。病院に行く人は１人おりました。

その人は箕面森町行って千里中央線乗って

中止々呂美でおりたら終わりですやん、１

回の乗りかえだけですやん、それは考えて

くださいよ。後の半分は箕面森町と東行く

のと両方にわけて運転手を無駄なく十分使

うたからよろしいがな、どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  町としましては、地域公共交通基本構想

に基づいてやっておりますので、現在議員

が提案なさったからといいまして私がわか

りましたというような答弁はできませんけ

ども、今後とも交通会議の中で将来あるべ

き交通の体系はずっと協議を続けていくわ

けでございますので、そういう議員の御意

見も含めて交通会議の中で協議することは

可能でございますので、また諮ってまいり

たいとは思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  それでは最悪半分を東のほうに、運転手

遊ばすのもあかんから走らすということで

やってください。 

  はっきり言うてリレー便の状況を調査し

ましたけど、箕面森町の客が乗ってるだけ

で、要するに池田に行った人は１人もおり

ません。きのうも出とったように、池田へ

行くんやったら能勢電乗ったほうが安くて

早い、誰が乗りますかそんなもん。でもこ

の間から言うてるのは、池田線乗るために

走らせたと言うてます。全く間違いですよ、

それ。だから今言うた方向で、交通会議の

中で、これからできるだけ早い時期に半分

をこっち走るか、もしくはできるだけ早い

時期にトンネル通って直行便を千里中央線

を走らす、それをお願いしておきます。必

ずやってください。 

  それでは、次に行政評価制度についてち

ょっとお伺いしたいと思います。 

  財政が厳しい中で、地域活性化に向けて

創生予算がありますけど、これにもいけん

ことはないんです。行政評価で出るを制す

るのほうのことをやればこれもできるんじ

ゃないかと思うんですけども、箕面ではも

う既に、この前も言ったように頑張る職員

の評価制度を２５年から計画立てまして、

ことしの４月から評価制度をやってます。

ここは何とか制度というのをやってるらし

いけども、どこまでやってるかちょっと町

長聞かせてください。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃっている行政評価という

のは人事評価のことですね。人事評価につ

きましては、豊能町においては勤務評定制

度という名前でやっておりまして、平成１

９年度から導入しておりまして、ことしで

９年目ということになっておりまして、従

前から議員がおっしゃってるのは頑張る職

員に報いるような制度をいうことでござい

まして、２６年度からは人事評価とは別で

はございますけども、職員表彰制度という

ようなものも取り入れて、職員のやる気、

意識改革のようなものを図っているという

ところでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  現実に、結果はどういう結果になってま
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す。実数でちょっと聞かせてください。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  勤務評定の反映につきましては、勤務評

定の成績が極めて悪い者、これにつきまし

てはペナルティーというような格好で、実

数は今申し上げられませんが昇給をとめる、

また勤勉手当をカットするというようなこ

とで反映はさせていただいております。 

  それから職員表彰制度につきましては、

２６年度から新たに導入したわけでござい

ますけども、一団体を表彰させていただい

たというところでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私は公表できないという部分が非常に抵

抗を感じるんですけども、箕面なんかはも

う全部表にして出して、名前も出してやっ

てますわ。そのかわり、復帰もできるよう

な制度がありまして、１回落ちても上へあ

がるという形のものがあります。優しく厳

しく、そういうことでないと人は育ちませ

んわ。そういう制度もきちっとやって、目

に見える形のもんをやっていかなあかんと

思います。はっきり言うて内輪で風呂の中

でへこいてるんちゃうから、きちっとやっ

ていってほしい。これはこの次、また具体

的な数字と案を聞きますんで、よろしくお

願いしたいと思います。 

  それとちょっと遅くなりましたけど教育

問題、聞かせていただきたいと思うんです

けど、私はやっぱり基礎・基本の重視、こ

れは基本であろうと。教育というのは人間

がどう生きていくかということが基本やと

思うんです。さっきも冒頭の挨拶の中で義

命の存するところということを言いました

けども、これは道徳の至上命令ということ

です。今そういう部分が非常に欠けてると。

だから、いろんな事件が起きても見るにた

えないような考えられない事件が起きてお

ります。ですからそういう基礎的なことを

きちっとやっていってほしいと思うんです

けども、そこで森隆夫さんという先生がお

っしゃっとるんです。人格的権威の醸成と

いうことを言ってます。人格的な権威とい

うのは権威には二つあると。制度的な権威

と人格的な権威があると。制度的な権威と

いうのは、例えば町長、副町長、議長。で

もそんなもんは何にも偉いことないんです。

議長が議長としてあるべきことをするから

議長はすばらしいな、俺もついていこうと。

町長は町長としてあるべきことをやるから

すごいなと職員はついていくわけ。そうい

う人格的な権威の醸成、これは小さいとき

から育むものであろうと思っておるんです

けど、何かそういう類いのことを豊能町は

やっているかどうか、まずお聞かせ願いた

いと思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今の議員のおっしゃられたとおり、基

礎・基本はとても大事なところで、その中

で心の育成というのはとても大事なところ

かなと思っております。道徳教育の推進と

いうのは、本当にここ数年本町でも研究指

定を受けたりとかしながら進めているとこ

ろであります。 

  人格的権威をやはり子供たちに身につけ

させる、そういう人物になってもらうため

には、教員が人格的権威を持った資質の教

員であらなきゃならないと思っております。

その点につきましては、教育研修等さまざ

まな面で大事であると。今、人事権移譲が
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ありまして、豊能地区で教員を採用できる

というとこでも大事な部分であると。本人

のやる気であるとか、いわゆる教員の専門

性のみでならず、人としてのすばらしさを

見ながら採用していきたいなというところ

で今実施しているところでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  やっぱりそういう部分で教師の力量とい

うのは大きいと思います。その教師の力量

を育む部分はどこでやっていくのか。例え

ばそういう施設があるのか。豊能町は今権

限移譲されて、この３市２町でやってます

わな。どこの分にそういう教育施設がある

のか。あれば教えていただきたい。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今申し上げましたように、なかなか人格

的権威というのはやっぱりその人となりと

いう部分がありますので、まず採用をとて

も重視しております。人となりとしてすば

らしい先生を採用したいということで、今

採用試験には１次試験、２次試験とあるん

ですけども、ともに面接というのを重視し

ておりまして、ペーパーテストだけでなく

て、とても面接点の重視というのをしてお

ります。 

  その後の教員の研修なんですけども、以

前は大阪府の教育センターで府が研修を実

施してまいりましたが、今は豊能地区にそ

ういう研修権も移譲されてきましたので、

３市２町の中でお互いがやっている研修を

公開できるものはなるべく公開しまして、

豊能町の教員が例えば箕面の教育センター

で研修を受けてるとか、豊中市の教育セン

ターで受けてる、さらに池田の研修である

と。能勢と豊能には教育センターございま

せんので、それぞれの学校でしている、例

えば豊能町が学校の中で開いている研修に

豊中の先生も来られているということで、

教員同士が切磋琢磨をして、より教員とし

てのレベルを上げるような努力はしており

ます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  子供は親の背中を見て育つと言うけども、

学校では先生とともに育つと。先生も子供

とともに育つという感じやと思います。 

  それで私も毎回言うとるんやけども、何

で学校に国旗が上がってないのかなと。私

はやっぱりアイデンティティーの育成とい

うかこの人格的な効用も、やっぱりなじみ

というか国旗に対する敬意もあるんやろう

けどなじむという部分で、教育施設の学校

に国旗がないということは私はどうもおか

しいなと思っている。この近辺はほとんど

ありますよ。能勢は私見てないけど、茨木

も。あれも平日茨木なんかはかかってます

し、亀岡もかかってます。箕面はまだ平日

はかかってないですけど、いろんなイベン

トがあるとき、入学式かそんなんはポール

にちゃんとかかってます。だからそれはき

ちっとやってほしいと。これは毎回言うと

るんですけど、学習指導要領の中に占める

国旗の位置づけはどういうふうになってる

んですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  国旗・国歌につきましては、大切に扱い

尊重する態度を養うというふうになってお

ります。その具体例として国歌につきまし

ては、小学校において授業の中で適切に扱
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い、尊重する態度を養うと。国旗につきま

しては、いわゆる入学式・卒業式なんかの

儀式的行事においては、掲揚して尊重する

態度を養うというふうになっておりまして、

本町でも式場内にポールですけど掲揚させ

ていただいて、適切に扱わせていただいて

おります。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  式場内には入ってるけども、外のポール

にはかかってないね。あれはやっぱり外に

もかけなあかんことやと私は思います。今

後そういうこともきちっとやってほしいん

ですけど、もう１点です。 

  安全な通学路の確保ということで、これ

は積み残し問題ですわ。これは教育委員会

だけの問題やない。ただ、今は教育委員会

が担当しているということでなってるけど

も、本来なら全庁挙げてやるもんです。こ

れは言うて悪いけど随分昔の話であの道路

はついてます。調べました。これは昔の町

長もかんでます。こんなことようやったな

と思うんですけど。これ教育長、あの道路

の一部は学校用地やったと聞いてますけど、

そうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  十分に承知しているわけではありません

けども、底地がどういうような、道路の土

地がどういう所有状況であるかということ

に関しては、以前に図面を見たことがある

んですけど、非常に入り組んでおる状況で

あることは承知しておりますけども、登記

上といいますか公衆用道路として一般の車

両が通れる道路としてなっていると。底地

については非常に持ち分が複雑であるけれ

ども、それは公衆用道路として一般の車両

が通れるような状態になっているという理

解をしております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今そうなったんですわ、今。昔は建設の

ほうがわかるんかわからんけども、一部学

校用地やったと聞いてます。それを町が半

分は民有地で一部は学校用地やったと。そ

れを町が買い上げてあの道路をつけたとい

うことに私は調べた範囲ではなってます。 

  そうしますと、教育長にお聞きしたいん

ですけども、文科省でそういう学校用地を

その類いに売るということは可能なんです

か、お答えいただきたい。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  一般論でありますけれども、学校用地の

まんま、それは行政用地でありますから、

つまり学校用地としてそれが登記といいま

すか位置づけられていれば、それは行政が

使う土地としてありますから簡単に売り買

いということはできないです。ただし、そ

の用地が一般財という形になっていれば売

ることができると思うんですが、そういう

手続をとられたかどうか、あるいはそのと

きに学校用地を業者といいますかどっかに

売ったとかというようなことに関しては、

十分に承知しておりませんので、もし売っ

たとすることであるならば、一般財として

転化した後に行われるのが通例だと思いま

す。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 
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  私が知る範囲では、その学校用地と民有

地をともに町が買い上げて、道路をつけた

と聞いております。それに関してはまた私

もちょっと調べてみたいと思うんですけど

も、私はとんでもない話やなと思ってます。

文科省がそんなもん許すわけないし、だか

らそれはどういう形でそうなったのかちょ

っと今んとこわかりませんけども、何せ子

供の命が危ないということで、やっぱりき

ちっとそれは何とか対処せなあかんのちゃ

うかなと。 

  これ問題が起こってからではどうしよう

もないことでありまして、今は起こってな

いから起こらないという保証はないわけで

あります。これは、もし問題が起きたら親

御さんは業者には行きません。はっきり言

うたら公の町へ行きます。町長、ちょっと

認識しとってほしいんですけど、これはだ

から放ったらかしにしとく問題じゃないと

思っておりますので、町長それ認識して、

今後ちょっと対応してほしいと思うんです

けども、どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど来から出ております道路につきま

しては、業者とも協定というものを結んで、

協議書といった中で一定の安全性について

は確保しながら進めていってるところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  一定の安全性なんか言うてないですよ。

根本的に解決しなさいと言うてるんですよ。

その対応をしてほしいて言うてるんですよ。

もう一回答弁願います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  現在先ほど来申しましたように、この間

業者とも協議して、これで安全性というこ

とについては確保して進めていってるとこ

ろでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  そんなこと言うてへんて。安全は確保す

るのはそれはそれでよろしいやん。問題を

解決せんと起こりますよと。臭いもんは元

から断たんとあかんていうことですわ、そ

れをやらなあかんちゅうことです。そうい

うことをこれから安全対策をしながらやっ

ていきますかということです。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、毎年協議してお

りまして、その中でお互いできることにつ

いては常にして、安全対策については高め

る努力ということはしていってるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後１時２２分 休憩） 

（午後１時２３分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 
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○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  毎年業者と協議をしながら進めていると

ころでございますけれども、同様にこうい

った協議で安全性については確保してまい

りたいと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後１時２４分 休憩） 

（午後１時２５分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  今の状態で進めてまいりたいと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  問題が起こってから対応するのかどうか

知りまへんけど、後で泣きっ面に蜂いうよ

うな形になったら大変やと思いますし、私

もＰＴＡやってるころ子供が交通事故で亡

くなったんですわ。そのときお通夜に行き

ました。横でおばあちゃんが泣いてます、

見てられまへんで。小さい子が亡くなって、

横でおばあちゃんが私がかわりたいなんて

言うたん聞いてみなさい。あなたも子供さ

んおるでしょう。わしもおるけど、うちは

もう大きいけどね。そういうことも考えた

ら何かすることあると思うんですけど、そ

れは任せますわ。 

  それと環境保全のほうですけども、前々

から言ってるように環境保全条例の罰則規

定、これはもうやらへんと言い切ってるん

ですけど、今度の部長はどうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  環境保全条例の罰則規定をどうするかと

いう話なんですけれども、私も議員おっし

ゃってるところの空き地の管理につきまし

ては、担当をしておる時代に大変苦労した

ことがございます。そのときはかなり血が

上っておりまして、もうこんなん何でもし

てやるねんという思いまで持って対応をし

ておったのは事実でございます。ただ、い

かんせん現在きょねん度になりますけれど

も代執行を行いまして、その結果一旦はき

れいになったと。その者も代執行にかかっ

た費用等については何も言わずに納付して

きているというようなこともありますので、

いま一度もう少し様子を見もって、もしも

そういうことをしなければならない時期が

来ればやっていきたいなというふうな考え

でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私は言うてるのはそこだけじゃなくって、

歯どめになるからつくったらどうやと。そ

れとあれから以降、また草ぼうぼうですわ。

そうすると、職員さん大変やと思うんやけ

ど、多分あっちこっちから文句が来るやろ

うと。あの人は今までやってきた中で電話

もしても出へんわ相手にならんわ、はっき

り言うたらそういう人ですわ。中にはそう

いう人もおるわけですわ。だからそれに対

してやったからどうのこうのということは

別として、やっぱり豊能町にはこういう姿

勢があるんよという、やっぱり姿勢は示し

たほうがええんちゃうかという意味で言っ

てるんですわ、どうですか。 
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○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  条例全体に罰則規定ということでござい

ますけれども、一つ議連条例というのもあ

りまして、考えていくところではあるんで

すけれども、ただ罰則ということになりま

すと、町だけの判断でできないというとこ

ろも、この間残土の条例をつくったところ

で判明をしておりますので、その辺とも十

分協議をしていかな、ここで今すぐやりま

す、やれないということについてはお答え

できないというところでございますので、

よろしくお願いします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  部長言うとくけど、今までずっと言うて

協議してきてるんですわ。東大阪にもでき

てるの見せてるんですわ、でけんことない

んです。何でせえへんのか私はわからへん。

だから今後も協議して早い目につくってく

ださい。 

  それともう１点、戸知山入り口の例の道

路問題、あれもそのまま回答もないわけで

すけども、あれは早いこと文書を返して出

るときにはきちっと道路をしますというよ

うなことせなあかん。 

  それともう１点、これには言うてないけ

ども、この間木代の自治会長のところ行っ

たら、予算上げて金やっとんのに戸知山の

貯水池掃除してないね、やってないのどな

いです。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず戸知山の道路の件でございます。こ

れにつきましては議員からたびたび御指摘

を受けております。業者とも協議をしてお

りますけども、現在はまだ約束を取りつけ

るというところまでは行ってないわけでご

ざいますけども、今後とも粘り強く交渉を

続けまして、何とか話が整理でき合意まで

持っていけたらというような思いでござい

まして、交渉は続けてまいります。 

  それから池のしゅんせつでございますけ

ども、あれは行った後あの形でございます。

まだしゅんせつ土残ってはおります。あれ

が予算を立てましたのが当然秋の予算編成

時期でございまして、１年以上後の冬にし

ゅんせつをするというのが普通の工事の工

程でございまして、工事を執行します年度

に大雨が何回も降りまして、予算を組んだ

ときの設計の土量の倍ぐらいの土量が池に

入ってしまったということで、結局設計ど

おり工事はしたものの土は残ってしまって

いるというような形でございまして。あれ

工事はやったんです、やったんですけども、

設計どおりの土量ではなかったということ

で、土が残っています。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ほんだら、そういうふうにならんように

業者に対応させなあかんやん。そんなん雨

降ってすぐなるようなことやったら、土砂

取ってんのか何してんのか知らんけど、そ

ういうことにならんような対策をとってか

らそういう業をせなあかんのちゃいます。

大阪府にそれは言わなあかん。来年の８月

までが期限になってるみたいやけど、それ

と看板かて落ちてもうとるし、そら大阪府

の管轄やから。だけど大阪府が許可したに

したって、豊能町は管理する義務があるん

ちゃうかなと。たまには見に行ったほうが

ええと思う。今言うたように、掃除したけ
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どあんな状況やったらほかに問題があるか

ら、業者をちゃんと指導してそういうふう

にならんような体制をつくってから業をし

てもらわんと。えらい迷惑な話や、私はま

だやってないんか思った、埋まってもうと

るわ。それ今後対応できるかどうか答弁願

います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  しゅんせつ工事をやりましたのは平成２

６年度でございまして、ことしの１月から

３月の間だったと思います。それ以降に入

った土につきましては、行為者である業者

が土のしゅんせつするというような約束は

取りつけておりまして、１月か３月の竣工

時以上に土がたまることはさせないという

ようなことでございますが、それまでにた

まっておりました土につきましては、町の

ほうでまた改めてしゅんせつをする必要が

あると思っております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  何やようわからへんけど、とにかく木代

の人は農業用水か何かで使ってるんやから、

それまでにきれいに水がたまるようにする

ように指導してください。 

  私の一般質問は終わります。ありがとう

ございました。 

○副議長（橋本謙司君） 

  緑豊クラブの一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩をいたします。 

  再開は１４時５５分といたします。 

（午後２時４３分 休憩） 

（午後２時５５分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、豊能第一クラブの一般質問を行い

ます。 

  持ち時間は質問及び答弁をあわせて５０

分とします。 

  川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  御指名をいただきましたので、一般質問

をさせていただきます。 

  最初に、先ほど西岡議員みたいな高尚な

前座はできませんけれども、まず場所を借

りて申し上げたいことがございます。とい

うのは、施設組合のドラム缶の処理の件で

ございます。 

  これは御存じのように、福岡県のほうで

処理できましたけれども、そのときに田中

町長つまり田中管理者の手でドラム缶処理

ができたら、私は真っ裸で豊能町中内を逆

立ちして歩くというぐあいに言いました。

なるほど、田中町長のときに処理ができま

した。だからひょっとして逆立ちして歩か

なあかんのちゃうかいなというぐあいに思

っておりましたが、考え直すと田中町長の

手によって処理できたときというぐあいに

言うたと思いますけども、ちょっと質問に

はありませんけれども常識的な質問ですの

で、田中町長は我が手でこの処理をやった

というぐあいに思われてんのんか、違うと

思われてんのんか。それだけ御答弁をよろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  私が指示して行ったと考えております。

私の指示で行いました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 
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  私がいろんな情報を入れて判断しますと、

これは以前からの町長が、青森から鹿児島

の方面、九州まで三十数カ所当たって、そ

の結果向こうのほうから最近になって申し

込んでこられたと。田中管理者は町外で処

理するということは、国崎以外は言われて

おらなかったし、３年間どこの外部処理に

対しての地方自治体に当たられたこともな

いというふうに私は聞いておりますけど、

その辺はいかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上議員、これ通告にないんですけども、

特別にちょっと答弁していただきますので。 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  これは施設組合の中でも申しましたけれ

ども、あらゆる手段について検討して進め

るということで、他の自治体なんかにも当

たったりはしておりましたし、これまでの

あらゆる手を尽くしてこれまでやってまい

った。ただ、おっしゃっていただいている

ように、これまでの歴代の首長さんにいろ

いろ当たっていただいたということは、今

回結果として結びついているという認識は

当然ながらしておりますけれども、最終的

には私が指示して行わせていただいたと思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  これ以上はもう言いませんけれども、田

中管理者になってから３年間は、外部には

全然当たっておられないということは確か

でございますので、これだけは申し上げて

おきたいと思います。 

  次に、質問に入りますけれども、まず田

中町長。豊能町のキャッチフレーズは何で

すか。お答え願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  「人とみどりが輝くまち」でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  まず、人が輝くということは、豊能町内

で老いも若きも健康で明るい家庭生活を送

るということが人が輝くということにつな

がっていく、それが明るい健康的な家庭が

地域社会をつくり、豊能町をつくっていく

と。私はこれが人が輝くというふうにとっ

ておりますけれども、今の豊能町は人が輝

いていると思っておられますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これは非常に主観的なことになりますし、

全員が全員とかという話とか非常に漠然と

していてお答えしづらいんですけれども。

ですから済みません、質問の趣旨がよくわ

からない、定義がわからないのでお答えし

かねます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  人が輝く町やから人が輝いてますかとい

うことだけで、ごく単純な質問やと思いま

すけどね。 

  結局、豊能町老齢化になって日本の平均

よりも上いってますわね。先ほど言うたよ

うに、おじいちゃんおばあちゃん、働く世
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代、その子供、そういう人が寄って健康で

明るい家庭を築いていくと。これが人が輝

くという意味と考えたら、豊能町は輝いて

ないのんちゃうかなと。３０代、４０代の

働き盛りの人がおらない。高齢化が日本の

平均以上で進んでる。だったら若いそうい

う世代を豊能町に呼び込まないかんと。い

ろんな手だてされておられますけど、やっ

ぱり豊能町全体に及ぶことをしていかなあ

かんと。そういうことで、１２月、３月に

学校を開放して、子供の通学費をただにせ

え、あるいは医療を高校卒業までただにせ

えとか、そういうことをして若い世代を呼

び込めということを言うてんけども、その

ことの検討はされたかどうかお伺いしたい

と思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私のほうからは通学費の無料化について

お答えいたします。 

  通学定期代の補助につきましては、議員

主に高校生のことを考えてらっしゃるのか

なと思いますが、試算をいたしましたとこ

ろ、年間およそ5,５００万円の費用が要る

というようなことがわかっております。町

の財政状況から考えまして、現在のところ

通学費の無料化・補助というものは考えて

ございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  子育て支援の充実は、とても住民の方の

支援になるかなと思っておりまして、幼保

の教育の充実、並びにこの７月から一時預

かりということで、家庭で急に子供の養育

ができない場合の臨時の避難場所みたいな

ものですけれども、つくらせていただいた

りしております。 

  小学校・中学校につきましては、家庭と

の連携がとても大事ということで、子育て

支援ということで放課後の居場所づくりと

いうのを大事にしておりまして、放課後学

習の場をつくったり、中学校におきまして

は、夜に公民館等での学習の場の設定をし

たりということで、住民の方がより子育て

しやすい環境づくりを努めております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  乳幼児の医療費につきましては、一部所

得制限はございますけれども１８歳まで拡

大したところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  言葉の上ではなるほど総務部長あるいは

教育次長答えていただきましたけど、結局

あっと驚くようなってませんねん。子育て

するのに生まれてから高校まで子供に対す

る金は豊能町来たら要りまへんでと。大学

は奨学金制度おまっせと。奨学金制度は豊

能町に卒業して住めば返して要らんでとか、

そういう世間をあっと驚かすようなことを

せなあかんと。なるほど光風台のエスカレ

ーターも大事かも知らんけども、あれ東地

区の人間てあんなもん必要ないわけです。

全体を考えると一つの点であります。 

  しかし私が今言うたことは、豊能町の中

で全域に及ぶわけです。それで今5,５００

万か6,０００万か総務部長が答えたけども、

一人そういう一家庭でそういうことを全部

やって、必要な費用等それから来られた人

の住民税、それでてんびんにかけてどっち

が単価安いかいうぐらいのシミュレーショ
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ンはする必要あるわけですわ。税収のほう

が多かったらそういうことをずっと広げて

いったらいいのちゃいまんの。そういうシ

ミュレーションをされたかどうかというこ

とを私聞いてんけども、その辺はいかがで

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  税収等と比較はしていないわけでござい

ますけども、その通学費の補助につきまし

ては、要するにその通学費を苦にしてとい

いますか、負担の折に町を出ていく方がた

くさんおられるということは聞いておりま

して、それを思いとどまっていただくとい

うことのためには有効であろうと思うわけ

でございます。 

  ただ、これ私の個人的な考え方でござい

まして、お叱りを受けるかもわかりません

が、やはり高校卒業した後大学に入られた

り、また卒業なさったり、結婚なさったり

というときにはやっぱり転出なさっていく

んではないかというような思いを持ってお

りまして、通学費の補助がイコール若い方

の定住ということにはつながらないものと

私は思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  そらそうかもわからんね。 

  ほな次に、私１２月、３月も言いました

けど、三世代同居するとか、あるいは豊能

町内で三世代住むとかなったら、若い世代

の固定資産税を半減するとかただにすると

か、そういう方法もあるわけですわな。だ

から一遍そういうことを総体にシミュレー

ションやって、豊能町の税収が上がるのん

か、ないのんか、若い世代が住めるような

るのんか、ないのんかいうことをやっぱり

判断せんと、単発的なことで今豊能町の状

態では絶対無理やと思いますわ。 

  先ほど教育次長がおっしゃったように、

そういうことはされとってもいっぱい豊能

町内いろんな塾の車走ってまんがな。現実

はみんな塾行ってるわけですわ。その塾を

利用して、小・中学校開放して安い値段で

生徒が勉強できたら豊能町の教育の効果も

上がってくるし、何か最近聞くと固有名詞

出るけども北野へ行く子が極端に減ってき

たということも聞くわけです。そういうこ

とが結局学力の向上によって、勉強したい

子供は安くで勉強ができると。そういうこ

とは公教育を受けさせたい子供の親は、多

分高収入の人が多いん違うかなというぐあ

いに思うから、自然とふえてくるんちゃい

まっか。小中学校を民間に開放することは

教育長調べていただけましたか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  学校施設を民間の営利目的の業者にお貸

しするいうのは難しいということで、豊能

町ではそうじゃなくて教育委員会が夜の学

習の場をつくろうということで、たった週

に１回だけなんですけども、西公民館で夜

間２時間。それから東地区につきましては、

中学校の校舎をお借りして夜間２時間、ボ

ランティアのような講師の方なんですけど、

元退職教員来ていただいて、子供の学力向

上を目指して開設しております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  指定管理者制度は民間委託が安くつくか

ら役所がしたら高こつくと。全部中途半端

やということで、今方向は民間委託言うて
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まんねん。今次長が言うのは、民間委託で

きひんから教育委員会でするということや。

そんなもん、まともなことできまっかいな。

絶対無理でっせ、それは。それは業者のほ

うがよっぽど自分のとこに子供ようけ入れ

るためには、学力向上のためにいろんな手

だて使うてますわ。教育委員会にしたらや

ってるだけのことになってしまいまっせ。

なぜ民間に貸すのが無理でんねや。規制緩

和するような方法持っていって、したら絶

対できるはずや。その辺どないでっか、も

う一遍答弁お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  私が無理と言うんじゃなくて、法的に学

校の施設を営利団体にお貸しするというの

は無理ということで実施できておりません。 

  豊能町はやっぱり子供たちの学力を充実

したいと、小学校と違うて中学生は狙いが

違いまして、自学力というんですか今後自

分で学んでいくという力をつけてほしいと

いうことで、以前からずっと学校の放課後

を使いまして、自学自習の場をつくってア

ドバイスできるような方を置いていたんで

すけども、その学校時間外にもまずつくろ

うということで、今公民館とか学校で夜の

時間を使って、本当にわずかなことで十分

じゃないとおっしゃられるのはよくわかる

んですけども、少しずつ実施していこうと

思ってやっているところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  それはだから公がするのは無理やと言う

てまんねや。絶対その子供の学力は向上せ

えへん。もう一度やっぱり吉川中学校か、

東能勢中学校かと言われるようなことをす

るためには、やはり大胆な改革が必要です

わ。その大胆な改革をしよう思ったら、町

長も教育委員会に関係あんねんから、それ

はやっぱりしていってもらわんとあかんし、

何ぼ法的にあかん言うてもできる道絶対あ

るはずや。そういうことを一遍町を挙げて

考えてもらうことできまへんのかいな、教

育長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  似た形態のことはできるんです。例えば

学校長が責任を持って補充指導の場を夜間

に設けて、そこに謝金を払って塾の講師を

呼ぶというようなことは可能です。そこま

でするかどうかについては判断を要します。 

  議員、学力の向上ということで御心配な

さっていて大変ありがたいと思うんですけ

れども、実はまだはっきりとは公表してま

せんが、この４月に行われた学力テストで

ございますが、非常に中学校は特にレベル

が高い状況であります。西と東あわせての

レベルの高い状況でありまして、それは例

えば東能勢中学校においては、学力向上の

ためのプロジェクトを組みまして授業改善

をしたり、補充した指導を学校でやったり、

さまざまな取り組みがそれを成し得てるこ

とだろうと思うんです。基本的には授業を

よくしたり、自学習をする態度をつくった

り、あるいは補充指導をカバーしたり、あ

るいはきょう言いましたように少し授業に

ついていけないかなと思える子供がいます。

そういう人に対して夜間２時間ほどをカバ

ーしてあげると、そういう総合的な対応を

私どもとはして、そして豊能町の子供たち

の学力というものをきちんとつけていくと

いう考え方を今のところ基本としておりま

す。 
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  今の塾の活用については御提案として承

りますけれども、それに関しては、今後ど

うするかについては効果ですとか、今やっ

てることの検証でありますとか、さまざま

考えながらということになろうかと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  この前６年生と中学３年生の全国の学力

発表ありましたな。大阪府は４３番目でっ

か、上がりましたんか。ほな豊能町の吉川、

東能勢もその貢献はしてるわけでんな。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  中学校だけでありますけれども、私が赴

任して２５年いますが、その前から本町の

中学校の学力は全国的なレベルよりずっと

高いレベルにありまして、なかなか北野高

校にということについては、まだ分析しな

くちゃいけないかもしれませんけれども、

しかし中学校西も東も昔どうだったかちょ

っとわかりませんけれども非常に並んでき

てまして、しかもこれは発言が不穏当かも

しれませんが、教科によっては秋田を超え

ます。福井よりも超えるところもあります。

ですから、うちの中学校２校並べると極め

て日本の中学校のハイレベルな地区と遜色

ない学力があるわけです。 

  もちろん課題はありますし、今後これが

続くかどうかということはありますので、

そういうことは十分に私ども整理分析して、

どういうふうな学校で教育課程を組むのか。

小中学校で連携をしてスムーズに学力が伸

びていくようにするとか、そのようなこと

を先ほどちょっと小中一貫教育等連携の話

もお話ししましたけども、そういったこと

を総合的に考えて今の状態をキープし、さ

らに向上していくということは教育委員会

として考えていかないといけないことと思

っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  要するに、主に豊能町の新興住宅地は子

供の教育をしやすい地域やということをキ

ャッチフレーズにせんと、エスカレーター

のある町とかバリアフリー化するとか、小

さい点には必要なことは必要でっせ。町長、

全体にならんわけですわ。全体にそういう

ことをやってＰＲをしていくことが大事や

と思います。そやからもう一遍シミュレー

ションしてもうて、税収が上がるんか、あ

かんのんか。全体に通学費あるいは医療費

あるいは学力向上のための施策を一遍やっ

てもうてから、またここで一遍質問します

んで答弁よろしくお願いしますから、シミ

ュレーションよろしくお願いします。 

  もう一つは町長に聞きたいけど、「みど

りが輝くまち」。どういう町でっか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  これも主観絡みますけれども、自然が多

い町というふうに私は認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  「みどりが輝くまち」で自然が多い。こ

れ、日本昔から緑を輝かすために山の手入

れしたり、あるいは農地つくったらものを

植えて育てたり、人の手によって緑が輝か

んと、自然に放っといてこんなん緑が輝く
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とは言いまへんで、町長。 

  もうほとんど豊能町の山は手入れできて

ませんわ。緑は何ぼでもありまっせ、草も

緑や。そやけど緑が輝く町やから、輝かさ

なあかんねんから。農地でも放棄地あるけ

ども、草生えて緑が生えてますわ。これ輝

いてまんのんか。 

  ちなみに建設環境部長、割合でええけど

豊能町の農地の何パーセントが休耕田ある

いは放棄地になってるか、わかりまっか、 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

（午後３時２４分 休憩） 

（午後３時２５分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁は後でしてもらいますんで、休憩前

に続き、会議を開きます。 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  今休耕田・耕作放棄地のこと聞いたけど、

町長、「みどりが輝く」いうのはそういう

ことですわな。ただ自然に放っといて緑な

んか輝くはずない。その認識は町長改めて

もらわなあかんねやけど、いかがでっか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  確かにきっちり管理するということは大

事だと思っております。緑が輝く、いろい

ろ解釈はあろうかと思いますけれども、私

は一つの解釈として自然が豊富というよう

な思いを持っておりまして、ただおっしゃ

るように、耕作放棄地とかそういうものは

少ないにこしたことはないという認識は持

っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  町長そんなこと言うたら自然豊富言うた

ら新興住宅地、初め緑が多かったんですよ。

それを潰して新興住宅地になってまんねん

で。ちょっと今の町長の言い方は、旧来か

らここに住んでる人にとっては問題がある

可能性があると思いますよ。だからそら構

へんねんけども、やっぱりある緑を人間が

手入れすることによって輝く緑にせないか

んと。それが豊能町のキャッチフレーズで

「みどりが輝くまち」ということになって

ると私は認識してまんねんで。 

  先ほど休耕田聞いてんけど、高山例にと

ると約３分の１が耕作放棄地あるいは休耕

田になってまんねん。そこへ農業に従事し

てる人は大概６５から７０以上の人ばっか

りやねん。多分ほかの旧村地域も同じ状況

やと思いますわ。あと１０年、１５年した

ら、今の８０までの人が恐らくもう農業従

事されなくなってますわな。ほんならもう

約３分の２、もう２０年経ったらもう全部

放棄地になってしまう可能性があるわけで

すわ。 

  そこで具体的なことを聞きたいねんけど、

町長豊能町の予算で２７年度の農業費、幾

ら計上されてまっか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  結構ですわ、それだけ認識されていない

ということですな。農業費は4,７００万。4,

７００万いうたら、豊能町の一般予算全体

の１％もいきまへんねんで。１％もいかん

この予算で「みどりが輝くまち」やて、そ

れ厚かましいなと思います。その１％のう

ち三千五、六百万が結局義務的経費になっ

てまんねん。3,６５８万が人件費と義務的

経費ですわ。補助金や負担金が３３２万。
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後はコミュニティーの指定管理費と工事費

で６８５万。これでもうほとんど使い切っ

てまんねん。町がする予算なんか全然おま

へんねや。こんなことで「みどりが輝くま

ち」と言えまへんやろ。 

  思い切って、この豊能町の旧村従来の農

用地をこれからも確保していくためには集

約が大事ですわ。集約化しよう思ったら、

切畑や寺田、野間口はある程度圃場整備進

んどるけども、まだ川尻、牧、木代、高山

なんかは全然圃場整備してませんわな。こ

れはやっぱり町の指導で圃場整備していく

必要あると思うけど、町長どのように考え

られてまっか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  圃場整備というのは、非常に農地を有効

に使うということにとって重要なものだと

いう認識はしています。ただ一方で、これ

は地権者の合意がないとできないというよ

うなことも事実でございまして、これまで

地権者の合意があったところで進んできて

いるということだと思っております。です

ので、地権者の合意等がございましたら、

町としても積極的には考えてまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  そんなもんどこの世界でも反対する人一

人や二人おる。現実切畑かて大円かて反対

する人、野間口かておったんや。そら町の

ほうでやっぱりそういうチームつくって推

進していくという町長の指導力なかったら

できまへんで。 

  町長の公約地産地消ちゃいまんのかいな、

それもあったんちゃいまんのかいな。地産

がなかったら地消できまへんやろ。言葉の

上だけのきれいごとでは済みまへんねや。

やっぱり町のほうで専門の職員つくって指

導していって、今のような負担の割合をも

っと軽減さして、大規模の農地をさして、

その上がりで受益者負担分を返していくと

いうぐあいな形では十分できると思いまっ

せ。こんな4,７００万そこらの予算で「み

どりが輝くまち」言えまっかいな。その辺

町長、これは無理やと思うけども、今から

やっていってもらわなあかん。それどない

思ってはります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど来から申しますように、圃場整備

というのは非常に重要な施策だと思ってお

ります。ただ、これ本当に地権者の合意の

もとでできるものでございますので、そう

いった制度がございますので、そのあたり

は地権者の合意等ができたところからであ

れば、私どもも積極的にやってまいりたい

と思いますし、またその辺については川上

議員のお知恵も拝借しながら検討はしてま

いりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  合意ができたらじゃなしに、合意できる

ように持っていったらええわけや。それが

豊能町の将来の農業地域を守っていくとい

うことにつながってきまんねや。もうこの

キャッチフレーズ全部やめなはれ、ちゃい

まっか。私はそのように思ってますんで、
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そのほかの副町長以下、豊能町の農業政策

を真剣になって考えてもらわなあかん。そ

ういうことをお願いしといて次に移ります。 

  今、豊能町に観光課、観光部署いうのは

おまへんけど、直入に聞くけどもつくる気

おまっか、おまへんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  観光課という名前の課はございませんけ

ども、農林商工課において観光を所管して

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  追加答弁をしていただきます。 

  南建設環境部長。さっきの休耕田の報告

をしてもらいます。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  済みません、遅くなりました。 

  休耕田は１１ヘクタール余りでございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  ほんだら、とよのんはどこで管轄しては

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  とよのんの直接の所管は、今秘書政策課

で持っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  とよのんは観光を目的とかＰＲするため

のことや思ってるねんけど、その辺がばら

ばらですわな、農林商工に観光のことがあ

るとか。やっぱり観光に力を入れるために

は、観光課いう一つの部署をつくってして

いかなあかんと思いまっせ。 

  その気はあるのんか、ないのんか。田中

町長どないでっか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今農林商工のほうで観光については担っ

ているということでございまして、これに

つきましては町の職員の規模等考えた場合

に、今の形で進めてまいりたいと。 

  また何か大きなイベント等あった場合は

プロジェクトチームを組むなり、そういっ

たことは進めてまいりたいと思っておりま

すけれども、今私としては農林商工のほう

で中心に観光については進めていきたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  農林商工と観光とどこでどない結びつき

まんの。一般的に聞いたらそんなもん農林

商工が観光業務なんかやってること誰も思

いまへんで。やっぱり観光も豊能町は必要

やねんから、将来は絶対つくる必要ある。

今の町長になかったらもうそれで結構です

わ。 

  次に公用車の使用。町長、公用車の使用

について公私の区別をされてますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  公私の区別はしております。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  ならば具体的に問います。 

  町長は選挙で選ばれる人や、我々もそう

ですわ。我々も公務と政治活動費いうのを

もうてる以上は区別してせないかんのやけ

ど、公務と政務と自分で私的で使う分とせ

なあかん。突っ込んで聞きたいねんけど、

公務と政務と別にされてまっか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  公務と政務とは分けれる範囲ではきちっ

としているつもりです。政務というのは政

治に関する業務、政治活動に類するもの。

公務というのは要は自治体の長として行政

をつかさどる立場での業務ということで、

基本的には分けて考えております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  たまたま、きょう井川議員から生け花展

の案内状をもうたんです。これは公務でっ

か政務でっか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  自治体の長として依頼されたというので

あれば、私は公務であると思っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  その辺の認識が全然違うわけですよ。み

んな民間団体であろうが、どんな団体であ

ろうが、自治体の長として案内状出すわけ

ですわ。ほな自治体の長として案内状来た

ら全部公務でっかいな。そういうことでっ

か、町長。答弁ちょっとお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  原則的にはそのように判断しております。

ただ来たものに対してそれぞれは、当然全

部が全部行ってるわけではございませんけ

れども、原則的にはそのように判断してお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  事務方の答弁ですのでそんなこと聞いて

ないというような答弁かもわかりませんけ

ども、最高裁の判例がございます。これは

公務とは何かというような判例でございま

して、平成１８年に出ております最高裁の

判例でございますけども、ここではその交

際が住民の福祉の増進を基本として、地域

における行政を自主的かつ総合的に実施す

るという普通地方公共団体の役割を果たす

ため、相手方との友好・信頼関係の維持増

進を図ることを目的とすると客観的に見る

ことができるとき、かつ社会通念上儀礼の

範囲にとどまる限り、当該普通地方公共団

体の事務に含まれるということで、今申し

上げたことは公務であるという判例が出て

おります。 

  この判例を受けまして、東京地裁で区長

が公用車を使ったことは違法かどうかとい

う裁判を起こされまして、それは区長が衆

議院議員の候補者の選挙事務所の応援、街
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頭演説に行った、これに公用車を使ったと

いうことが争われまして、このときは今申

し上げた平成１８年の最高裁の判決をもっ

て、その選挙事務所への応援、街頭演説は

公務であるということで、公用車の使用を

認めるという判例もあるということで、事

務方の目から見ると、これを見る限りは非

常に公務というのは広い範囲であるという

ことがわかります。 

  一方で、近隣の市とか町にどのような場

合公用車を使っておられるかを聞いたとこ

ろ、主にその選挙関係においては、その応

援されている方の当選後は公務であるけど

も、選挙期間中は政務であるという判断を

されているところが非常に多いというよう

なこともわかってまいりました。 

  そういうことを総合的に考えますと、判

例上は非常に広いんだけども、実際市にお

いて各首長であるとか秘書であるとかは、

若干限定をして使っているというのが多い

なというような印象でございます。市にお

いて、公務と政務を区別する明文化規定の

ようなものはありますかということを各市

に聞きましたが、それはないということで

ケース・バイ・ケースで判断をしていると

いうことでございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  だから例えば応援に行くと。応援に行っ

たところは公務かもわからんけど、応援に

来てもうてんとかおかしいやないかと言わ

れるのは当然ですわ。せやから広く豊能町

全体を見渡して必要かどうかいう判断を常

識で考えて判断せないかん。生け花展行っ

て公務と言われるんやったら、そういう類

いのものは全て公平に行かなあかんわけや。

それはこの言葉使ってあかんから公平でな

かったら公務でないわけや。せやから、そ

の辺きっちり町長区別して公用車使うても

らわんとぐあい悪いと思う。 

  例えば、この前自衛隊の協力会の会合が

不死王閣でありましたわな。このときはど

ないして来られたか知らんけども、多分公

用車使うて来られた思いますわ。ほんで後

宴会があって、帰るときは不死王閣のバス

使われましたわな。なぜ公務やったら役場

の車使われまへんの。その辺ちょっとわか

りやすう答弁お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  不死王閣の場合というか、もうバスが設

定されておりましたので、行きも帰りも私

はバス乗させていただきました。極力そう

いったものが設定されているんであれば、

公共的というのはちょっと表現がおかしい

かもしれないですけれども、そういったも

のは極力利用してまいりたいと思っており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  来るときは知らんかったから、バスに乗

って来られたか知らんけど、多分そういう

会合のときに来るときは公用車、帰るとき

はそこで段取りした車とか、そういうこと

が多分あると思いますわ。 

  例えば国会議員の政治資金パーティーも

来られるときは公用車か、帰るときは来ら

れた人と一緒に帰るか、また公用車で帰る

か、そらわからんけど、そういうことは例

えば自民党の国会議員のとこ行かれたら、

当然ほかの政党のとこも行かれるのは当た

り前の話や。そうやないと公平でいきませ
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んわな。それされるんやったらええけども、

自分の好きなとこだけ行って嫌いなとこは

いかへんと、これはやっぱり不公平やから、

それはやっぱりきちっとせないかん。公用

車を使う場合と使わない場合と立て分けて、

これは町長の判断も必要やし、事務方の判

断も必要やと思いまっせ。 

  以前、池田町長は私同じ質問したときに、

公務と政務きっちり分けられた。そういう

いきさつあんねんから、町長通勤に使うと

きは公用車利用したらよろしまんねや。家

出てから帰るまでは町長やねんから。そや

けど、通勤以外のことはきっちりしていか

なあかんと思いまっせ、もう一遍町長、そ

の辺のどういう考え方してるか答弁よろし

くお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  明文規定はないというふうに申し上げま

したけども、町長の政治活動であろうとい

うような、例えば政治の資金パーティとい

うようなものでありますとか、政治家個人

の例えば国会議員さんのパーティでありま

すとか、そういうものについてはこれまで

も公用車を使わずにマイカーで行っていた

だくとか、電車で行っていただくとか、そ

ういう取り扱いをしてまいりましたので、

事務方としては分けてきているというつも

りでございまして、町長もその辺は納得し

ていただいていると思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  豊能町内であらゆる団体がいろんなこと

で町長に招待状出してますわな。商工会と

か観光協会とか老人会とか、そういうもの

は町に直接関係ある団体やから構へんけど、

いわゆる民間団体に行かれるときはやっぱ

り公務じゃなしに政務として判断して、使

うてもらうのは控えていただきたい。私は

このように思いますんで、どうぞよろしく

お願いします。 

  町長、決意あんのんか、ないのんか、ち

ょっと答弁。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  自治体の長として招待いただいている場

合は、それはそれでスケジュールが許せば

私は出席していきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  みんな自治体の長として招待しまんねや。

田中龍一さんで招待しまへんで。豊能町長

として招待しまんねんで。ほんで生け花展

なんか町長のスケジュールに載ってまんが

な。あんなんなんかもってのほかや。 

  それを言うといて、もう時間来ましたん

で終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、豊能第一クラブの一般質問を終

わります。 

  次に、日本共産党の一般質問を行います。 

  持ち時間は質問及び答弁あわせて５０分

とします。 

  高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。 

  一般質問の最後をやらしていただきます。

最初に質問するのはどなたも質問されてな

い、これだけが私唯一の質問ですが、ほか
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は全部質問されたことでございますけれど

も、改めて質問いたしておりますので、ぜ

ひとも御答弁をよろしくお願いいたします。 

  それでは第１質問いたします。戦争法案

について質問いたします。 

  非核平和都市宣言の町の長としての思い

ということでございますが、国会に提案さ

れている日本を戦争する国につくりかえる

戦争法案は、７月１５日衆議院本会議で強

行採決されました。今参議院に移り審議中

でございますが、大詰めを迎えています。

若い子育て世代、学生、学者始め二度と戦

争をしないと誓った日本国憲法を守る運動

が大きく発展しております。８月３０日に

は全国１００万人集会が開かれ、国会前に

は１２万人が集まりました。扇町公園では

２万5,０００人というふうに報道されてお

ります。 

  非核平和都市宣言の町の自治体の長とし

て、平和に対する思い、国としての戦争法

案に対する思いをお尋ねいたします。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  高尾議員からも平和に対する思いという

ことですけれども、まず議員から御紹介の

ございました非核平和都市宣言についての

決議を読ましていただきたいと思っており

ます。 

  世界の恒久平和は全人類の願望である。

しかるに、近年核軍拡競争はとどまるとこ

ろを知らず、人類の生存そのものが脅かさ

れている。 

  世界最初の核被爆国となった我が国は、

再び「ヒロシマ、ナガサキ」の惨禍を繰り

返させてはならない決意と責任を世界に示

さなければならない。 

  我が豊能町においても、日本国憲法に掲

げる恒久平和の原則を町民生活の中に生か

し、継承させていくことが人間尊重の精神

を育み、自然と文化、そしてよりよい生活

環境を守ることになる。 

  よって、本町は国是である「非核三原

則」の堅持を政府に強く求め、核兵器の廃

絶を全世界に訴えるものである。 

  以上宣言する。 

  昭和６０年９月４日 

  ということで、この平和宣言を豊能町が

してからちょうどことしで３０年。戦後７

０年をちょうど迎えるんですけど、まさに

この宣言文にあるように、恒久平和は全人

類の願いであり、私の願いも同じく恒久平

和でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  この安保法制特別委員会でのこれまでの

国会での参考人質疑でも、元内閣法制局長

官ら、また意見基本理論逸脱と主張し、憲

法学者に加え内閣の中心を担った人たちも

違憲と宣言と突きつけております。そして

戦争戦後７０年の節目の年に強行する目的

は何なのかということが、今国民が問うて

おります安倍内閣への不信は募る一方でご

ざいますが、ぜひこれを廃案に追い込もう

という国民の願い、またこういう運動でご

ざいますので、町長、今この豊能町の平和

都市宣言を読まれましたけど、その宣言に

のっとってその思いは一つだとおっしゃる

のか、その点もう一度御答弁願いたいと思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  静粛に。 

  答弁を求めます。 
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  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  恒久平和というのは私の願いでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  思いを言っていただきましたので、次に

移ります。 

  次に、マイナンバー制度の弊害について

でございます。 

  ２８日参議院本会議で可決しまして参議

院で修正されたため、衆議院に回付されて

おります。昨年５月に成立したこの行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づいて、社会

保障との税の共通番号制度、いわゆるマイ

ナンバー制度の本格実施が始まろうとして

います。本年１０月以降、住民にこれを発

行して通知カードが発送されるという段取

りで行われるようですが、来年１月から順

次社会保障、税、災害対策の三分野をあわ

せて約1,１００の事務で使用されることに

なっています。 

  しかしながら、マイナンバーは所得や年

金、雇用保険の給付状況など重要な情報を

扱うこと、民間の事業者も利用することで

セキュリティー上のリスクが格段に高まる

ことが言われております。政府は今国会に

預貯金口座、健康診断情報、予防接種の履

歴などとを結びつけて、可能とする改正法

案を提出し、さらに戸籍や自動車登録事務

など、より広範な個人情報への活用を視野

に入れるとしています。 

  番号の漏えいが起きれば、芋づる式にこ

うした個人情報が引き出され、なりすまし

犯罪が起きる可能性があります。米国、韓

国などでもこのような犯罪が多発している

ことに留意すべきでありますけれども、我

が国でもこの間日本年金機構の１２５万人

に及ぶ情報流出が起き、ひとたび漏えいす

れば連続するマイナンバー制度の危険性は

さらに根深いものがあり、基礎年金番号の

連結だけを延期すれば解決するという問題

でもありません。 

  こうした中で、マイナンバー制度を導入

することに国民の不安または私ども住民も

不安を感じており、理解することは難しい

と考えております。国民には何のメリット

もない、そういう問題を踏まえ、このこと

についてどのようにお考えなのか、中止を

考えておられるかどうか、また延期するか

どうかということをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  マイナンバーにつきましては番号法が制

定されまして、今回また町の条例もお願い

しておるわけでございますけども、国が

着々と進めているという制度でございまし

て、町が単独で導入の可否について判断す

ることは避けたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今議会には提案はされているような状態

で残念でございます。 

  ある調査では、マイナンバー対応のコス

トが一業者当たり平均１０９万円と言われ

ています。中小業者に制度への国民がチェ

ックできないなど疑問と負担感、そして罰

則への不安が広がっていることは御存じで

しょうか。その点お聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  マイナンバーにつきましては、非常に厳

しい個人情報管理というものが番号法で規

定されております。またシステム上におき

ましても、先ほど議員なりすまし等のこと

もおっしゃいましたが、直接番号をそのま

まネットで通信するということではなくて、

専用回線を使いまして、しかもそれを暗号

化した情報として通信するということでご

ざいまして、ハッキングとかサイバー攻撃

については予防するというようなシステム

が構築されておりまして、システムを通じ

てそういうものが漏れるということはない

と思っております。 

  また、職員の個々の意識の改革といいま

すかマイナンバーへの理解ですけども、こ

れも大事だと思っておりまして、それにつ

いてはこれまでも研修重ねてきております

が、今後とも研修を重ねていって職員の理

解も深めていきたい、個人情報の保護に努

めてまいりたいと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今おっしゃったことはなかなか覆されな

いことだとは思うんですけども、市町村に

は多くの義務が課せられるようなことでご

ざいます。そのうち番号制度の最も重要な

基盤である個人番号の不安と通知番号カー

ドの受け付けが法定受託事務と法定とされ

まして、住基ネットのときの自治事務とは

大きく変わるということでございます。 

  今後の負担はどのような試算になるのか、

その点お聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今後の負担につきまして、私の手元に今

資料ございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  こういうことは常にシステム改修など、

いろいろと予算が組まれてきております。

これまで社会保障の介護保険とか国保など

の改修費は何千万円というような大きな支

出、国が出す分もありますけれども維持管

理に大きな費用が、また豊能町の職員に対

しても大きな負担がのしかかってくるとい

うことでございます。 

  医療保険の徴収、福祉の給付、生活保護

決定、奨学金の貸与や税の確定などに使わ

れますけれども、これは行政の手続の簡素

化というメリットがあるだけで、国民には

何のメリットもないと。ただ簡素化できる

ということではありますけれども、事故が

起きたら大きな損害というか被害を受ける

のは国民でありますので、このことを指摘

してマイナンバーを終わります。 

  次に、箕面市・豊能町広域消防また消防

団自主防災組織についてお伺いいたします。 

  今回も提案されておりますけれども、こ

れは一つ確認の意味で一般質問として取り

上げておりますのでよろしくお願いします。 

  消防職員の対応として、箕面市・豊能町

の広域消防ということでございますが、人

員の削減また給与、職務の範囲等はどうな

るのか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  消防職員の広域化後のことでございます。 

  人員削減のことでございますけども、統

合後の最終形につきましては、１４１名を
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目指すということで協議をしておりますが、

今のまま統合いたしますと、１４８名にな

るということで、７名オーバーするわけで

ございますけども、これにつきましては箕

面市によります採用抑制で７名を徐々に調

整するということになってございまして、

人員削減といいますか合理化でございます

ので、無理やり切るというものではござい

ませんでして、統合することによって浮い

てくる人材については調整していくという

ことでございます。 

  それから給与の面でございますけども、

これは豊能町で今支給をしております年間

給与を下回らないということを大前提とい

たしまして、また消防の階級というのは豊

能町でも箕面市でも同じでございまして、

消防司令でありますとか、消防司令補であ

りますとか、そういう階級がございますけ

ども、その階級に応じた役職の級に格付を

するということも原則として転籍していた

だく、身分も移管していただくということ

にしております。 

  職務の範囲につきましても、今申し上げ

ましたとおり消防の階級がございますので、

消防の階級に応じた職務に統合後もついて

いただくということでございます。 

  なお、給与以外の退職手当等のその他の

手当につきましては、統合後は箕面市の制

度を適応するということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  １４１名のところを統合後１４８名にな

るので、７人をこれから調整していくとい

うことですけれども、豊能町においては何

人ということになるんですか。箕面市の人

が７人ということではないですね、その点

確認いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  統合後におきましては、箕面市消防本部

という一つの組織になるわけでございまし

て、豊能町のものとか箕面市のものという

区別は一切なくなります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  全部が箕面市の組織、職員として働かれ

るということになるということです。 

  退職金などについては豊能町から支払わ

れることになるんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  退職手当につきましては、来年の３月末

までは豊能町の職員でございますので、そ

の分は豊能町の負担でございます。 

  実際に退職する折に支払います退職金に

ついては、統合後の分は箕面市と豊能町の

按分比率によって豊能町が負担すると。統

合前の分は豊能町の職員時代のものは豊能

町が負担するし、箕面市の職員のものは箕

面市が全額負担するというものでございま

す。統合後は今箕面の職員であろうが豊能

町の職員であろうが一つの組織ですので、

統合後に発生する退職金は年数按分したも

ののうち豊能町の負担分は持つという、わ

かりますでしょうか。そういう考えでござ

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  按分するいうことは、豊能町の職員であ

ったときと統合された後の年数を計算して

退職金とするということですか。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども統合後の手当等については箕面

市の制度を適用するということですので、

豊能町の退職手当条例と箕面市の退職手当

条例は全くと言っていいほど違うんです。

ですから、箕面市の退職手当条例を適用し

ながら、勤務年数については豊能町時代の

分、箕面市と統合した分、箕面市での分と

いうような按分をして、その上で豊能町の

負担の比率というのがまた別にあるので、

それを負担するということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今きれいな形で御答弁いただいたんです

けれども、この広域消防になることによっ

て豊能町にとって問題が出てくるいうよう

な懸念はないのかどうか、その点について。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  御質問のこれまでの消防活動に影響はな

いのかということですが、今回の事務委託

につきましては、消防団の事務は委託から

除くということでございます。しかし、消

防団の活動が少しは組織が異なりますので

影響はあるかと思いますけれども、今回の

事務委託に伴う広域化後の円滑な運用を確

保するために、消防組織法には広域消防運

営計画を豊能町と箕面市は定めるというこ

とになっておりますので、その中で箕面市

消防本部と豊能町の消防団が平常時、また

有事の際において互いに連携するというこ

とを規定するとしております。 

  それから災害活動におきましては、これ

も消防組織法にうたっておりますが、災害

現場において指揮命令の統制を図るために、

消防団の行動は消防本部を置く市町村につ

きましては、消防長または消防署長の所轄

のもとに行動するということになっており

ますので、今までどおりの現場活動を行っ

ていくということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  これはまた委員会がありますので、この

点は置いておきたいと思います。 

  次は、自主防災組織の現状について前日

から質問がありましたけれども、この自主

防災組織として全自治会として設立のお願

いをされていると思うんですけれども、そ

の点について確実に自治会の単位で本当に

できていけるのか、それと防災組織として

の活動が行えるのかというところでござい

ますが、その点についてお聞きしたいと思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  自主防災組織の組織化の取り組みでござ

いますけども、１４の自治会のうち既に組

織化されましたのが三つの自治会でござい

ます。これまで残りの１１の自治会のうち、

九つの自治会には組織化、補助要綱等につ

いて説明を済ませておりまして、残り二つ

の自治会のうち一つにつきましてはハザー

ドマップの取り組みをなさっておりますの

で、そのハザードマップの取り組みの中で

職員がまいりまして、自主防災組織の説明

会のようなこともあわせてやっております。 

  したがいまして、全く集団の自治会長会

等での説明会以外で、個別にまだアクショ

ンを起こしておられない自治会は一つだけ
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ということでございます。 

  現在組織化に実際に取り組んでおられる

自治会は三つということでございます。説

明しました九つの自治会のうち、三つが組

織化に向けて取り組み中ということでござ

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  私は東地域で聞いてきた話では、高齢化

しているということで自主防災組織を立て

るのに大変困難だというふうに聞いており

まして、そのときに次の消防団なんかとの

連携が本当にどのようになっていくのかと

いうことも、消防団が災害があったときに

全員が出ていったら、地元のほうのそうい

う災害に対する対応はどんななるのかとい

うふうなことも随分心配しておられる自治

会がありました。 

  そういう点についての手助けというんで

すか、きちっとした対応をどのようにこれ

から確実に設立のために時間をかけて全自

治会をきちっと設立に向けて行われるのか

どうか、その点についてこれは常に訓練を

していかないけないような問題だと思いま

すが、まだのところについてはどのように

今後対応されていくのか、一つお聞きした

いと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  原則といたしまして、自主防災組織と消

防団、これ別の組織でございますけども、

消防団がある自治会におかれましては、恐

らく若い方たちは消防団に入っておられて、

今議員御指摘のとおり自主防災組織の役員

さんは消防団を卒業なさった年齢の方ばか

りというふうになるのかなとは思いますけ

ども、実際のところは別の組織といいまし

ても自治会の中の一員として消防団が活動

なさっているというのが実態だと私は思っ

ておりまして、別団体といえども消防団の

方々が自主防災組織に対して訓練に参加な

さるとか、例えば救急救命講習であります

とか、消火栓の講習でありますとか、さま

ざまなことは消防団がなさるのではないか

というようなことを私思っておりまして、

そのことについては町からも消防団を通じ

てお願いはしてまいりたいと。同時に自主

防災組織の組織化も進めていきたいと思っ

ております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  そういう予定でございましたら、自主防

災組織を立てるに当たり、自治会に対して

そういうことも含めてきちっと伝えていく

いうことは大事だと思いますので、その点

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  災害時のことに移りますが、災害時各組

織ということを書いておるんですけども、

各組織ということは自治会や消防団、また

いろいろ防災に関しての会がありますね、

そういうところと住民団体のところの連携、

どのように連係プレーをすることになって

いるのか。 

  先日避難勧告がテレビで出されまして、

豊能町全体が土砂崩れなんかの避難勧告と

かがぱっと出てくるようなことになったい

うことは大変わかりやすくなったと思うん

ですけど、実際避難するいうことになると

どこだというようなことが明確に皆さん年

いっておられる方も多いですから、その点

についての不安感いうのはつきまといます。

さっきどのようにプレーをしていかれるの

か、その点についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 



 

 3－87 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃっている各組織というの

は、消防団、自治会、自主防災組織などを

指しておられるということですね。 

  消防団につきましては、災害時において

消防本部の指揮下に入ります。これはもう

全く別行動を取るということが規定されて

おりまして、統合後においては箕面市消防

本部の豊能消防署の消防署長の指揮下に消

防団は入るということでございます。 

  自主防災組織と自治会につきましては、

それぞれ独自の活動をしていただくわけで

ございますけども、町はできる範囲のこと

はいたしますけど、発災直後については先

ほどから申し上げております、まず自主防

災組織の組織化をしていただいて、発災直

後の救護活動でありますとか、安否確認で

ありますとか、避難誘導、これらについて

は住民の方々みずからが行っていただける

ような日ごろの訓練などもお願いしてまい

りたいと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  その点、丁寧な指導体制をつくっていく

いうことが求められます。 

  それについてなんですけれども、災害対

策基本法改正を受けて、作成が求められて

いる避難行動要支援者名簿など作成しなさ

いというようなことになっていると思うん

ですが、このことについてはどのような対

応をされているのかお聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  現在、これまでは災害時要援護者台帳と

いうものをこしらえておりましたが、先ほ

ど議員御指摘のように、災害対策基本法に

よりまして町に義務づけられた避難行動要

支援者名簿は役所のほうで決められた方々

について作成いたします。 

  とよの９月号でも載っておりますけれど

も、一方で民生委員さんによります安心生

活見守り台帳というものがございまして、

これは御希望の方に逐一個別に訪問してと

いうふうになりますけれども、順次そのよ

うな見守りを希望されますか、内容を説明

して台帳をこしらえていくということで、

二本立てになるということでございます。 

  一方で、先ほど申し上げた民生委員さん

等の安心生活見守り台帳とは別に、避難行

動要支援者名簿につきましては、決められ

た手順と申しますのは要介護認定３から５、

身体障害者手帳、療育手帳Ａ、精神障害者

保健福祉手帳第１級、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づき、町の給付を受けている難病患者

等ということは自動的に作成するというこ

とでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  いつまでに作成されるんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

（午後４時２１分 休憩） 

（午後４時２２分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  会議を再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  この台帳につきましては、対象者数が７
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月３１日現在ですけれども７９０名という

ことでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  作成時期をお聞きしております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

（午後４時２３分 休憩） 

（午後４時２４分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  会議を再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  失礼いたしました。 

  先ほど申し上げましたのは現在の対象者

数ということでございまして、現在作成中

で１２月末をめどに作成する予定でござい

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  民生委員さんにも委ねておられるいうこ

とでございますけれども、やはり民生委員

さんも一住民でありますので、その点は十

分踏まえた上できちっと対応をして、早く

何があっても避難がきちっとできるような

体制をつくってください。 

  次に行きます。暮らしと福祉の問題で、

エスカレーターのことでございますが、先

般から質問もありますし、今回７００万円

の設計費用をとられておりますが、この点

については現在の形態を守ったという形で

エスカレーターを更新するということでご

ざいましょうか、その点お聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  光風台のエスカレーターにつきましては

修繕を行うということでございますので、

現在のままの形でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  修繕ということですが、根本的に基礎の

部分をきちっとやるということじゃないん

ですよね。修繕ですから、その点もう一度

詳しく答弁ください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  エスカレーターの更新につきましては、

これまではピットの基礎の部分について安

息角に入らないという問題がありまして、

更新ができないということでいろいろと模

索してきたところですが、この間ピット部

分の基礎部分を補強する方法が見つかりま

したので、それについては補強していくと。

その後、もともと従前から言ってましたよ

うにエスカレーター部分について改修を行

って更新をするということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今話は別々にされていくということです

から、改めて更新費用が発生するというこ

とになるわけですね。この点については交

付金も出るというようなことが言われてお

りました。その点について一つ確認したい

と思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  今議会で補正予算をお願いしている実施
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設計も含めまして、交付金の対象となりま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  どちらも交付金が交付されるということ

ですね。そうすると豊能町としては大いに

財政的に負担が軽くなるということですね。

ぜひこれは進めていただきたいと思います。 

  先日、新光風台に引っ越しされてきた年

配の御夫婦ですけれども、豊能町は整備さ

れてすごくいい町だとえらい言っていただ

いて、それはいいことだなと思いますし、

エスカレーターはぜひ、ないといけません

ねというふうなことも言われておりました。

その点、委員会また住民の皆さんも現在の

エスカレーターを求めておられますので、

その点引き続ききちっと進めていただきた

いと思います。 

  次に、国保診療所の件に行きます。国保

診療所の将来性について、今、週一回箕面

病院のほうから副院長が来られて診察され

ているということでございますけれども、

やはり地域医療として安心して受診できる

ように早期対応が求められておりますが、

この点についてお聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  現在は、先ほど議員申されました照葉の

里箕面病院の院長、副院長の協力を得て、

毎週水曜日の午前中の来診をお願いしてお

りますけれども、私どもも差し当たって診

察時間の拡大を早期に協議したいと申し入

れておりまして、現在は相手さんの事情に

よりまして遠のいておるわけですが、今月

の予定では１６日に協議にようやく入れる

かなという見通しでございまして、差し当

たって先ほど申し上げましたが、来診時間

の延長をお願いし、将来のことについても

協議したいと考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  東地域も高齢化しているのは、もう皆さ

んも御存じのとおりです。ただ、本当に国

保診療所が唯一の医療機関でありますので、

その点本当に常時いつ何があってもすぐに

通える医療施設ということが大事だと思う

んです。西地域は開業医さんがおられます

ので、いざというときには駆けつけ、また

は救急車で行けるということでございます

けども、東地域については、やはり地域が

広がっておりますし、医療機関できちっと

した処置がまずできるいうことが大事だと

思いますので、早期に協議して安心して医

療が受けられるような体制づくり、必ずし

てください。その点について年度内になる

のかお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  現在申しわけないですけれども、協議が

始まりつつあるという状況の中で、明確な

期限を切ってここで報告申し上げるわけに

はまいりませんけれども、先ほど申し上げ

たなるべく恒久的な、今はあくまでも代診

でお願いしておるわけですけれども、恒久

的なものを目指しまして協議を進めたいと

いうことで、期限については今ここで報告

申し上げることはできません。努力いたし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  恒久的なという言葉が出てまいりました



 

 3－90 

ので、ぜひ恒久的にきちっと安定した診療

ができるように早期対応していただくよう

にすべきであります。よろしくお願いいた

します。 

  次に、バスのリレー便の件でございます

けれども、先ほどから1,５００万以上３０

万ですか、そういう補助金を使ってときわ

台から箕面病院のリレー便ということでご

ざいますが、私もよく乗るんですけども、

ほとんどこれも余り利用価値がなくなって

るように思います。運転手さんに聞いてみ

ましても、ほとんど少ないですというふう

なことで、これももったいないというふう

に、東西バスを通しているほうがよかった

んじゃないですかというふうなことも言わ

れましたし、私もちょうど４時ごろ乗る場

合がありますけども、今利用者の方が止々

呂美に三、四人待っておられます。そうい

う中で乗り継ぎは大変だなということで、

屋根もありませんし、やはり本当に基本に

戻って地域福祉、そこを回るような巡回バ

スがやはり求められていると思います。 

  唯一の東西を結ぶバスとして、やはり東

西バスの復活いうのは本当に大事だと思い

ます。今補助金を使って同じような額でや

ってきている補助金ならば、ぜひ東西を結

ぶ巡回バスとしてぜひ復活させてほしいと

思うんですけれども、これは先ほど来から

同じような答弁でしたけれども、改めてお

聞きいたしますのでどうぞよろしくお願い

いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど来から答弁しておりますとおり、

東西バスのときよりはリレー便のほうが利

用者は若干ふえているというような状況が

ございます。それからこのリレー便につき

ましては、地域公共交通基本構想にのっと

ってやっているということから、現在のと

ころ東西バスに戻す、復活させるという考

えはないわけでございますけども、このよ

うに御意見たくさんいただいておりますの

で、先ほど西岡議員のときにもお答えいた

しましたとおり、地域公共交通会議に議員

さんからの御意見は伝え、お諮りをしたい

と思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ぜひとも地域公共交通会議で改めて、や

はり利用者に優しい、また利用価値が本当

に豊能町民として感じられる東西バスを復

活させていただきたいと思いますので、地

域公共交通会議での協議、ぜひ進めて前向

きにお願いしたいと思います。 

  次に行きます。ごみの問題でございます。 

  ごみの有料化は今回提案されて資料とし

て出されておりますけれども、やはりこの

問題は全町民にかかわる問題でございます。

一つ資料を出されましたけれども、やはり

町民にはまだ伝わっておりません。その点

について、しっかりと私どももいろいろな

ことでの協力していくいうことはあります

けれども、町民の皆さんの協力が第一でご

ざいます。 

  その点について、リデュース、リユース、

リサイクルの点が喫緊の課題やとおっしゃ

ってるんですから、この点について改めて

住民の皆さんに問うていくということでの

協力・協働ということを進めていくべきだ

と思いますが、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  ごみ問題に関しましては、当然３Ｒ、４
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Ｒというものが非常に大事になってきてお

ります。 

  それらの問題につきまして、住民の皆様

方がいろいろとわからないことがあったり

とか、混乱したりとか、収集についてわか

らないようなことにつきましては、環境課

のほうで井戸端会議というような会議を開

催しておりまして、自治会の方、団体の方、

一つのグループの方等いろいろとわからな

いことがあるからちょっと教えてちょうだ

いなというような話で来られまして、十分

説明させていただいておりますので、そう

いう会議も活用していきたいと思っており

ますし、また自治会の方から御推薦をいた

だきましたごみ減量化推進委員の皆様とも

研修等も通じてそういう分別、資源化の大

切さについていろいろと勉強しているとこ

ろでございますので、そういうのも活用し

て今後も住民の方々に周知していきたいと

考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  こういう問題は、行政が受け身ではなく

発信していく、そして協力を求めて改善が

できるところは改善していく、これが一番

でございます。そういうところで住民の命

と暮らしを守るために、これ以上自治体と

して借金等、また自治体が背負い込まない

ためにも、住民と自治体が力を合わせてご

み問題の具体的な解決に取り組んでいくい

うことが何回も言いますが大事でございま

す。 

  その点について、事業所のごみの排出量、

また種類とかリサイクル等の実態調査を行

っている自治体もあるんですけれども、豊

能町はその点実態にあった指導をしておら

れるかどうかお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  事業系ごみについてでございますが、事

業系ごみについて豊能町で直接的に調査等

はしていないところでございますが、猪名

川上流広域ごみ処理施設組合におかれまし

て、事業系ごみにつきましても車載等を開

けまして、中に入っているものの分別等の

状況を確認し、おのおの指導しておられる

ところでございます。 

  その報告の中で、豊能町から搬入してお

ります事業系ごみにつきましては今のとこ

ろ特段問題があるということはございませ

んので、豊能町内の事業系の方については

一応ルールを守っていただいておると考え

ております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  国崎クリーンセンターできちっとそうい

うふうに豊能町、川西、猪名川、能勢町を

きちっとわけて調べておられるということ

ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  猪名川上流広域ごみ処理施設組合のほう

では事業系ごみの搬出がございますので、

おのおのどこの市町村から来たごみかとい

うことを区別して調べておられます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  それはまた確認していきたいと思います

が、豊能町から出ている問題はないという

ことでございます。 

  これで一般質問を終わらせていただきま
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す。ありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、日本共産党の一般質問を終わり

ます。 

  以上で一般質問を終わります。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議時間は議事の都合により延長

したいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって本日の会議時間は延長することに

決定しました。 

  この際、暫時休憩といたします。 

  再開は１６時５０分といたします。 

（午後４時４０分 休憩） 

（午後４時５２分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２、第３７号議案から第４４号議

案及び第１号認定から第８号認定までを議

題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容はそれぞれ各常任委員会及び決

算特別委員会に付託いたしますので、大綱

のみをお願いいたします。 

  なお、御承知ではございますが、質疑は

議題になっている事件に対して行われるも

のでありますから、現に議題になっていな

ければなりません。また、議題に関係のな

いことを聞くことができない。このように

規定されておりますので、その点十分御協

力いただきますようお願い申し上げます。 

  初めに第３７号議案から第４４号議案ま

での８件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  ございませんか。 

  次に、第１号認定から第８号認定までの

８件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１号認定から第８号認定までは６人の

委員をもって構成する決算特別委員会を設

置し、第３７号議案から第４４号議案及び

第１号認定から第８号認定までは、お手元

に配付いたしております付託表のとおり、

それぞれの各常任委員会及び決算特別委員

会に付託の上、審査することにしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第３７号議案から第４４号議案

及び第１号認定から第８号認定までは、お

手元に配付いたしております付託表のとお

り、それぞれの各常任委員会及び決算特別

委員会に付託の上、審査することに決定し

ました。 

  ただいま設置いたしました決算特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第

７条の規定により、決算特別委員会委員に、 

  管野英美子議員。 

  永谷幸弘議員。 

  井川佳子議員。 

  小寺正人議員。 

  永並啓議員。 

  西岡義克議員。 

  以上６名をそれぞれ指名したいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名

の議員を決算特別委員会に選任することに
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いたしました。 

  ただいま選任いたしました決算特別委員

会委員の互選により、委員長に小寺正人議

員、副委員長に井川佳子議員が選出されま

したので御報告しておきます。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は９月１７日午後１時より会議を開

きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後４時５５分 



 

 3－94 

本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第３７号議案 豊能町行政手続における特定の個人を識別するための番号 

       の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個 

       人情報の提供に関する条例制定の件 

第３８号議案 豊能町個人情報保護条例改正の件 

第３９号議案 豊能町手数料条例改正の件 

第４０号議案 箕面市と豊能町との間における消防事務の委託に関する規 

       約の廃止に関する協議について 

第４１号議案 豊能町と箕面市との間における消防事務の委託に関する協 

       議について 

第４２号議案 平成２７年度豊能町一般会計補正予算の件 

第４３号議案 平成２７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第４４号議案 平成２７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第 １号認定 平成２６年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ２号認定 平成２６年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳 

       出決算の認定について 

第 ３号認定 平成２６年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       歳入歳出決算の認定について 

第 ４号認定 平成２６年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

       の認定について 

第 ５号認定 平成２６年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ６号認定 平成２６年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について 

第 ７号認定 平成２６年度豊能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ８号認定 平成２６年度豊能町水道事業会計決算の認定について 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １１番 

 

        同   １２番 

 

 


